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Ⅰ 大学の現況及び特徴 

１ 現況  

（１）大学名  群馬県立女子大学 

（２）所在地  群馬県佐波郡玉村町上之手1395-1 

（３）学部等の構成 

   学部：文学部，国際コミュニケーション学部 

   研究科： 文学研究科、国際コミュニケーション

研究科（ともに修士課程） 

   附置研究所：外国語教育研究所、群馬学センター 

（４）学生数及び教員数（平成21年５月１日現在） 

 学生数：学部９３０人，大学院３７人 

   専任教員数：５６人 

２ 特徴  

 群馬県立女子大学は、昭和５５年４月に「国際化社会

に対応し得る広い教養と豊かな情操を備えた人材を育成

する」という建学の理念を掲げ、文学部の中に国文学科、

英文学科、美学美術史学科の３学科を持つ４年制女子大

学として設立された。 

 以来、大きな特徴のひとつである少人数教育や外国語

教育研究所設置（平成１３年）などの取り組みは、県立

の女子大学として一定の評価を得てきたが、社会情勢の

変化に応じた改革の必要性も指摘されていた。 

このような中、平成１５年度以降、「小さくても個性

的な大学」を目指し、学長のリーダーシップのもと、大

幅な大学改革に着手した。 

まず、大学のより一層の国際化を図るため、奨励金に

よる海外留学支援制度を創設。これにより海外留学者が

大幅に増加し、現在では毎年、全学部生の１０％以上に

あたる１００名を超える学生が留学するようになった。 

また、カリキュラムの大幅な見直しを行い、英語によ

る授業の大幅な増加や、各分野の専門家等の外部知的資

源を活用した授業科目の開設（これらの多くは県民に公

開）など、活力ある大学づくりのため改革を進めてきた。 

そして、平成１７年には、実践的で高度な英語運用能

力と基礎的な社会科学系の知識を身に付け、国際社会で

活躍できる人材の育成を目的とする「国際コミュニケー

ション学部」を新たに設置。この学部は、英語コミュニ

ケーション課程と国際ビジネス課程の２課程からなり、

少人数教育、外国人教員の多用、留学支援の充実、ＴＯ

ＥＩＣを活用した習熟度別英語教育、ＣＡＬＬ

（Computer Assisted Language Learning）システムの

活用、各国大使や企業経営者などを招聘した授業など、

たいへん特色ある教育を行っている。このような取り組

みの成果もあり、同学部生のＴＯＥＩＣの成績は劇的な

上昇が確認されており、今後の動向が注目されている。 

一方、大学改革は入試制度にも及んでおり、平成１７

年度から両学部においてＡＯ入試を導入。同入試は、本

学だけでなく、東京、仙台とあわせ３会場で実施してお

り、全国から個性的で意欲あふれる学生が入学している。 

このような改革が功を奏し、ＡＯ入学者に限らず、平

成１７年度以降の入学生は大変活気がある。授業中、教

員とのディスカッションも活発に行っており、他大学を

本務とする非常勤教員や外部から招聘した講師陣からの

評判も良好で、「小さいながらも個性的な大学」として

の評価が確立しつつあると考えている。 

また、学生の進路支援も充実させており、１年次から

キャリア支援授業を開講。２年次以降は、就職専門員に

よる個別面談を学生全員に対して実施しており、学業か

ら生活面まで、低学年次から学生生活全般にわたってき

め細かいフォローを行っている。さらに、就職を意識し

た科目を数多く開設している他、３年次からは特訓講座

を設けるなど、学生一人ひとりのニーズに対応した手厚

い支援を行っている。 

地域貢献の分野では、「県民公開授業」や「公開講

座」など県民を対象とした講座を多数開講している他、

本学では特に、群馬の文化・歴史・風土など、多方面か

ら群馬の特色を探る「群馬学」の確立を目指した取り組

みを行っている。中でも各分野第一線で活躍する研究者

・経済人・ジャーナリストなどの参加を得て開催する

「群馬学シンポジウム」はこれまでに１８回を数え、延

べ 1 万人もの県民・学生が参加している。これは、本学

の地域貢献の取り組みが、県民に浸透している証である。 

 この他、施設面においては、平成１９年に新館を供用

開始し、ＣＡＬＬ教室４室と自由パソコンルームの充実

により、実践的な英語学習と学生のコンピュータリテラ

シーの獲得に貢献している。 

今後の課題としては、既存施設の老朽化が目立ってお

り、特に附属図書館の改修が強く望まれている。 

なお、平成２１年度には、文学部に「総合教養学科」、

大学院に「国際コミュニケーション研究科」を、また研

究機関として「群馬学センター」を設置、さらに、来年

度には英文学科を「英米文化学科」に改編する予定であ

り、活力ある大学を目指し更なる改革を進めている。
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Ⅱ 目的 

１ 大学の目的 

本学は、学則第１条（目的）において、設置目的を「群馬県立女子大学（以下「本学」という。）は、広

く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究するとともに、家庭生活の向上及び地域社会における文化の進展に

寄与し、更に国際化社会に対応し得る広い教養と豊かな情操を備えた人材を育成することを目的とする。」と

定めており、この設置目的に基づき、「国際化した社会にあって、社会的に自律した光り輝く女性の育成」と

いう教育理念を掲げ、「小さくても個性のある大学」を目標として大学の活性化を進めている。これらが本学

の「目的」である。 

この目的達成のため、以下の特色ある教育研究活動を行う。 

 

２ 個別教育目標 

（１）開かれた授業の充実 

   各国の駐日大使、ＮＰＯ法人の代表、著名な作家・文化人・研究者・映画監督・評論家・芸術家・企業幹

部等、各界の第一線で活躍している専門家を講師として招聘することにより、学生に社会の最新の情報、

現場の知識に触れる機会を提供するとともに、これらの講義を県民公開授業とすることで、学生に県民と

共に学ぶ姿勢を身に付けさせる。これらの県民公開授業については、以下の効果が期待される。 

 

   ア 地域への貢献 

     一般県民に対して生涯学習の機会を提供するとともに知的欲求の充足を図る等、地域の振興と発展に

寄与する。 

   イ 大学広報の機会としての活用 

     一般県民の本学への来学の機会を提供し、本学の教育研究活動の内容や大学改革に取組む積極的な姿

勢についての理解を深めていただき、本学の知名度の向上や大学の評価の向上を図る。 

   ウ 大学の活性化 

     学習意欲の高い県民が授業へ参加することにより、学生の学習意欲向上や担当教員の意識改革を促す。 

 

 この他、開かれた授業の一環として、学外におけるボランティア活動やインターンシップ、フィールド

ワーク等、さまざまな社会体験を重視しており、学生が積極的に社会と接触する機会がもてるよう配慮し

ている。 

 

（２）実践的な外国語教育 

英語授業を担当する外国人教員数を増加することにより、生きた英語を習得させる機会を提供する。 

海外留学支援制度によって、留学をより身近なものとし、英語能力向上を図るとともに海外生活の体験

により日本語学習をはじめ学習全般にわたる意欲向上を図る。  

また、国際コミュニケーション学部の設置により、実践的で高度な英語教育を提供する。ＴＯＥＩＣ７３

０点を目指し、体系的なカリキュラムと習熟度別少人数教育により、英語を道具として使いこなす能力を

身に付ける。 

 

（３）群馬学の確立 

   群馬の文学・歴史・民族・経済など、多方面から群馬の特色・独自の文化を探る「群馬学」の確立を目

指す。古くから人や物、様々な文化が交わり独自のことばや文化を形成してきた「群馬」について、様々な
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角度や視点から調査・研究し、広く意見交換することを通じて、「群馬」の魅力や諸問題を再認識し、人や

文化が抱える普遍的な課題を問い直すことにより、新たな地域文化の創造に繋げていくことを目的としてい

る。 

平成２０年度までに本学において「群馬学連続シンポジウム」を１５回開催している他、県内各地域に

おける地域版ミニシンポジウムも３回開催し、延べ１万人に上る参加者を得ており、「群馬学」は本学の

みならず県内全域に広がりを見せている。 

また、平成２１年４月には、大学内に「群馬学センター」を設置して専任教員を配置し、更なる「群馬

学」の推進を図っていく。 

 

（４）少人数教育の徹底 

     各学部とも少人数教育を重視している。習熟度別クラス編成、教員と学生のコミュニケーションを重視し

た双方向授業により、知識の詰め込みだけに終わらず、学生に学びの楽しさや意欲をもたらすことで、社

会に有用な人材を育てる。 

 

（５）きめ細かな学生支援 

   少人数制により、教職員と学生とのコミュニケーションが緊密であるうえに、工夫した取組みを充実させ

ることで、学生一人ひとりに最も適するきめ細かな支援を学生に提供する。 

   ア 学生支援担当、学生支援チーフの設置 

各学部とも学科、課程ごと、学年ごとに１名の教員を「学生支援担当」として置き、さらに学科・課

程ごとに「学生支援担当」をまとめる「学生支援チーフ」を置き、これらが学生支援の中核として支援

事業を推進する。１年次から学業成績の状況を確認し、単位修得状況の思わしくない学生については、

教員及び事務局職員が面談（大学生活フォロー面談）して学生の状況を把握し、適切なアドバイスを行

うことにより、大学生活環境の改善を図る。 

イ 相談体制の充実 

    健康、生活、進路、セクシュアル・ハラスメント等、学生生活に関わるさまざまな問題について、学

生が気軽に相談できる体制を整備し、それぞれの状況に応じて保健師、臨床心理士、校医、教職員が連

携し組織的に対応する。 

 

（６）進路支援の充実 

低学年次から将来への意識付けを行うとともに、学生一人ひとりのニーズ、将来への希望の把握により、

個々の意向に合わせたきめ細かい支援を行う。 

ア 就職支援窓口としての就職支援デスクを設置 

イ １年次からキャリア支援授業を開講 

ウ ２年次以降、事務局就職専門員による学生全員面談を毎年実施 

エ 各種ガイダンスの開催 

オ マナー講座、模擬就職試験の開催 

カ ３年次から就職支援授業の開講 

キ 公務員、就職試験等各種試験対策講座の開講 

ク 先輩からのアドバイスを聞く業界別研究会の開催 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 大学の目的 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点１－１－①： 大学の目的（学部、学科又は課程の目的を含む。）が、明確に定められ、その目的が、学校

教育法第８３条に規定された、大学一般に求められる目的から外れるものではないか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の設置目的は、「群馬県立女子大学学則（昭和５５年群馬県規則第１１号）」第１条（表1-1-①-1）に定め

ており、大学ウェブサイトに掲載されている。また、この設置目的に基づき、本学では「国際化した社会にあっ

て、社会的に自立した光り輝く女性の育成」という教育理念を掲げ、「小さくても個性のある大学」を目標として

大学の活性化を進めている。これら全てが本学の「目的」である。 

本学で実施している「学外講師等外部知的資源の積極的な活用による開かれた授業」、「実践的な語学教育」、「少

人数指導による教育活動」、「座学にこだわらない学外教育活動の重視」、「手厚い海外留学支援制度の実施」、「き

め細やかな就職支援」といった数々の取組は、すべてこれらの目的を達成するために行われているものである。   

これらの目的の内容は、『大学案内（別添資料 p4）』及び大学ウェブサイトにおける学長メッセージ（表 1-1-

①-2）にわかりやすく表現されている。 

各学部学科課程の教育目標については、大学ウェブサイト（http://www.gpwu.ac.jp/guide/idea.html）や大学案内等

により明示（表1-1-①-3～10）されているとともに、学部毎の教養（教育）科目、専門科目といった区分ごとに

教育方針が定められ、授業計画（シラバス）により学生に周知されている。 

本学の学則に定めた設置目的は、広い知識の授与、専門の学芸の教授研究、地域文化進展への寄与、国際化社

会に対応しうる広い知識と豊かな情操を備えた人材の育成を謳っている。これは、「広く知識を授けるとともに、

深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」及び「その成果を広く社会に提供す

ることにより、社会の発展に寄与する」と学校教育法第８３条に規定された大学の目的の趣旨を踏まえて定めら

れているものである。また本学は、「国際化した社会にあって、社会的に自立した光り輝く女性の育成」という

教育理念に基づき、「小さくても個性のある大学」を目標に掲げ、各種の取組みにより大学の活性化を進めること

で、基本的な学習能力に加え、近年の若者に欠如していると言われる「生きる力」や「社会人基礎力」、「コミ

ュニケーション能力」や「積極性」を育んでいる。これらの能力を備えた人材の育成は、現代の社会情勢の中で、

学校教育法第８３条の大学の目的を果たすために必要不可欠なものである。 

また本学は、県立大学であることから、目的に「地域文化進展への寄与」を明示し、地域貢献を強く打ち出し

ていることも大学の目的に係る特色の一つと言える。 

 

表1-1-①-1 群馬県立女子大学学則 

（目的） 
第一条 群馬県立女子大学（以下「本学」という。）は、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究するとともに、家庭生活の向上及び地
域社会における文化の進展に寄与し、更に国際化社会に対応し得る広い教養と豊かな情操を備えた人材を育成することを目的とする。 
 
群馬県ウェブページ「群馬県法規集」 

https://www.e-reikinet.jp/cgi-bin/gunma-ken/D1W_index_main.exe?PROCID=-1920829922&UKEY=1237447881 
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表1-1-①-2 本学の教育理念 学長メッセージ  

 

群馬県立女子大学は、国際化された社会にあって、社会的に自立した光り輝く女性の育成を設置の理念の一つとして、1980年に創

立されました。 

開学から四半世紀が経過し、国際コミュニケーション学部の創設、「新館」の建設など、大学のより一層の活性化を図り、学生の

ための諸改革を強力に推し進めて参りました。現在でも様々な改革を断行しておりますが、その取組の一端をご紹介します。 

 

本学は、豊富な教育歴・研究業績を持つ教授陣を擁し、学生一人ひとりに対して熱心に教育を行っています。教授陣はそれぞれの

分野で顕著な業績をあげ、またその成果を学生に還元することに積極的です。 

 

また、社会の第一線で活躍されている学外の方にキャンパスへ来ていただき、授業を行っていただいています。 

各国の駐日大使やＮＧＯメンバーによるリレー授業、著名な作家・文化人・研究者による「美しい日本語」の授業、映画監督・評

論家・研究者による映画と女性に関する授業、芸術の現場で活躍する方を招くプログラムなど、最新の情報、現場の知識を得るこ

とができますので、学生のみなさんの視野もより広がることでしょう。 

 

近年、外国語教育を質量ともに大幅に拡充しました。 

国際コミュニケーション学部では、卒業までにTOEIC730点を達成する目標を掲げ、目標を掲げ、目標を掲げるだけでなく、大学

として達成をサポートしています。高い評価を受けている海外留学支援制度と相俟って、実践的な語学に優れた国際感覚豊かな学

生の輩出を目指します。 

 

「働く」ことに対して、なるべく早い時期からの動機づけを行っています。動機づけだけでなく、社会で最低限求められる基礎的

なマナーの習得を正規の科目として位置づけています。また、２年生からは学生一人ひとりに面接し、自分自身の将来と向き合う

ように促しています。他にも、授業外のさまざまなガイダンスや特訓講座が用意されており、2006年度の就職率は96パーセント

を超えています。 

 

ただ教室に座り、漫然と時間を過ごすのではなく、自分のやりたいことがあれば、ぜひそれに挑戦をしてみてください。そのため

に、ＡＯ入学試験を設け、前向きで元気のある方が入学できるようになっています。そうした学生のみなさんのために、海外留学

支援制度などをはじめとしたさまざまな支援策を用意し、意欲あふれる学生のみなさんを応援しています。積極的に外に目を向け、

世界に羽ばたいていただきたい。 

 

本学を志望するみなさんのことですから、きっと、前向きで、力があふれていることでしょう。ぜひ、志を高く持って、光り輝く

女性として活躍できるように、学生生活を送ってください。 

 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/guide/president.html 

表1-1-①-3 文学部教育目標 

 

文学部は、人間が築き上げてきたことばや文化、芸術に対する

幅広い知識と深い洞察力を身につけ、柔軟な発想力と応用力、

問題解決能力を持った有能な人材を育成する。 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/dep/lit/index.html 

表1-1-①-4 国文学科教育目標 

 

日本語、日本文学、漢文学、日本語教育の学びを通して、幅広い

知性とみずみずしい感性とを身につけ、豊かな人間性を培う。 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/dep/lit/nat/curriculum.html 

 

表1-1-①-5 英文学科教育目標 

 

英文学科は、英語の運用能力を高め、考える力を身につけなが

ら、英米の文化、英米の文学、英語学を学ぶ。英語で表現し、

文化を創造している人々の心を理解し、他者と心を通わす精神

を育む。 

大学ウェブ 

http://www.gpwu.ac.jp/dep/lit/eng/curriculum.html 

表1-1-①-6 美学美術史学科教育目標 

 

美学美術史学科は、美を理論的に考える能力、自ら美を創りあげ

る能力を養うことを目的としています。幅広く、自由で、創造的なカ

リキュラムにより、理論・歴史・実践の 3 分野を柱に、芸術とその周

辺を学ぶ。 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/dep/lit/art/index.html 
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【分析結果とその根拠理由】 

大学の設置目的を学則において明確に定めており、その内容は、「学術の中心として、広く知識を授けるととも

に、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させること」を目的としている学校教育

法第８３条の趣旨を現在の社会情勢の中において具現するものと言える。 

よって、本学では目的を明確に定めており、その目的は、大学一般に求められる目的に合致するものであると

判断する。 

 

 

観点１－１－②： 大学院を有する大学においては、大学院の目的（研究科又は専攻の目的を含む。）が明確に

定められ、その目的が，学校教育法第９９条に規定された，大学院一般に求められる目的か

ら外れるものでないか。 

【観点に係る状況】 

本大学院の目的は、「群馬県立女子大学大学院学則(平成6年群馬県規則第56号)」第１条（表1-1-②-1）に定

めているとともに、『学生便覧』において明示している。また、文学研究科の各専攻（日本文学・英文学・芸術学）

及び平成２１年度に新設された国際コミュニケーション研究科の目標については、それぞれ大学ウェブサイト（表

1-1-②-2～6）に掲載している。 

 

 

 

表1-1-②-1 群馬県立女子大学院学則 

 

（目的） 

第一条 群馬県立女子大学大学院（以下「本学大学院」という。）は、新しい知識、情報及び技術があらゆる領域での活動の基盤

として重要性を増す社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材の養成を図るとともに、広い視野に立って精深な学識を授

け、研究能力又は高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを教育研究上の目的とする。 

大学ウェブ https://www.e-reikinet.jp/cgi-bin/gunma-ken/D1W_index_main.exe?PROCID=-1918882718&UKEY=1237449828 

表1-1-①-7 総合教養学科教育目標 

 

分野を超えた教養教育とコミュニケーションを重視した双方向授

業や現場で学ぶフィールドワークにより、発見の喜びや仲間と

共に学ぶ楽しみを通して豊かな総合教養力を育てる。 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/~liberal-arts/intro.html 

表1-1-①-8 国際コミュニケーション学部教育目標 

 

基礎的なコミュニケーション科目だけではなく、英語によるプ

レゼンテーションや討論など、音声と文字との両面で英語を使

って相手を説得する力を含む、実践的で高度な英語運用能力を

身に付ける。 

 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/guide/idea.html 

表1-1-①-9英語コミュニケーション課程教育目標

 

現代の国際社会で活躍するために必要となる、さらに高度な英

語運用能力の獲得を目指す。 

 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/guide/idea.htmll 

表1-1-①-10国際ビジネス課程教育目標 

 

高度な英語運用能力に加え、経済やビジネス等社会科学系の基

礎知識を身に付けることを目指す 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/guide/idea.html 
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【分析結果とその根拠理由】 

大学院学則第１条の目的は、学校教育法第９９条の趣旨に適合しており、各専攻の目標についても、各々の分

野の深い学識及び卓越した能力を培うことを謳っており、大学院一般に求められる目的に合致するものであると

判断する。 

 

観点１－２－①： 目的が、大学の構成員（教職員及び学生）に周知されているとともに、社会に広く公表さ

れているか。 

【観点に係る状況】 

 本学の設置目的は、学則に明文化されており、大学ウェブサイト及び設置者である群馬県のウェブサイト

（http://www.pref.gunma.jp/a/05/d1w_reiki/mokuji_index.html）に掲載されているとともに、『学生便覧』の

巻頭と学則等紹介部分にも掲載され、全ての教職員及び学生に対して配布されているほか、教育理念及び目標に

ついては、学長が常に大学運営を通じて学内の構成員に対して明確に述べている。 

 また、本学の教育理念と目標については、大学ウェブサイト並びに受験生及び一般人に広く配布される『大学

案内』の学長メッセージにその考え方が明示されているほか、入学式、卒業式等各種式典や学内外の行事におけ

る学長挨拶において明確に語られている。 

 各学部学科課程毎の教育目標についても、大学ウェブサイトに掲載されている他、『履修要項』に明示され、全

教職員及び全学生に配布されている。 

 本学の学生に、大学の目的を知っているか否かについてアンケート調査をしたところ、知っていたと回答した

学生は１８．５％と少数であったが、アンケートの実施により認知した学生が７９．９％であり、結果として９

８．４％の学生が本学の目的の内容を理解している。 

表1-1-②-2 文学研究科教育目標 

 

文学部の独自性をさらに生かして、 

高度の学業と研究を積んだ研究者・専門家の育成、 

より高度な学問的かつ文化的水準による地域社会への貢献、

積極的な教育・研究活動による文学部の活性化 

を目的とする。  

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/pos/index.html 

表1-1-②-3  日本文学専攻教育目標 

 

古代・中古・中世・近世・近現代の日本文学に、日本語学、漢

文学及び日本語教育学を加えて、文学・語学を総合的・歴史的

に学ぶと同時に個別のテーマによって研究を行い、研究者や高

等学校教員・日本語教員等として活躍できるような、高度で幅

広い学識・教養を身につけることを目標としている。 

大学ウェブhttp://www.gpwu.ac.jp/pos/jpn/curriculum.html 

表1-1-②-4  英文学専攻教育目標 

 

英米文学、英米文化、英語学の三分野から構成され、英米の

文学、文化、言語を中心とする研究を通して学際的な教養を

修得し、さまざまな分野で文化の発展に貢献し得る人材の育

成を目標としている。 

大学ウェブ 

 http://www.gpwu.ac.jp/pos/eng/curriculum.html 

表1-1-②-5  芸術学専攻教育目標 

 

芸術の体系的、歴史的理解を深め、あるいは制作活動のレベル

を上げることによって、地域に根ざすとともに国際的視野を併

せ持つ、芸術・文化の本質を理解する人材の育成を目指してい

る。 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/pos/art/ 

 

表1-1-②-6 国際コミュニケーション研究科教育目標 

国際コミュニケーション学部の主たる研究分野である英語コミュニケーション分野を中心に学修をさらに深め、異文化の理解に資

する国際関連の幅広い知識と高度な英語コミュニケーション能力を身に付けることにより、グローバル化が急速に進展する変化の

激しい国際社会において活躍できる人材を養成し、あわせて様々な課題に対する柔軟な思考能力と深い洞察力を兼ね備えた人材を

育成する。 

実践的な科目群を設けることにより、複雑化、多様化する国際社会のリーダーとして、また、海外進出企業や外資系企業の即戦

力として活躍しうる人材を養成する。 

大学ウェブ http://www.gpwu.ac.jp/pos/index.html 
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 また本学は、県立大学として地域貢献をその目的の一つに掲げていることから、地域学である群馬学を提唱し、

県民向けの公開講座や、県民と学生がともに学ぶ公開授業を開催することにより地域社会に還元している。 

 近年本学の入学試験における難易度が上昇傾向（表1-2-①-1）にあるが、本学の目的とそれに基づいた各種取

組内容が浸透してきた結果として、近年、群馬県内をはじめとして「小さいながらも個性的で活気のある大学」

としての評価が固まりつつある状況を反映したものと認識している。 

 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

設置目的は、条例・学則に定められているほか、全ての学内の教職員及び学生に配布される『学生便覧』に明

示しているとともに、大学ウェブサイトにも掲載されており、学内構成員及び社会に広く公表されていると言え

る。 

教育理念及び目標は、一般に広く配布する『大学案内』に掲載され、社会に対して広く公表しているほか、各

学部学科課程毎の教育目標についても、大学ウェブサイトや学内配布物に掲載されていることから、本学の目的

は、大学の構成員に周知されているとともに、社会に広く公表されていると言える。大学の目的を示し、内容を

知っているか否かのアンケート調査を実施した結果、多くの学生が大学の目的を承知している状態であると言え

る。 

また、地域貢献を目的に掲げる本学が、「群馬学」の取り組みや公開講座、公開授業の開講などにより地域社

会に対し、広く門戸を拡げていることも、目的の周知であり、社会への公表の一部であると言える。 

近年の本学に対する評価については、群馬県内をはじめとして「小さいながらも個性的で活気のある大学」と

しての評価が固まりつつあると認識しており、本学の教育理念や目標は、社会の理解を得られていると判断して

いる。 

表1-2-①-1 本学前・後期試験の難易度の推移     

 

表1-2-①-2 本学大学ウェブのアクセス数の推移 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月
6,728 14,004 16,864 14,157 13,301 12,309  

※平成20 年11 月18 日からカウント 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

①  学部及び大学院の設置目的と教育目標を明確に策定し、大学ウェブサイトや印刷物によって、大学構成

員のみならず広く社会一般に向けて周知を図っていることに加え、学長自ら、様々な機会をとらえメッセ

ージとして発している。 

②  教育理念及び目標に向かって様々な工夫を凝らした授業や学生支援を行うことにより、学生のモチベー

ションを高め、大学を活性化させている。 

③  県立大学として地域貢献を目的に明示し、地域の特性を学ぶ「群馬学」の取り組みをはじめ、県民向け

の公開講座・県民と学生がともに学ぶ公開授業などを開催し、積極的な地域貢献に努めている。 

 

【改善を要する点】 

本学は、明確に目的を定め、これらの社会への周知・理解に努めており、その効果も徐々に現れてきたところ

であるが、地方の小規模大学の為、大学自体に対する全国的な認知度はもう一歩であり、今後一層の努力をして

いく所存である。 

 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

学校教育法第８３条の趣旨を踏まえた大学の設置目的を学則に定めているだけでなく、「国際化された社会にあ

って、社会的に自立した光り輝く女性の育成」を教育理念として掲げ、「小さくても個性ある大学」を目指して

様々に工夫を凝らした教育活動を遂行することを通して大学を活性化させている。このような活動によって大学

の目的の達成に努めることは、近年の社会情勢の中で、学校教育法第８３条の大学一般に求められる目的を達成

することに繋がるものである。 

設置目的、教育理念及び目標は、ウェブサイト、『大学案内』及び各種メディアへの情報提供により広く公開し

ている。また、これらの大学の目的に基づいた学部等毎の教育目標を定め、ウェブサイトや配布物等により周知

を図っている。 

大学院の目的は、学校教育法第９９条の趣旨を踏まえており、新しい知識、情報及び技術があらゆる領域での

活動の基盤として重要性を増す社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材の養成を図ることにより、学術

の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめるとともに、広い視野に立って精深な学識を授け、研究能力又

は高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを教育研究上の目的としている。よって

大学院一般に求められる目的に外れるものではない。 

また本学は、県立大学として地域貢献をその目的の一つに掲げていることから、地域学である群馬学を提唱し、

県民向けの公開講座や、県民と学生がともに学ぶ公開授業を開催することにより、地域社会に本学の知的資源を

広く提供しており、このことは同時に本学の目的や教育理念の周知、公表に繋がっているものと言える。 
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基準２ 教育研究組織（実施体制） 

 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学部及びその学科の構成（学部，学科以外の基本的組織を設置している場合には，その構

成）が，学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

【観点に係る状況】 

本学の教育研究の目的を達成するための学部編成として、文学部及び国際コミュニケーション学部を置いてい

る（別添『大学案内』）。昭和５５年の設立当初は、文学部のみの単一学部の大学であったが、国際社会の進展等、

社会情勢の変化に応じて、「国際化した社会にあって、社会的に自立した光り輝く女性の育成」という教育理念を

達成するため、平成１７年４月に国際コミュニケーション学部を設置した。現在２学部編成である。さらに、平

成21年度には、既設の文学部内に、幅広い教養や社会人基礎力の重視等、近年の社会的人材育成ニーズの変化に

対応した総合教養学科を設置した（表2-1-①-1）。 

学部内の構成としては、先述の教育理念を踏まえ、文学部には、国文学科、英文学科、美学美術史学科及び総

合教養学科の４学科を置き、国際コミュニケーション学部には、英語コミュニケーション課程、国際ビジネス課

程の２課程を置いている。課程間の共通項目を多く設定する等、カリキュラムを工夫することにより、学習意欲

に応じた柔軟な教育を可能としている。また、文学部の新学科である総合教養学科では、分野横断的なカリキュ

ラム編成としており、文学部・国際コミュニケーション学部とも小規模であるが、本学の教育理念を踏まえ、「小

さくても個性のある大学」を目指した特色ある教育を行っている。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教育目的の達成のために設立時に設置された学部のみならず、社会的ニーズの変化に応じて、新たな学部、学

科を設置している。各学部の学科・課程の構成は、それぞれ教育目的を達成する上で十分に適切なものとなって

いる。 

 

観点２－１－②： 教養教育の体制が適切に整備され，機能しているか。 

【観点に係る状況】 

本学の教養教育は、各学部の学生が共通で履修できる体制を取っているが、文学部、国際コミュニケーション

表2-1-①-1 本学の教育研究組織 

学士課程 大学院課程

文学部

国際コミュニケーション学部

文学研究科

国際コミュニケーション研究科英語コミュニケーション課程

国際ビジネス課程

日本文学専攻

英文学専攻

芸術学専攻

国際コミュニケーション専攻

国文学科

英文学科

美学美術史学科

総合教養学科
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学部毎のカリキュラムの中に設定され、文学部では「教養教育科目」、国際コミュニケーション学部では「教養科

目」として一定の独自性も保っており、学部体制の違いや授業科目の特性を活かしている。 

教養教育を専門に担当する教員はおらず、各学部の教員が授業を担当している。 

文学部では「教養教育運営委員会」が毎月１回開催され、教養教育科目のカリキュラム編成や教育内容の点検

を行っている。一方、教養教育と専門教育の関連性が高く、教員数の少ない国際コミュニケーション学部におい

ては、教養教育の専門機関を設けず、「教務委員会」が教養教育と専門教育を一括して管理し、企画運営している

（表2-1-②-1）。委員会は、各学部とも毎月１回開催され、教養教育のカリキュラム編成や教育内容の点検を行っ

ている。学部体制の違いや授業科目の特性を活かし、各々の学部において、「教養教育運営委員会」、「教務委員会」

が主体となって教育内容の企画、点検を行っている。 

問題点として、教養教育の授業科目は事実上、両学部の共通科目として取り扱っているため、時間割編成等、

必要に応じて学部間の調整事項も多く、一部には他学部に所属する授業科目の履修が容易でない場合が生じてい

る。 

表2-1-②-1 委員会等組織図 

 

 

資料2-1-②-1 （別冊）文学部教養教育運営委員会規程（規程集ｐ５２） 

資料2-1-②-2 （別冊）国際コミュニケーション学部教務委員会規程（規程集ｐ５８） 

資料2-1-②-3 （別添）各委員会等議事録 
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【分析結果とその根拠理由】 

 教養教育の体制は、適切に整備され、全学共通科目でありながら学部体制や授業の特色を活かして有効に機能

している。反面、全学共通科目としての責任体制が不足しており、今後の課題と言える。 

 

観点２－１－③： 研究科及びその専攻の構成（研究科，専攻以外の基本的組織を設置している場合には，その

構成）が，大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

【観点に係る状況】 

大学院課程における教育研究の目的を達成するため、文学部に直結する文学研究科を設置し、学部の学科編成

に応じて日本文学専攻、英文学専攻、芸術学専攻を置いている。また、平成２１年度に開設した国際コミュニケー

ション研究科は、国際コミュニケーション学部に直結するものである（表2-1-①－1） 

【分析結果とその根拠理由】 

文学研究科における日本文学専攻・英文学専攻・芸術学専攻の３専攻の構成、国際コミュニケーション研究科

における専攻の構成は、高度で幅広い学識・教養を身に付け、さまざまな分野で文化の発展に貢献し得る人材の

育成を目標としていることから、大学院の目的と整合性のある専攻構成となっていると判断する。 

 

観点２－１－④： 別科，専攻科を設置している場合には，その構成が教育研究の目的を達成する上で適切な

ものとなっているか。 

【観点に係る状況】 

該当なし。 

【分析結果とその根拠理由】 

該当なし。 

 

観点２－１－⑤： 大学の教育研究に必要な附属施設，センター等が，教育研究の目的を達成する上で適切に機

能しているか。 

【観点に係る状況】 

附属施設としては、附属図書館、外国語教育研究所及び群馬学センターを設置しているが、附属図書館につい

ては、基準８で述べることとしたい。 

外国語教育研究所は、平成１３年４月に設立され、所長、副所長、事務職員、嘱託職員の外国人研究員で構成

し、所長には元国連事務次長の明石康氏を迎えている。 

当研究所の役割は、群馬県における外国語教育の拠点として、外国語教育並びに外国語教育の実践に関する調

査や研究を行い、本学の外国語教育の充実を図るとともに、地域社会に貢献し、国際化社会に対応した人材の育

成と国際交流の促進に寄与することである。 

具体的な業務としては、外国語教育の実践に関する調査研究の結果を踏まえて、平成１３年度に「英語能力の

向上に関する提言」を、平成１７年度に「新・英語能力の向上に関する提言」を策定した。そして、現在、次期

「英語能力の向上に関する提言」を策定中である。また外国語教育の一環として、研究員に本学学部の英語授業

を担当させている。地域社会への貢献としては、外国語教育に関するシンポジウム、講演会の開催、一般県民を

対象とした英会話サロンの開催、英語コンテストや小学校教員向け英会話講座の開催など、県及び市町村の教育

研究機関と連携を図り、様々な研究や事業を行っている（表2-1-⑤-1）。 

群馬学センターは、本学が平成１６年度から提唱している「群馬学」の拠点として、平成２１年度に新設した

機関である。群馬に関するさまざまな情報を集約し、群馬の「知」を結集した拠点として、県民が自由に利用で
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きるものとなっており（表 2-1-⑤-2）、学長が兼務するセンター長、専任の副センター長（准教授）及び事務職

員で構成されている（表2-1-②-1）。 

「群馬学」とは、群馬の来し方行く末を総合的多角的に考える地域学で、本学が広く県民の参加を呼びかけて

取り組んでいる事業である。特に各分野で活躍する県内外の有識者を招いて開催する「群馬学連続シンポジウム」

は、これまでに１５回、また県民局との共催による地域版シンポジウムも３回開催し、延べ１万人にも上る参加

者を得ており、これらの取り組みは、マスコミにもたびたび取り上げられている（資料 2-1-⑤-3）。県内外の関

心の高まりに応じて、「群馬学」という言葉も県民の間に徐々に浸透し、定着してきている。 

＊ 群馬学ウェブサイト http://www.gpwu.ac.jp/ext/gunma_studies/index.html 

 

表2-1-⑤-1 外国語教育研究所の主な事業 

項目 内容
英語能力の向上に関する提言
新・英語能力の向上に関する提言
新・英語能力の向上に関する提言
小学校英語活動推進事業（県内市町村教育委員会の委託事業）
海外留学支援（本学）事務
本学学生に対する英語指導（授業科目を担当）
外国語教育に関するシンポジウム・講演会
明石杯高校生英語コンテスト
明石塾（講師派遣協力：群馬県国際課が主催）
小学校教員英会話講座

外国語教育に関する調査研究

外国語教育の充実

地域貢献事業

 

 

表2-1-⑤-2 群馬学センター活動内容イメージ図 
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資料2-1-⑤-1 （別添） 平成20年度外国語教育研究所の事業実施状況 

資料2-1-⑤-2 （別添） 「英語能力の向上に関する提言」、「新・英語能力の向上に関する提言」 

＊大学ウェブサイトにも掲載 http://www.gpwu.ac.jp/org/ins/index.html 

資料2-1-⑤-3 （別冊） 新聞等掲載記事に見る群馬県立女子大学（ｐ８９～／群馬学） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

外国語教育研究所は、外国人研究員を活かした特色ある事業を展開しており、同研究所は「小さくても個性の

ある大学」を目指す本学の教育研究活動の一端を担っていると言える。 

群馬学センターは、本学が推進する「群馬学」の拠点として、群馬の「知」を結集し、県民が自由に利用でき

る機関として、地域貢献という目的を達成する上で適切に機能していると言える。 

 

観点２－２－①： 教授会等が，教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。 

 

【観点に係る状況】 

教授会については、学則に定められており、学部ごとに設置されている（表 2-1-②-1）。その審議事項は学則

第７条（表2-2-①-1）に具体的に定められている。 

また、大学院課程においては、大学院学則第４章に必要事項が定められており、研究科ごとに研究科委員会が

置かれ、教授会同様審議事項が大学院学則に定められている（表2-2-①-2）。 

この他、本学には県議会議員ほか県民代表を含む評議会が置かれ、学長の採用のための選考等、大学の重要事

項に関する事項を審議している。評議会の審議内容については、群馬県立女子大学条例第８条に定められている

(表2-2-①-3)。 

教授会は各学部において、研究科委員会は各研究科において、原則毎月１回開催されている（別添議事録）他、

必要に応じ臨時に開催されている。評議会は年に概ね２回、定例的に開催されている。 

 

表2-2-①-1 教授会の審議事項（学則抜粋） 

（教授会） 

第７条 学部に教授をもつて組織する教授会を置く。 

２ （略） 

３ 教授会は、次に掲げる事項（評議会で審議し、又はその権限に属する事項を除く。）について審議し、

学部長の採用のための選考その他法令に基づく権限を行う。 

  (1) 学部の教員の採用及び昇任のための選考に関する事項 

  (2) 学部に係る規程の制定又は改廃に関する事項 

  (3) 学部に係る予算編成に関する事項 

  (4) 学部に係る教育課程の編成に関する事項 

  (5) 学部の学生の厚生及び補導に関する事項 

  (6) 学部の学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項

  (7) その他学部の教育又は研究に関する事項 

（以下 略） 
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表2-2-①-2 研究科委員会の審議事項（群馬県立女子大学大学院学則抜粋） 

第４章 研究科委員会 

（研究科委員会） 

第７条 研究科に研究科の教授をもって組織する研究科委員会を置く。 

２ （略） 

３ 研究科委員会は、次に掲げる事項（評議会で審議し、又はその権限に属する事項を除く。） について

審議し、その他法令に基づく権限を行う。 

  (1) 研究科の教員の採用及び昇任のための選考に関する事項 

  (2) 研究科に係る規程の制定又は改廃に関する事項  

  (3) 研究科に係る予算編成に関する事項 

  (4) 研究科に係る教育課程の編成に関する事項 

  (5) 研究科の学生の厚生及び補導に関する事項 

  (6) 研究科の学生の入学、修士課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 

  (7) その他研究科の教育又は研究に関する事項 

（以下 略） 

 

表2-2-①-3 評議会審議事項（群馬県立女子大学条例抜粋） 

（評議会） 

第８条 大学に評議会を置く。 

（略） 

５ 評議会は、次に掲げる事項について審議し、学長の採用のための選考その他法令に基づく権限を行う。

一 学長の選考の基準 

二 部局長（学部長を除く。）の選考の基準 

三 教員の採用及び昇任の選考の基準 

四 学長及び部局長の任期 

五 学長及び教員の懲戒処分に関する審査 

六 学長、教員及び部局長の服務の根本基準の実施に関し必要な事項 

七 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項 

八 学則その他重要な規程の制定又は改廃に関する事項 

九 大学の予算編成の基本方針に関する事項 

十 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項 

十一 教員人事の方針に関する事項 

十二 大学の教育課程の編成に関する方針に係る事項 

十三 学生の厚生及び補導に関する重要事項 

十四 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係

る事項 

十五 大学の教育研究活動等の状況について大学が行う評価に関する事項 

十六 その他大学の運営に関する重要事項 
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資料2-2-①-1 （別冊）文学部教授会規程（規程集ｐ４９） 

資料2-2-①-2 （別冊）国際コミュニケーション学部教授会規程（規程集ｐ５７） 

資料2-2-①-3 （別冊）文学研究科委員会規程（規程集ｐ６５） 

資料2-2-①-4 （別冊）国際コミュニケーション研究科委員会規程（規程集ｐ７３） 

資料2-2-①-5 （別冊）群馬県立女子大学評議会運営規程（規程集ｐ３７） 

（前出）資料2-1-②-3 （別冊）各委員会等議事録 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 教授会及び研究科委員会並びに評議会は、各々学内規程により整備され、その審議事項を学則又は条例に定め

ており、定例的に、又は必要に応じて臨時に開催していることから、教育活動に係る重要事項を審議するための

機関としての機能を果たしていると言える。 

 

観点２－２－②： 教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が，適切な構成となっているか。ま

た，必要な回数の会議を開催し，実質的な検討が行われているか。 

【観点に係る状況】 

教育課程や教育方法の充実・改善を図ることを目的に、各学部及び各研究科に教務委員会（研究科の場合は、

研究科教務学生委員会）が置かれ、カリキュラム編成や授業計画等教育内容の実質的な企画・点検を行っている。

審議事項は、各々の委員会規程により定められており、月１度の定例委員会の他、必要があれば臨時に開催して

いる。 

委員会は、各学部とも、学部長、各学科長又は各課程長並びに各学科又は各課程から選出された委員で構成さ

れており、研究科においては、研究科長、各専攻主任及び各専攻から選出された委員で構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料2-2-②-1 （別冊）文学部教務委員会規程（規程集ｐ５０） 

資料2-2-②-2 （別冊）文学部教養教育運営委員会規程（規程集ｐ５２） 

資料2-2-②-3 （別冊）国際コミュニケーション学部教務委員会規程（規程集ｐ５８） 

資料2-2-②-4 （別冊）文学研究科教務学生委員会規程（規程集ｐ６７） 

資料2-2-②-5 （別冊）国際コミュニケーション研究科教務学生委員会規程（規程集ｐ７６） 

（前出）資料2-1-②-3 （別添）各委員会議事録 

表2-2-②-1 平成21 年度学内委員会開催状況（定例のもの） 
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【分析結果とその根拠理由】 

教務委員会等の組織構成は、学部長、学科長を含む各学科の代表となっているため、実質的な審議に適切な構

成と言える。また、必要な回数の会議を開催しており、各学部及び各研究科の教育課程や教育方法の具体につい

ての審議機関としての機能を果たしていると言える。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

① 教育目標を達成するために、教育課程を編成し、社会情勢に応じて、学部、学科及び研究科を新設させるな

ど社会的人材育成ニーズに応じて柔軟に対応し、学士課程、大学院課程とも教育研究の目的を達成する上で適

切なものとなっている。 

② 教養教育の体制は、学部共通科目としながらも、各々の学部において教育内容の企画、点検を行っており、

学部体制の違いや授業科目の特性を活かしている。 

③ 附属施設として、大学の設置目的に沿い、附属図書館の他、外国語教育研究所及び群馬学センターを設置し、

適切に機能させている。 

④ 各学部ごとに教授会が、各研究科ごとに研究科委員会が設置され、教育活動に係る重要事項を審議している。

実質的な教育課程や教育方法の検討は、各学部及び各研究科の教務委員会が行っており、適切な構成となって

いる。 

 

【改善を要する点】 

 実質的に全学共通科目となっている教養教育部門は、各学部の科目構成や教員構成の関係から、各々いずれか

の学部のカリキュラムに属することになっている。各々の学部体制の違いや授業科目の特性を活かしていた構成

となっているが、時間割編成上、他学部に属する学生にとっては、当該授業科目の履修が容易でない場合があり、

学部を超えた責任体制の確立が、今後の検討課題となっている。 

 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

本学の教育研究の目的を達成するために、文学部及び国際コミュニケーション学部を置いている。 

昭和５５年の設立当初は、文学部のみの単一学部の大学であったが、国際社会の進展など、社会情勢の変化に

対応し、教育研究の目的の達成を更に推し進めるため、平成１７年４月に国際コミュニケーション学部を設置し

た。 

文学部は４学科編成、国際コミュニケーション学部は２課程編成となっており、工夫されたカリキュラムによ

り学生の学習意欲に応じた柔軟な教育を可能としている。 

大学院課程は、文学研究科、国際コミュニケーション研究科から成っている。 

附属施設として、附属図書館、外国語教育研究所及び群馬学センターを設置し、大学の設置目的に沿った教育

研究活動を行い適切に機能している。 

各学部には、教授会、教務委員会が置かれ、大学院においても相応の組織が置かれている。それぞれ教育に関

する重要事項や実施事項を定めている他、教育課程に関する基本方針等の大学全体に係る重要事項については、

県民代表を含む評議会が置かれており、適切な構成となっている。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点３－１－①： 教員組織編制のための基本的方針を有しており，それに基づいて教員の適切な役割分担の下

で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編制が

なされているか。 

【観点に係る状況】 

本学の専任教員は、平成２１年５月現在、学長を含めて５７名が在籍している。教員組織編制のための基本的

方針については、群馬県立女子大学条例第８条第５項（表 2-2-①-3）により、評議会の審議事項となっており、

本学の教員の採用及び昇任の選考の基準並びに教員人事の基本方針等を定めた学内規程「群馬県立女子大学教員

の選考等に関する規程」を評議会の議に基づき策定している。この規程に基づいて、学長が学部毎に教員選考基

準を定め、教員選考に係る詳細を定めている（表 3-1-①-1）。教員採用時の選考については、教育及び研究に関

する能力のほか、人物、社会的業績等を審査して行う（表3-1-①-1）こととしており、大学運営の視点も含めて

議論がなされている。例えば、定年退職者の補充に際しても、機械的に退職者の補充をするのではなく、今後の

大学運営を視野に入れて、退職教員の補充及び新規ポストが大学及び学部の将来計画にとって適切であるかどう

かを考慮の上、最も適当と判断される部門へ教員を配置している。 

教員の役割分担としては、各教員の専門分野との関連で授業毎に最も適当と判断される教員を割り当てている。

各学部の中核となる専門科目群については、主に専任教員が担当し、その他の授業科目を非常勤講師が担当して

いる。専任教員間では、各学部学科又は課程単位で打ち合わせ会議を月に１回開催しており、必要に応じて非常

勤講師にも出席を請い、教育課程にかかる問題点等についての検討を行っている等、教員間の十分な連携が図ら

れている。 

教員組織には、学校教育法第９２条の規定に基づく教授・准教授・講師の区分の他、部局長として、各学部に

学部長を、各学科又は課程に学科長又は課程長を配置しており、それぞれの単位で教育研究に係る責任を負って

いる。なお、各研究科には、研究科長を置くとともに、専攻ごとに専攻主任を配置している（表2-1-②-1）。 

 

表3-1-①-1 教員選考基準の例（「文学部教員採用及び昇任基準に関する申合せ事項」から抜粋） 

Ⅰ．教授の採用または昇任基準 

 教育研究上の能力があると認められ、過去３年以内に研究業績のある者でなければならない。なお、１に

ついては１項目以上、２については(2)を含む２項目以上（(4)(6)該当者を除く）を満たしていなければなら

ず、３についてはその貢献度合いを考慮しなければならない。 

１ 学歴、研究教育歴 

   (略)  

２ 研究業績事項 

   (略)  

３ 学会活動・社会貢献等 

   (略) 
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資料3-1-①-1 （別冊） 教員の選考等に関する規程（規程集ｐ９２） 

資料3-1-①-2 （別冊） 文学部教員選考規程（規程集ｐ１００） 

資料3-1-①-3 （別冊） 国際コミュニケーション学部教員選考基準（規程集ｐ１１５） 

資料3-1-①-4 （別冊） 文学部教員採用及び昇任基準に関する申合せ事項（規程集ｐ１０３） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教員組織編制の基本方針は、評議会審議事項となっており、評議会が定めた「教員の選考等に関する規程」に

本学の教員の採用及び昇任の選考の基準並びに教員人事の基本方針等が規定されていることから、教員組織編制

のための基本的方針は、明示されていると言える。 

 学外者を含む評議会において基本方針を策定し、それに基づき、大学の在り方を視野に入れつつ教員組織を編

制しているため、教員組織編制は適切になされていると言える。 

本学の教員組織においては、学部長、学科長、課程長、研究科長、専攻主任が各々の組織単位ごとに設けられ、

責任の所在は明確であると言える。 

 

観点３－１－②： 学士課程において、教育課程を遂行するために必要な教員が確保されているか。また、教

育上主要と認められる授業科目には、専任の教授又は准教授を配置しているか。 

【観点に係る状況】 

本学は、少人数教育により学生の個性に応じたきめ細かい教育活動を行っており、大学設置基準で規定された

教員数を大幅に上回る専任教員（表3-1-②-1）のほか、非常勤講師を数多く配置（平成２１年５月現在１７８人）

している。また、採用に当たっては、教育及び研究に関する能力のほか、人物、社会的業績等を審査して行うこ

ととしており、質、量ともに十分な教員を確保している。 

 教育上主要と認められる授業科目には、原則として専任の教授又は准教授を配置している。ただし、一部では、

主要な授業科目にも専任講師や非常勤講師が充てられている。これは、本学が少人数教育を重視しており、特に

国際コミュニケーション学部の英語授業においては、一つの授業科目について、習熟度別の複数クラス制（２～

６クラス）としていることによる。同学部の英語授業、中でも主要な授業科目は、クラス数が多く設定されてお

り、本学の豊富な専任教員をもってしても、すべての授業を専任教員とすることは不可能である。この場合には、

教授・准教授を中心とする専任教員が担当分野ごとにコーディネーター役を担っており、担当する専任講師や非

常勤講師と綿密な打ち合わせを行うことにより、授業運営に支障ないよう配慮をしている。 

 

表3-1-②-1 学士課程 大学設置基準と本学教員数の比較                 21.5.1現在 

教授 准教授 講師 助教 計 助手

国文学科 210 8 2 1 0 11 0 6 183% 3 267%

英文学科 170 5 2 3 0 10 0 5 200% 3 167%

美学美術史学科 126 5 4 2 0 11 0 5 220% 3 167%

総合教養学科 84 5 1 2 0 8 0 5 160% 3 167%

英語コミュニケーション課程 126 3 1 2 0 6 0 5 120% 3 100%

国際ビジネス課程 126 4 2 3 0 9 0 8 113% 4 100%

国際コミュニ
ケーション学部

文学部

専任教員数（現員）
学部 学科・課程

収容
定員

必要
教授数

基準
充足率

教授
充足率

設置基準で必
要な専任教員

数

※本学にはこの他に群馬学センターに１名の教員（准教授）を配置している。 
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【分析結果とその根拠理由】 

 各学部学科とも、少人数教育を行うため、大学設置基準を大幅に上回る教員数を確保していることから、教育

課程を遂行するために必要な教員が確保され、教育上主要と認められる授業科目についての教員配置には十分な

配慮を行っていると言える。 

 

観点３－１－③： 大学院課程（専門職学位課程を除く。）において，必要な研究指導教員及び研究指導補助教

員が確保されているか。 

【観点に係る状況】 

 本学の大学院課程の教員は、全て学士課程との兼務で、大学院専任の教員は在籍していない。研究科の研究指

導教員及び研究指導教員については、（表 3-1-③-1）のとおりである。研究科の研究指導教員数及び研究指導補

助教員数は、基準数を満たしており、各専攻とも必要な教員が確保されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学院課程における研究指導教員現員数に対する設置基準上必要な教員数は、十分であると言える。 

 

観点３－１－④： 専門職学位課程において、必要な専任教員（実務の経験を有する教員を含む。）が確保され

ているか。 

【観点に係る状況】 

 該当なし。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

  該当なし。 

 

観点３－１－⑤： 大学の目的に応じて，教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられてい

るか。 

【観点に係る状況】 

教員採用は原則として公募制を採っている。応募状況をみると、それぞれ募集１名に対して時には１００名を

超える人数の応募があり、その多数の中から採用者が決定しているため、優秀かつ本学の教育目的に沿った教員

の採用が可能であり、組織の活性化に繋がっている。公募に際しては、年齢や性別を特に指定することはないが、

表3-1-③-1 大学院設置基準と本学大学院教員数の比較             21.5.1現在 

小計  教授数(内数) 小計  教授数(内数)

日本文学専攻 7 7 3 3 2 2

英文学専攻 4 4 2 3 2 2

芸術学専攻 6 5 4 4 3 2
国際ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ研究科

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻 6 6 7 2 2 3

計 23 22 16 12 9 9

文学
研究科

現員

研究指導教員数 研究指導教員数

設置基準で必要な研究指導教員及び
研究指導補助教員

研究指導
補助教員数

研究指導
補助教員数

研究科 選考・課程
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職位別を特定することによって、バランスのとれた教員の年齢構成になるよう配慮している。 

教員の年齢・性別構成は、（表 3-1-⑤-1）のとおりである。年齢構成は、特定の範囲に著しく偏ることなく、

全体的にみてバランスのとれた構成になっている。 

女性教員と外国人教員の任用については、特に目標を定めていないが、本学の目的の一つである「国際化社会

に対応した女性の育成」に焦点を当てた国際コミュニケーション学部が平成１７年４月に設置された後は、女性

教員と外国人教員の増加が認められ（表 3-1-⑤-2）、女性教員については、平成２１年５月現在、最も比率の低

い文学部国文学科で２５％であり、他はすべて３０％を超えている。なお、学内で比率が最も高い国際コミュニ

ケーション学部国際ビジネス課程は、５０％が女性教員である。外国人教員については、文学部に１名、国際コ

ミュニケーション学部に３名の４名であるが、この他に、外国語教育研究所に６名の外国人研究員（嘱託）がお

り、英語授業を担当している。また、実践的な英語教育を行う国際コミュニケーション学部では、日本人の教員

についても海外の大学で学位を取得した者を多く採用している。 

 

表3-1-⑤-1 本学教員の年齢・性別構成（21.5.1現在） 

                         

表3-1-⑤-2 本学教員に占める女性教員数及び外国人教員数の割合の推移 

年度

区分

女性教員 30.6% 29.2% 27.1% 26.5% 31.5% 32.7% 31.5% 33.3% 35.1%

外国人教員 2.0% 0.0% 2.1% 2.0% 7.4% 7.3% 7.4% 7.0% 7.0%

13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教員採用に当たっては、原則として公募制を採っており、公募に際しては、年齢や性別を特に指定することは

ないが、職位別を特定することによって、結果として概ねバランスのとれた年齢・性別構成となっており、大学

の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置は講じられていると判断できる。 

 

観点３－２－①： 教員の採用基準や昇格基準等が明確かつ適切に定められ，適切に運用がなされているか。

特に，学士課程においては，教育上の指導能力の評価，また大学院課程においては，教育研

究上の指導能力の評価が行われているか。 

【観点に係る状況】 

 大学全体における教員の採用や昇任基準は、「群馬県立女子大学教員の選考に関する規程」に定められている他、

学部毎に詳細が定められている。文学部では、「群馬県立女子大学文学部教員選考規程」「群馬県立女子大学文学

部教員採用及び昇任基準に関する申合せ事項」を定めており、国際コミュニケーション学部では、「群馬県立女子
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大学国際コミュニケーション学部教員選考基準」を定めている。両学部とも教員の採用及び昇任については、選

考委員会を設置して行われ、選考委員会の構成員等必要事項については、各々の学部で定めている。 

 専任教員の採用に当たっては、教育及び研究に関する能力はもちろんのこと、人物・社会的業績等をも審査し

て行っており、質の高い教員を確保できるようにしている。なお、採用選考時の審査に当たっては、教育につい

ての構想についても審査するとともに、面接及び模擬授業を課して、教育上の指導能力についても評価し、最終

的な結論を出している。学士課程の教員の選考基準においては「教育研究上の能力がある」又は「教育を担当す

るにふさわしい教育上の能力」を持つことが採用の前提となっている。 

大学院課程の研究指導教員及び研究指導補助教員については、「研究指導及び研究指導補助教員等の資格認定

のための審査基準」に基づき、研究科人事委員会が資格認定を行っており、研究分野に関して研究指導を行うに

十分な高度な教育研究上の能力や研究実績の有無を主な判断基準として実施している。 

 

資料3-1-①-1 （別冊） 教員の選考等に関する規程（規程集ｐ９２） 

資料3-1-①-2 （別冊） 文学部教員選考規程（規程集ｐ１００） 

資料3-1-①-3 （別冊） 国際コミュニケーション学部教員選考基準（規程集ｐ１１５） 

資料3-1-①-4 （別冊） 文学部教員採用及び昇任基準に関する申合せ事項（規程集ｐ１０３） 

資料3-1-①-5 （別冊） 文学研究科研究指導及び研究指導補助教員等の資格認定のための審査基準（規程集ｐ１２４） 

資料3-1-①-6 （別冊） 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科研究指導及び研究指導補助教員等の資格認定のための審査基準（規程集ｐ１３０）

 

【分析結果とその根拠理由】 

教員の採用及び昇任の選考に係る基準は、学内規程類により明確に定められており、学士課程の教員の選考に

当たっては、教育上の経歴・実績、教授能力、実務経験や社会的貢献等について審査し、各学部とも採用候補者

と面接すると同時に模擬授業を候補者に行わせていることから、教育上の指導能力の評価が行われていると言え

る。 

大学院課程の教育の選考では、審査基準に基づいた厳正な選考を行っていることから、教育研究上の指導能力

の評価が行われていると言える。 

  

観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価が行われているか。また，その結果把握された事項

に対して適切な取組がなされているか。 

【観点に係る状況】 

 教員の教育活動に関する評価は、全学生を対象としたアンケートとして、平成２０年度に大学の教育内容全般

に関する「教育評価アンケート」を実施している。 

また、個々の授業については、一部の履修者数の少ない授業科目を除き、非常勤講師担当の授業を含めたすべ

ての授業を対象として、学生による「授業評価アンケート」を実施している。このアンケートでは、実施後、集

計結果を各担当教員に確認させ、結果に対してのコメントの提出を義務づけることにより、教員の自省を促すと

ともに、必要に応じて、自己点検・評価運営委員会が教員の対応状況を確認し、コメントを提出しない教員に対

しては学部長から指導を行う等の措置を行っている。 

さらに、平成２０年度から教員が互いの授業を公開・参観し、定期的に意見交換会を開催して互いの授業を評

価し合う取組を実施しており、６年間で全ての教員が１回はその評価を受けることになっている。平成２０年に

は、文学部７名、国際コミュニケーション学部３名が授業を公開し、その後学部毎に開催された意見交換会では、

授業を公開した教員が参観した各教員から評価を受け、授業改善の方法についての話し合いが行われた（表3-2-
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②-1）。 

また、大学の「自己点検・評価運営委員会」が「教育研究業績等調査」を毎年度実施し、現状の把握に努めて

いる。この調査は、教育活動に対する教員の取組状況や研究活動の現状を調査することが目的であるが、今後調

査結果についての自己点検・評価活動への活用を検討している。 

 

 

資料3-2-②-1 （別添）平成２０年度教育評価アンケート結果 

資料3-2-②-2 （別冊）平成２０年度前期学生による授業評価アンケート結果 

資料3-2-②-3 （別添）平成２０年度教育研究業績等調査結果 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 各教員からの調査報告、学生を対象とするアンケート調査、教員同士の授業参観による相互授業評価を実施し、

その結果を自己点検・評価運営委員会、教員間の意見公開会等において協議していることから、教員の教育活動

を定期的かつ多様な側面から評価する取組を実施し、適切な取組がなされていると言える。 

 

観点３－３－①： 教育の目的を達成するための基礎として，教育内容等と関連する研究活動が行われている

か。 

【観点に係る状況】 

本学のカリキュラムは、教育目的を達成するために構成されており、各々の教員は、自身の研究内容と連動し

た授業科目を担当している。その概要は、次のとおりである（表3-3-①-1）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教育の目的を達成するための基礎として、教育内容等と関連する研究活動が行われている。 

表3-2-②-1 教員間授業公開の状況（平成２０年度） 

▼公開授業数及び参観教員数             ▼公開授業に係る意見交換会日程及び参加人数 

公開授業数 参観教員数

文学部 7 22

国際コミュニ
ケーション学部

3 12
 

日付 参加者人数 日付 参加者人数

20.7.2 17 20.5.27 8

20.7.16 14 20.11.26 9

文学部 国際コミュニケーション学部
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表3-3-①-1 本学教員の研究活動と教育内容との関連 

▼ 文学部 

職 専門 研究課題 本学における主な担当授業

教授 近世文学 近世俳諧、和漢比較文学 近世文学講義講読、近世文学演習、日本文学概論

教授 中世文学
中世の和歌史・歌壇史・歌人の研究、和歌表現の研
究

中世文学講義講読、中世文学演習、中世文学史

准教授 近代文学 日本近代文学、特に泉鏡花、群馬県の文学について 近代文学講義講読、近代文学演習

講師 日本語教育学・日本語学
日本語文法・日本語教育と日本語研究のインター
フェース

日本語教育学概論、日本語教育学講義、日本語教育学
演習

教授 上代文学 上代文献の文字・表記 上代文学講義講読、上代文学演習、上代文学史

教授 心理学 乳児および障害児のコミュニケーション行動の発達 教育心理学、教育の方法・技術

准教授 近現代文学
小林秀雄研究についての研究、近代文学における宗
教的表現の諸相についての研究

現代文学講義講読、現代文学演習、現代文学史

教授 日本語学
方言語彙の意味論的・文化論的研究、アクセント研
究

日本語学概論、日本語学講義、日本語学演習

教授 近代文学 高村光太郎研究、近代詩人研究、芥川龍之介研究 近代文学史、近代文学講義講読、近代文学演習

教授 日本語学
日本における言語変異種の発生とその定着　－地域
と社会－

日本語学概論、日本語学講義、日本語学演習

教授 中国古典学 清代考拠学、中国思想史、中国文献解釈学 中国文学概論、中国文学講義講読、中国文学概論

講師 アメリカ映画 アメリカ映画 ハリウッドとは何か、英米のメディア、英米文化演習

教授 西欧文化・英文学 英文学、映画 英語特別講読、英米文化概論、若者とアメリカ文化

教授 教育学 近代日本における軍と教育、青年期教育、教師教育 教職入門、教職演習、教育社会学

講師 イギリス詩
T.S.エリオットの詩と散文、モダニズム文学の成立要
件としての文化的背景

英米文学講読、現代英米詩講義、文学批評講義

教授 英語学 言語と認識、文法と意味、英語と日本語の対照 英語学概論、英語学講義、英語学演習

教授 アメリカ文学 サリンジャーを中心とする現代アメリカ小説 英語基礎演習、アメリカ文学入門、英米文学演習

講師 現代アメリカ論 現代アメリカにおける映像文化
アメリカ文化の決定的瞬間、英米文化概論、世界の中
の英米

教授 アメリカ文化 アメリカの高等教育機関と成人継続教育 アメリカ文化の決定的瞬間、英米文化演習

准教授 英語教授法
I am investigating the nature or working memory and
its relevance to Japanese learners

スピーキング、リーディング、ライティング

准教授 英米文学 英詩、イギリス・ロマン主義 英詩講読、シェイクスピア講義、英米文学演習

教授 日本美術史
日本古代・中世の仏教彫刻史。特に鎌倉新様式形成
期の諸問題の解明

日本美術に親しむ、日本美術史特講、日本美術史演習

講師 日本美術史 中世絵画史、特に室町時代の水墨画 日本美術史特講、日本美術史演習

教授 美学 文芸学、演劇学 西洋古典語、美学特講、美学演習

教授 日本美術史 御用絵師（狩野・住吉・土佐派）の研究 日本美術に親しむ、日本美術史特講、日本美術史演習

教授 西洋美術史
フランス古典主義、ルネサンス絵画、15世紀西欧南北芸術交流、
19世紀英仏アカデミスム、ジャポニスム、サンボリスム

西洋美術に親しむ、西洋美術史概説、西洋美術史演習

准教授 図法・デザイン
気軽に芸術と関わることの出来るアイテムの開発と
研究

デザイン概論・図法、デザイン、デザイン実技

教授 服飾美学 日本の美意識 装う、芸術学基礎講読、美学演習

准教授 美学
ﾋｴﾛｸﾞﾘﾌの芸術論、ﾋﾟｭｸﾞﾏﾘｵﾆｽﾞﾑと「自己愛」の美学、ﾙｿｰの音
楽的言語論と感性論、文学と音楽における絵画の比喩

芸術をめぐって、美学概論、美学演習

准教授 西洋美術史 古代ローマ美術社会史、幕末明治期日伊文化交流 西洋美術に親しむ、西洋美術史特講、西洋美術史演習

講師 美学、舞踊学
舞踊理論、ジャドソン教会派とポストモダンダンス、現
代アジアのダンス

身体の芸術、美学特講

准教授 美学実技 絵画 絵画、絵画実技

教授 日本思想史
日本中世における三国世界観の展開、日本近代に
おけるプロテスタント思想の展開

日本の思想、日本の古典

教授 フランス文学 象徴派詩人と近代化の関係 フランス語、フランス文学講読

教授 哲学 哲学 哲学、西洋の思想、共生のモラル

教授 体育学 運動処方、体力測定、ネットボール 体育実技、健康科学

講師 文化人類学 ヒンドゥー女神帰依者としてのヒジュラの多義性 まちの人・田舎の人、神話と信仰

准教授 数論理学 限定算術の理論およびその計算量理論への応用 数学、情報と論理、情報科学

教授 人文地理学
オ－プン・スペ－スならびに景観の人文地理学的研
究

人文地理学、都市地理学、地図を読む

講師 メディア論 地域メディア論、オルタナティブ・メディア論
メディア・コミュニケーション、メディア批評、メディアと文
化

国
文
学
科

英
文
学
科

総
合
教
養
学
科

美
学
美
術
史
学
科
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観点３－４－①： 大学において編成された教育課程を遂行するに必要な事務職員，技術職員等の教育支援者が

適切に配置されているか。また，ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。 

【観点に係る状況】 

 教育課程を展開するために必要な事務職員は、事務局長の下、管理部長、管理部次長、総務係（４名）、会計図

書係（５名）、教務係（８名）、学生係（５名）、研究所係（２名）から成り、各々業務に当たっている（表 3-4-

①-1）他、嘱託の教務補助（７名）が授業準備等の教育支援を行っている。ＴＡについては、組織としては設置

していないが、教育活動の一環として、大学院学生に学部学生に対するＴＡ的活動を行わせている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員を適切に配置している。 

 

 

 

 

 

▼ 国際コミュニケーション学部 

職 専門 研究課題 本学における主な担当授業

講師 英語教育学 EFL composition studies / Language testing ﾊﾟﾗｸﾞﾗﾌ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ、ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論ｾﾞﾐﾅｰﾙ

講師 語用論、談話分析、社会言語学 英語の語順とモダリティー表現、文法化の現象
異文化間コミュニケーション、言語と社会、社会言語学
ゼミナール

准教授 心理言語学
日本人とスペイン人の英語学習者による英語の限定
詩句の修得

言語と心理、心理言語学ゼミナール

教授 言語学・統語論
日本語と英語の省略構文、特に、スルーシング、スト
リッピングの研究

英文法の基礎、日本語と英語の比較、言語学ｾﾞﾐﾅｰﾙ

教授 応用言語学・英語教育学

インターネットチャットテキスト分析(Internet chat text
analysis); シミュレーションによる授業 (classroom
simulations); ESP (English for specific purposes); コン
ピュータを活用した英語学習 CALL (computer assisted
language learning)

英語の構造、上級ＩＰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、応用言語学ｾﾞﾐﾅｰﾙ

教授 言語学　意味論／統語論
名詞の複数形の意味、動詞のアスペクト、主要部内
在型構文

英語のしくみ、日本語と英語の比較、英語学ゼミナール

教授 環境科学・天然物科学 天然物化学における有効利用
生活とサイエンス、開発と環境、環境起業研究ゼミナー
ル

教授 企業経営学・金融論

「県内経済・社会のグローバル化の現状と展望」、「簿記の機能・
役割と企業経営への影響」、「国際会計基準導入に伴う経営上の
諸課題と企業の対応」、「社会の意識変化が企業経営に与える影
響と企業の対応」

現代のビジネスと法、日本の現代社会とビジネス、人的
資源管理研究ゼミナール

准教授 国際経済・流通物流論
Supply chain management issues for international firms in
their China operations, Economic development and
distribution management in China and Japan

現代の国際経済、国際経済学、国際経営学研究ゼミ
ナール

准教授 近代ロシア研究・ユーラシア研究

ロシア領アメリカ史及びロシアーアメリカ社会に関する諸問題、19
世紀ロシア・リベラルの政治思想、帝政ロシアにおける沿バルト
地方問題

ロシアの文化と社会、ユーラシアの文化と社会、日本と
ロシア

講師 国際開発論・開発経済学 途上国農村小規模金融の実証分析 開発と経済・開発経済研究ゼミナール

教授 国際関係論・外交史
国際非政府組織(INGO)、太平洋問題調査会、渋沢
栄一の国民外交

日本の外交、現代の国際社会、国際社会研究ゼミナー
ル

教授 アメリカ研究・ジェンダー論 女性政策、政治参加、人間の安全保障
現代社会と女性、現代社会とジェンダー、アメリカの現
代社会とビジネス

講師 国際経済学 直接投資と東アジア地域の発展 経済入門、国際経済学

講師 認知科学・人間情報処理
視空間情報処理、認知過程と確率判断、効率分析と
理想的観察者モデル、知覚学習キットの開発

生活と情報、現代社会とリサーチテクニック、情報研究
ゼミナール

英
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（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

① 教員編成組織のための基本的方針は、学内規程により定め、教員配置については、基本方針に基づき、大

学の教育目的に沿った効果的な人員配置を行い、各教員の専門分野に対応した役割分担となっている。 

② 教員組織には部局長を置き、教育研究に係る責任の所在を明確にしている。 

③ 学士課程、大学院課程とも設置基準を上回る教員が確保されている。 

④ 教員採用は、原則として公募制により行っており、国際コミュニケーション学部では、女性や外国人教員

を積極的に登用している。 

⑤ 教員の教育活動に関する評価としては、アンケート等の結果について、自己点検・評価運営委員会が評価・

議論し、必要に応じて各担当教員に助言や指導を行っているとともに、教員間の授業公開による評価を制

度化している。 

 

【改善を要する点】 

現在行っている「教育研究業績等調査」は、教員の教育研究活動の現状把握に役立てているが、調査結果につ

いての自己点検・評価活動への活用がなされていない。教員の教育活動に関する評価をより実質的なものにする

ためには、当調査の自己点検・評価活動への活用が望ましいと認識している。 

 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

教員組織については、学則をはじめ学内規程において定めており、教員人事においては、大学運営の視点も考

慮して計画的に行われている。 

 教員数は、大学設置基準・大学院設置基準で規定された教員数を大幅に上回る専任教員のほか、非常勤講師を

数多く採用し、質、量ともに十分な教員を確保している。 

表3-4-①-1 事務局職員体制                                     H21.5.1 現在 
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教員採用に当たっては、原則として公募制が採られている。公募においては特に年齢や性別を特定していない

が、職名を指定することによって年齢構成も適度に考慮されており、結果的に、概ねバランスの取れた年齢構成

となっている。女性教員と外国人教員の任用については、特に目標を定めていないが、本学の国際社会に対応し

た女性の育成という目的に沿って設置された国際コミュニケーション学部が平成１７年４月に設置された後は、

特に女性教員と外国人教員の採用が増加している。 

 大学全体における教員の採用や昇任は、学内規程に基づいて行われており、その選考に当たっては、模擬授業

を候補者に行わせる等、研究だけでなく教育に関する力量を併せ持った人材を登用している。 

 研究科の研究指導教員及び研究指導補助教員の資格認定についても、学内規程に基づき、研究分野に関して研

究指導を行うに十分な高度な教育研究上の能力や研究実績の有無を主な判断基準として実施されている。 

 教員の教育活動を定期的に評価する取組みとしては、各教員の教員からの調査報告、学生を対象とするアンケ

ート調査、教員同士の授業参観による相互授業評価を実施することにより、教員の教育活動を定期的かつさまざ

まな側面から評価する取組を実施している。 
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基準４ 学生の受入 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像及び入学者選抜の基本方針などの入学者受入方針（ア

ドミッション・ポリシー）が明確に定められ，公表，周知されているか。 

【観点に係る状況】 

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）は、大学の教育目的に沿って、学部又は研究科ごとに明確に定

めている（表4-1-①-1､2､3）。これらは、大学ホームページ（http://www.gpwu.ac.jp/exam/dep/adm_pol.html）

に掲載し、広く社会に公表しているとともに、「高校教員対象の大学説明会」（表4-1-①-6）や本学教員が直接に

高校の進路指導担当者と意見交換をする「高校訪問」において、本学のアドミッション･ポリシーや求める学生像

を詳細に説明する機会を設けている他、出張講義や進路講演会にも本学教員が積極的に参加し、入学者受入方針

や「求める学生像」についての説明を行うことで、さらに大学見学のために本学に訪れる志願者や教員に対して

説明し、周知徹底を図っている。 

大学院課程では、大学院の目的及び各研究科の特色を学生募集要項に記載して受験生に配布し、周知を図って

いる。 

また、本学では特に本学の入学者受入方針に沿った学生の受入れを行うために「ＡＯ入試」を実施しており、

大学のアドミッション・ポリシーをより具体化させた「求める学生像（表 4-1-①-4､5）」を「ＡＯ入学学生募集

要項」その他資料に記載するとともに大学ウェブページにも掲載することにより、広く一般に公表・周知してい

る。 

 表4-1-①-1 文学部アドミッション・ポリシー 

－私たちが求める人間像－ 

 文学部は、人間が築き上げてきたことばや文化、芸術に対する幅広い知識と深い洞察力を身に付け、柔軟な

発想力と応用力、問題解決能力を持った有能な人材を育成することを教育目標としています。 

そのため、文学部は次のような学生を求めています。 

１ ことばや文化、芸術に対する強い関心や好奇心を持ち、感受性豊かな人  

２ 自分で問題を発見し、情熱を持ってそれを追求してゆける探求心と持続力とを持っている人  

３ 文章を理解する能力、論理的に物事を考えてゆく能力、考察した結果を表現する能力を持っている人 

表4-1-①-2 国際コミュニケーション学部アドミッション・ポリシー 

－私たちが期待する学生像－ 

 国際コミュニケーション学部は、実践的な英語力、高いコミュニケーション能力、そして幅広い社会科学的

知識を活かして、国際社会で活躍できるリーダー的な女性の育成を目指しています。そのため、次のような個

性豊かでチャレンジ精神旺盛な学生を求めています。 

１ 高度な英語運用能力の習得に強い意欲を持っている人  

２ 異文化に関心を持ち、国際社会で活躍したいという積極的な人  

３ 広い視野と多面的な視点から論理的に考え、自ら問題解決に取り組んでいける人  

４ 留学、海外実地体験、ボランティア活動、国際交流活動、地域社会活動など学内外の活動に積極的に参

加してみようという探求心旺盛な人 
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表4-1-①-3 大学院目的からの抜粋 

本学大学院では、学部で学問を修めることの意義を実感してさらに高度の研究を志される方のほか、大学卒

業後、社会で活躍される中で改めてその社会での経験を通して形成された問題意識などを整理したり、キャリ

アアップの必要を実感されたりしている方、さらに、学部で何を学んだかということにこだわることなく、新

たなる課題に意欲的に取り組もうとされる方や留学生の方などに対して、入学試験の特別選抜を用意して、研

究し学ぶことの楽しさを分かち合いたく思っています。 

表4-1-①-4 「求める学生像」（文学部） 
 
旺盛な学習意欲を持ち、柔軟な思考能力を発揮して自己の目的を実現しようと努力する人を求めます。その上
で、各学科はそれぞれ次に挙げる項目のいずれかに該当する人を求めています。 
 
◎国文学科 
① 日本の古典文学や近代文学、または漢文学に強い関心を持っている人 
② 日本語に強い関心を持っている人 
③ 日本語教育を通して国際交流に貢献したいと考えている人 

 
◎英文学科 
① 英語の基礎学力があり、英米文化、英米文学、英語学のいずれかの分野に強い関心を持っている人 
② 英語に関わる行事、あるいはその他の分野の行事で、優れた成績を修めたことがある人 
③ ペーパーテストでは計れない経験や能力、資質を評価して欲しい人 

 
◎美学美術史学科 
① 芸術とその歴史に関心のある人 
② 広く芸術を鑑賞したり、創作、実践することを好む人 
③ 芸術文化の国際的交流に関心のある人 

 
◎総合教養学科 
① 「いま」の身近な文化を感じ取ってみたい人 
② 地球の多様な場所を「うごいて」みたい人 
③ 人と「つながる」新しい生き方をしてみたい人 

表4-1-①-5 「求める学生像」（国際コミュニケーション学部） 

グローバルな活躍を目指し、学生時代に多くのことを学びたいと考えている意欲的な人を受け入れます。次

に示すような人をはじめ、様々な個性を持ったチャレンジ精神が旺盛な人を求めています。 

① 英語の学習に強い意欲を持っている人 

② 部活動、ボランティア活動、生徒会活動、社会教育体験活動、またはスポーツ活動などで頑張った人 

③ 元気はつらつとした積極性のある人 
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【分析結果とその根拠理由】 

教育の目的に沿って、求める学生像や入学者選抜の基本方針等が記載されたアドミッション・ポリシーが明確

に定められ、公表、周知されていると言える。 

 

観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法が採用され

ており，実質的に機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

学士課程では、入学者受入方針に沿った学生を受け入れ、本学の教育目的を達成するための入学試験として、

各学部とも、ＡＯ入学試験、推薦入学試験、一般選抜試験（前期・後期）と特別選抜試験（社会人、私費外国人

留学生、帰国子女）により入学者選抜を実施している(表4-2-①-1)。前述のとおり、特に入学者受入方針に明確

に合致する学生の受入れのためにＡＯ入試を実施し、志望理由書、自己推薦書等の書類に加え、自己アピール、

プレゼンテーションを含めた入学者選抜を行っている。また、より多様で意欲的な学生を選抜するために、入試

会場を本学会場の他、東京・仙台の２会場を設定している。 

その他の入学者選抜の実施方法は、各学部及び文学部の学科毎にそれぞれ内容が若干異なり、その概要は以下

のとおりである。 

推薦入学試験では、両学部を通じて、学校長からの推薦書、調査書、面接の成績を総合して選抜するほか、文

学部国文学科・英文学科においては小論文、美学美術史学科においては、小論文又はデッサンも加えている。両

学部とも面接や小論文により、入学者受入方針に沿った学生を見出している。 

一般選抜試験は、大学入試センター試験の成績と、大学が実施する個別学力検査の内容により総合的に選抜し

ている。この場合は、学力審査が主となるが、より入学者受入方針に沿った選抜が可能となるように、個別学力

検査においては、小論文や面接等を取り入れている。 

資料4-1-①-1 （別添）入学者選抜要項 

資料4-1-①-2 （別添）ＡＯ入学学生募集要項 

資料4-1-①-3 （別添）大学院文学研究科（修士課程）学生募集要項 

資料4-1-①-4 （別添）大学院国際コミュニケーション研究科（修士課程）学生募集要項 

資料4-1-①-5 （別添）入学者選抜要項配布計画 

表4-1-①-6 大学説明会年度別参加状況 
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大学院課程では、大学院の目的に沿い、一般選抜、私費外国人留学生特別選抜、社会人特別選抜に加え、生涯

学習や社会人の再学習に対する社会的要請に応えるため、５５歳以上の熟年世代を対象としたシニア特別選抜を

行っており、いずれも学力試験、研究計画書、志望理由書等を総合して選抜している。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程、大学院課程とも、学科や課程の内容に応じ、学力検査、面接等の入学者選抜方法により、求める学

生を適切に見出すための方策を講じていることから、入学者受入方針に沿った適切な受入方法を採用しており、

実質的に機能していると言える。 

 

 

観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）において，留学生，社会人，編入学生の受

入等に関する基本方針を示している場合には，これに応じた適切な対応が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

私費外国人留学生、社会人、転・編入学生についても、全体の入学者受入方針に沿って、受入を実施している。 

私費外国人留学生特別選抜においては、出願書類及び面接を中心に学部ごとに専門科目試験、独立行政法人日

本学生支援機構が実施する日本留学試験の結果などを総合して選抜している。社会人特別選抜においては、文学

部では学力試験、面接及び出願書類により審査し、国際コミュニケーション学部では、面接により学習意欲を評

価して選抜している。 

資料4-2-①-1 （別添）推薦入学学生募集要項 

資料4-2-①-2 （別添）学生募集要項（一般選抜） 

資料4-2-①-3 （別冊）過去の入試問題 （平成21年度入試分） 

＊過去３年分の入試問題は大学ウェブサイトに掲載 http://www.gpwu.ac.jp/exam/dep/index.html 

（前出） 

資料4-1-①-1 （別添）入学者選抜要項 

資料4-1-①-2 （別添）ＡＯ入学学生募集要項 

資料4-1-①-3 （別添）大学院文学研究科（修士課程）学生募集要項 

資料4-1-①-4 （別添）大学院国際コミュニケーション研究科（修士課程）学生募集要項 

表4-2-①-1 平成２１年度入学者選抜募集人員 
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転・編入学試験においては、文学部が、学力試験、面接及び出願書類の審査結果により総合的に選抜し、国際

コミュニケーション学部は、面接により英語力、思考力、表現力及び学習意欲等を評価して選考している。 

いずれの入学者選抜方法においても、知識を問う試験問題の他、面接を行うことにより、入学者受入方針に沿

った学生の受入を行っている。国際コミュニケーション学部においては、面接重視が顕著であるが、これは、よ

り個性豊かでチャレンジ精神旺盛な学生を求めるという入学者受入方針に沿っていることの証左である。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

留学生、社会人、編入学生の受入は、全体の入学者受入方針に沿って、入学者選抜を行っていることから、適

切な対応を講じていると言える。 

 

 

観点４－２－③： 実際の入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 入学者選抜試験の実施に関連する事項は、専門機関である入学試験委員会を学部毎に設置しており、それらが

学部毎の入学試験を全般にわたり所掌し、募集要項の作成から、試験問題の作成・管理、選抜試験の実施まで、

公正を旨として実施している。実施体制としては、選抜方法毎に、学長を本部長とし、各学部の入試委員会委員

を中心とした全学体制の入学者選抜試験実施本部を設置し、当該実施本部が試験実施の全般にわたり掌握してい

る。試験問題は、試験作成担当者を中心とした作題委員会が作成し、点検係の教員による点検作業を経て、最終

決定会議で決定される。また、試験監督、警備などの諸業務に関して実施要領等を作成し、関係者に対して説明

会等による周知徹底の上、適切な実施体制で臨んでいる。 

合否判定に関しては、各学部の入試委員会、学部の全教員による合否判定会議を経て学長が決定している。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 入学者選抜全体を通じて厳重な点検実施体制を取っており、入試ミスの防止を徹底していることから、適切な

実施体制により公正に実施されていると言える。 

資料4-2-②-1 （別添）群馬県立女子大学私費外国人留学生特別選抜募集要項 

資料4-2-②-2 （別添）群馬県立女子大学社会人特別選抜募集要項 

資料4-2-②-3 （別添）群馬県立女子大学帰国子女特別選抜募集要項 

資料4-2-②-4 （別添）群馬県立女子大学転入学及び編入学（社会人を含む）学生募集要項 

資料4-2-②-5 （別添）群馬県立女子大学編入学（県内推薦）学生募集要項 

資料4-2-①-3 （別冊）過去の入試問題 （平成21年度入試分） 

＊過去３年分の入試問題は大学ウェブサイトに掲載 http://www.gpwu.ac.jp/exam/dep/index.html 

資料4-2-③-1 （別冊）群馬県立女子大学文学部入学試験委員会規程（規程集ｐ５１） 

資料4-2-③-2 （別冊）群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部入学試験委員会規程（規定集ｐ５９）

資料4-2-③-3 （別添）入学者選抜試験実施要領 

資料4-2-③-4 （別添）合否判定会議議事録 



群馬県立女子大学 基準４ 

-34- 

 

観点４－２－④： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行われている

かどうかを検証するための取組が行われており，その結果を入学者選抜の改善に役立ててい

るか。 

 

【観点に係る状況】 

本学において、入学者受入方針を明示し、それに則った入学試験を実施したのは平成17年からであり、受入学

生の追跡調査等による検証は緒についたところであるが、各学部の入試委員会が入学者選抜の結果に基づいて、

実施状況についての分析や改善課題の検討を進めている。 

各学部とも、各学科における入学試験実施後の反省、議論を入試委員会が取りまとめ、教授会において改善点

を議論する。その際には、県内高校を中心とする校長、進路指導教員に対する大学説明会での意見聴取、教育実

習巡回を含める高校訪問での意見等外部者からの意見も考慮に加え、改善策を検討している。 

平成２１年度入学者選抜における具体的な改善策としては、文学部ＡＯ入学試験の面接試験に自己アピールの

時間を設けた点、３学科ある文学部の入試（一般選抜前期日程）について効率的に試験時間を配分し、試験終了

時刻を繰り上げた点、高校教員からの要望を反映して英語で書かせていた小論文を日本語に変更した点（文学部

英文学科推薦入試）、出願書類の内容を精査し、簡素化した点、大学のイメージを視覚的に伝えるために学生募集

要項に大学の写真を掲載した点等が挙げられる。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に実施されたことへの検証作業は各学部・学科で取組が行われ、多

くの改善がなされていることから、その結果を入学者選抜の改善に役立てていると言える。 

 

 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていないか。また，

その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定員と実入学者数との関係

の適正化が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 

 最近の本学の入学定員及び入学者の推移は、次表のとおりである（表 4-3-①-1）。平成２０年度の入学定員１

３３人に対し、入学者は１５１人である。学士課程においては大幅な定員割れの状況はなく、大学全体としての

大幅な入学超過もないが、学部、学科単位では、文学部美学美術史学科において入学定員の平均超過率が１．３

を上回っている。 

 大学院課程においては、慢性的に定員割れの状況が続いている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 全体としては、入学定員から大幅に乖離していないものの、一部で基準を上回る定員超過が認められる。本学

ではここ数年、大学改革による学外からの評価の高まりから志願者が増加傾向にあり、合格者の入学辞退が予想

以上に少なかったために生じたものであるが、これについては、入学定員自体が少なく、数名の入学辞退の動向

に大きく影響を受けるという根本的な問題の存在が大きい。できるだけ超過率を少なくするよう検討し努力して

いるが、本学のような小規模大学においては、仮に入学辞退者が想定を上回った場合には、逆に欠員が生じると
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いった事態に直結することになるため、大幅な合格者数の削減には至っていない。 

 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

①  平成１７年度入学者選抜から明確に入学者受入方針を示し、これに沿う意欲的な学生を選抜するため、Ａ

Ｏ入試を新たに実施している。 

②  入学者選抜試験の実施に当たっては、入学試験委員会を中心に、学長を本部長として入学試験実施本部を

設け、問題作成、採点、選考等におけるミス防止のため、厳重な点検実施体制を取っている。 

③  外部者からの意見も取り入れて毎年度、試験終了後に実施後の反省点を踏まえて改善点の検討を行ってい

る。 

 

【改善を要する点】 

①  一部の学部及び学科において、基準を上回る入学定員の超過が認められる。数年来、大学改革による学外

評価の高まりから志願者が増加傾向であり、合格者の入学辞退が予想以上に少なかったことが原因である。

表4-3-①-1   入学定員・入学者数・入学定員超過率の推移（平成17 年度～20 年度） 学士課程 

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 平均超過率

入学定員超過率 1.13 1.17 1.19 1.24
入学者数 151 156 159 165
入学定員 133 133 133 133
入学定員超過率 1.14 1.1 1.18 1.21
入学者数 63 61 65 67
入学定員 55 55 55 55
入学定員超過率 1.06 1.13 1.13 1.11
入学者数 48 51 51 50
入学定員 45 45 45 45
入学定員超過率 1.21 1.33 1.3 1.45
入学者数 40 44 43 48
入学定員 33 33 33 33
入学定員超過率 1.09 1.03 1.28 1.4
入学者数 72 68 81 84
入学定員 66 66 63 60

国際コ
ミュニ

ケーショ

学部計

国文学科

区分

1.18

1.15

1.10

文学部

英文学科

美学美術
史学科

学部計 1.20

1.32

 

表4-3-①-2   入学定員・入学者数・入学定員超過率の推移（平成17 年度～20 年度） 大学院修士課程 

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 平均超過率

文学部 入学定員超過率 0.66 1.00 0.73 0.60
（合計） 入学者数 10 15 11 9

入学定員 15 15 15 15
日本文学 入学定員超過率 0.60 0.80 1.00 0.60

入学者数 3 4 5 3
入学定員 5 5 5 5

英文学 入学定員超過率 0.60 1.20 0.60 0.60
入学者数 3 6 3 3
入学定員 5 5 5 5

芸術学 入学定員超過率 0.80 1.00 0.60 0.60
入学者数 4 5 3 3
入学定員 5 5 5 5

区分

文
学
研
究
科

0.74

0.75

0.75

0.75
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合格者数の決定に際しては綿密なシミュレーションを行うことにより、慎重を期しているが、本学では入学

定員自体が少なく、数名の入学辞退の動向に大きく影響を受けるため、大幅な合格者の削減は、入学定員の

欠員に直結することになり、対応は困難である。 

②  一般選抜試験は、学力審査が主であるが、よりアドミッションポリシーに沿った学生の受入を行うために

は、選抜方法の工夫についても今後検討すべき課題となるものと思われる。 

③  大学院課程において慢性的に定員割れの状況が続いている。 

 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

平成１７年度入学者選抜から明確に入学者受入方針を示し、これに沿う意欲的な学生を選抜するため、ＡＯ入

学試験を新たに実施している。 

 学士課程においては、ＡＯ入学試験、推薦入学試験、一般選抜試験、特別選抜（社会人、私費外国人留学生、

帰国子女）及び転・編入試験を設けている。大学院においては、一般選抜、特別選抜（社会人、私費外国人留学

生、シニア）により入学者を選抜している。これらは実質的に機能しており、選抜試験の実施については、入試

委員会を核として、学長を責任者とする実施本部が行い、合否判定に至るまで公平かつ適正に実施運営している。 

 ただし、一部の学部及び学科において、基準を上回る入学定員の超過が認められるため、入試委員会及び学長

協議において、改善へ向けた検討がなされているが、小規模大学であり、数名の入学辞退者によって大きく影響

を受けるため、抜本的な改善は困難である。 
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基準５ 教育内容及び方法 

 

（１）観点ごとの分析 

 

＜学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的や授与される学位に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程が体系的

に編成されており，授業科目の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっ

ているか。 

【観点に係る状況】 

 本学の学士課程の授業科目は、学則第８条により、教養教育として「教養教育科目又は教養科目」、専門教育と

して「専門教育科目又は専門科目」に区分され、その他教職等の科目として「教職に関する科目」、「博物館に関

する科目」に区分されている。教養教育、専門教育とも「又は」となっているのは、文学部と国際コミュニケー

ション学部で呼称がそれぞれ異なることによるが、教養教育と専門教育に分かれ、教養教育が大学教育の基礎と

なり、専門教育において段階的に専門性を強めていくことにおいて共通である。 

教養教育は、文学部で教養教育科目、国際コミュニケーション学部で教養科目と名称は異なっているものの、

大学生としての基礎的知識を身に付けるという教養教育としての取り扱いは同じであり、事実上学部共通科目と

して、各学部の学生は自由に履修することができ、前述した大学の目的の中で、学生に「広く知識を授ける」役

割を担っている。 

教養教育の授業科目の必修単位数及び卒業要件に対する割合については、文学部が、国文学科で２０単位

（16.1％）、英文学科で１６単位（12.9％）、美学美術史学科で４０単位（32.3％）、国際コミュニケーション学部

が２０単位（16.1％）となっている。 

 各学部・学科の専門教育は、各々の教養教育の内容をさらに発展させ、段階的に専門領域を深めていく構成と

なっており、大学の目的の「深く専門の学芸を教授研究する」役割を担っている。 

 専門教育の授業科目の必修単位数及び卒業要件に対する割合については、国文学科６４単位（51.6％）、英文学

科８５単位（68.5％）、美学美術史学科５０単位（40.3％）、国際コミュニケーション学部７５単位（60.5％）と

なっている。 

文学部の教養教育科目は、大学生活の基本を少人数で学ぶ「基礎ゼミ」、日本語や日本文学を通して豊かで自律

的な日本語表現能力を身に付ける「日本語表現プログラム」、芸術に親しみ、実際に体験する「芸術プログラム」、

自然科学から人文科学、社会科学にまたがる６０以上の科目からなる「教養科目」、英語、ドイツ語、フランス語、

イタリア語、中国語からなる「外国語科目」及び「体育実技」から構成されている。 

国際コミュニケーション学部の教養科目は、「日本社会や国際社会の多岐にわたる問題を深く理解し、自分と社

会のあるべき方向を模索する知性豊かな社会人を育む」ことを教育方針として「学部の専門科目を学ぶための基

礎科目」として位置づけ、人文科学、社会科学、自然科学、外国語（ハングル、ポルトガル語）等多岐にわたる

「教養科目」、英語資格試験対策講座や企業関係者を招聘する講義科目からなる「実践コース科目」から構成され

ている（表5-1-①-1）。 

また、両学部通して、広い教養と豊かな情操を備えた人材育成のために、多様な公開授業を充実させ、各分野

を代表する一流の講師を招いて地域県民とともに学ぶ機会を豊富に提供しており、これらは、本学の大きな特色

のひとつとなっている（表5-1-①-2、資料5-1-①-4）。 

一方、専門教育については、文学部国文学科では、日本語学・日本文学・中国文学（漢文学）・日本語教育学の

４分野を研究対象としており、それぞれの分野について、概論・講義・演習等の科目群が設置されている。また、
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高校教育と大学教育との橋渡しの役割を果たす「基礎講読」も置かれている。さらに、日本語・日本文学と密接

な関係のある日本文化関係の諸科目や、地元群馬の言語・文学・文化に関する諸科目、日本語教員養成に関する

諸科目も設置されている。（表5-1-①-3） 

文学部英文学科では、英米文化・英米文学・英語学の３分野を研究対象としている。また、これらを研究する

前提として英語能力が求められるので、英語基礎演習や英語コミュニケーション関係の諸科目が置かれている。

前記の３分野については、講読・基礎講義・講義・演習等の科目群が設置され、基礎からより高度な内容へ進め

るように年次配当がなされている。（表5-1-①-4） 

文学部美学美術史学科では、美学理論、歴史、実践の３分野を中心として教育研究しており、前２者について

は、概論・概説・特講・演習等の科目群が設置されている。実践は、絵画・デザイン・彫塑・工芸から成ってい

る。また、美術館、博物館及び各地の研究機関と密接な連携を保ちながら、豊富な参考資料と視聴覚教材を駆使

して立体的な教育を行っている。（表5-1-①-5） 

平成２１年度に新設となった文学部総合教養学科は、幅広い教養の修得を目指し、分野横断的に設定した４つ

のプログラムを核として、歴史、哲学、心理、環境、情報メディア等の内容を含む多様な授業科目を開設してい

る（表5-1-①-6）。 

国際コミュニケーション学部は、英語コミュニケーション課程と国際ビジネス課程からなるが、１年次は課程

共通とし、２年次から課程毎に分かれる仕組みである。課程別に分かれた後も学部共通科目を多数設け、学習意

欲に応じて往来のしやすい柔軟な組織となっている。専門科目は、専門基礎科目・基幹科目・展開科目を用意し、

基礎から発展的内容まで体系的に学修できるようにしている。具体的には、英語運用能力養成を１、２年次に徹

底的に行い、さらに学生の興味に応じて英語学、言語学、国際文化、経営・金融論等を幅広く学修し、専門を追

求できるよう教育課程が編成されている。教育課程の基本となる英語運用能力を身に付けさせるための科目群に

おいては、英語の４技能（読む・聞く・話す・書く）をバランスよく体系的に修得させるために、段階を追って

履修できるようカリキュラムを構築している（表5-1-①-7）。 

また、同学部では、企業において英語能力の指標となることが多いＴＯＥＩＣを学習管理及び目標に活用して

いる。学習管理としての活用は、学期ごとにＴＯＥＩＣを実施し、そのスコアに授業中の学習態度等を加味して、

習熟度別クラス編成を行い、各学生のレベルに合わせた授業が展開できるようなシステムを導入している。学習

目標としての活用としては、学部学生全員に対して、多くの企業で英語の適切なコミュニケーションができるレ

ベルとされている７３０点を目指すことを目標として掲げさせ、ＴＯＥＩＣ対策の授業科目を設定している（資

料5-1-①-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5-1-①-2 県民公開授業の例（平成２０年度） 表5-1-①-1 本学の教養教育 
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表5-1-①-3 国文学科カリキュラム体系 

1年次 2年次 3年次 4年次

日本語学、日本文学、中
国文学という3分野すべ
てにわたって、それぞれ
の概要を学ぶ。

様々な科目を履修して視
野を広げる。また、演習
を通して、研究の実際を
体験する。

卒業論文を視野に入れ、
専攻したい分野をより深
く学ぶとともに研究方法
を習得する。

大学生活4年間の集大成
として、卒業論文の完成
をめざす。

日本文学概論
日本文学基礎講読
中国文学概論

卒業論文指導
卒業論文

資格をとる

ことばを知る 日本語学概論
日本語学講義

日本語学特講

ことばを読む

上代・中古・中世・近世・近代・現代文学史
上代・中古・中世・近世・近代・現代文学講義講読
中国文学講義講読 / 伝承文学研究 / 比較文学研究
児童文学研究
日本文学特講 / 中国文学特講

日本の言語文化 / 日本の文化史 / 日本の芸能

ことばを教える 日本語教育学概論
日本語教授法 / 日本語教師養成特講

日本語教育学講義
日本語教育学特講

教職課程関係諸科目 / 学芸員関係諸科目

履修のポイント

自分のことばで表現
する。

日本語表現プログラム
日本語学演習 / 中国文学演習
日本語教育学演習
上代・中古・中世・近世・近代・現代文学演習

ことばの基礎と周辺を
学ぶ

群馬のことば / 群馬の文学 / 群馬の生活文化

 

表5-1-①-4 英文学科カリキュラム体系 

1年次 2年次 3年次 4年次

英米文化、英米文学、
英語学の基本知識を学
ぶ。　英語コミュニ
ケーション能力の基礎
を固める。

英米文化、英米文学文
学、英語学の知識をさ
らに学ぶ。　中級レベ
ルの英語コミュニケー
ション能力を養う。

卒業論文のための演習
で専門的知識を広げ
る。　中級レベルの英
語コミュニケーション
能力をさらに養う。

卒業論文執筆が中心と
なる。　上級レベルの
英語コミュニケーショ
ン能力を養う

コミュニケーショ
ン能力を高める

英米の文化を学ぶ

英米の文学を理解
する

英語の理解を深め
る

少人数で語り合い、考
えを文章で表現する。

資格をとる

英米文化演習 / 英米文学演習 / 英語学演習 / 卒業論文指導 / 卒業論文

教職関係諸科目 / 学芸員関係諸科目

履修のポイント

英会話 / プレゼンテーション・スキル / 留学のための英語 / メディア・イングリッシュ / エコ・イ
ングリッシュ / 国際ピジネスへの英語 / 英文翻訳のテクニック

英米文化概論 / 異文化理解 / 英米文化講読 /英米のメディア/ 英米の環境 / 英米の思想 / 英米の社
会 / 英米文化研究の方法 / 世界の中の英米

イギリス文学入門 / アメリカ文学入門 / 英米文学講読 / 英米の詩と演劇 / イギリスの小説 / アメリ
カの小説 / 英米の文学批評 / 英米文学をめぐる交流 / シェイクスピア講義

英語学概論 / 英語学講読 / 英語学講義

 

表5-1-①-5 美学美術史学科カリキュラム体系 

1年次 2年次 3年次 4年次

美学概論 芸術学

芸術プログラム 芸術学基礎講読

美学特講

日本美術史演習

日本美術史実地研修

西洋美術史演習

西洋美術史実地研修

東洋の美術を歴史
的に追究する

東洋美術史概説 東洋美術史特講

多彩な実習を行う デッサン
油絵 / 塑造 / 染織 /
彫塑 / 陶芸

版画 / 日本画

デザイナーの視点
で実習を行う

デザイン概論・図
法 / グラフィック
デザイン

インダストリアルデ
ザイン / デザイン企
画 / CGデザイン

デザイン実践（商品
開発・企画展示）

美学演習

日本美術史特講

美学
芸術の姿を美とい
う側面から考える

実技

卒業論文

卒業論文

卒業論文西洋の美術を歴史
的に追究する

西洋美術史概説 西洋美術史特講
美術史

日本の美術を歴史
的に追究する。

日本美術史概説
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表5-1-①-7 国際コミュニケーション学部カリキュラム体系 

 

表5-1-①-6 総合教養学科の分野横断的カリキュラム 
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 【分析結果とその根拠理由】 

 両学部とも、多彩な教養教育の授業科目を設置して、学生に幅広い教養を身に付けさせるための工夫をしつつ、

専門教育の授業科目において、それぞれの学科・課程の教育目的に応じた授業科目を設定しており、それらは導

入・深化・発展・総括と、順次、学年を追って配当されていていることから、専門教育の基盤となる知識を身に

付けさせた上で、さらに進んだ専門科目や演習・ゼミナールにおいて専門性を深く追求できるようなカリキュラ

ム編成であると言える。必修科目と選択科目の割合も、基盤となる部分は必修として全員履修を確保しながら、

選択科目により学生一人一人の個性に合わせた個別カリキュラムを実現するための工夫であると言える。また、

英語教育においては、習熟度別クラス編成と段階的カリキュラムによって、個人の到達度に合わせた実践的英語

力の育成が保証されていると言える。 

以上のことから、教育課程の体系性は十分に確保され、授業科目の内容も、全体として教育課程の編成の趣旨

に沿った適正なものであると分析できる。 

 

観点５－１－②： 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、研究成果の反映、学

術の発展動向、社会からの要請等に配慮しているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学の教員の研究活動について、その成果の授業内容への反映状況は資料のとおりである。各教員は、研究活

動の成果を授業のテキストなどに活用している（表3-3-①-1）。 

 また、本学では、各国の駐日大使をはじめ各界の著名人・文化人・経済人等、外部知的資源を活用したオムニ

バス形式の授業を多数開講しており、学内にいながら、日本における学会での最新の見解や現代社会情勢はもと

より世界の最新の情報や現場の知識を得ることができるようさまざまな工夫を凝らしている（表5-1-①-2）。 

単位互換制度については、高崎経済大学・前橋工科大学・関東学園大学・上武大学・東洋大学・共愛学園前橋

国際大学・放送大学・群馬大学との単位互換制度が設けられている。ただし、本県では公共交通機関が発達して

いないという事情もあり、学生の積極的な活用には至っていない(表5-1-②-1）。 

この他には、学生が職業に就いている等の事情がある場合、長期にわたる教育課程の履修を認めている（資料

5-1-②-2）。 

学生に社会的経験をさせるため、本学では、海外留学中の単位やインターンシップ、ボランティア活動等の様々

な学外活動を本学の授業科目の単位として認定している。 

本学では、「国際化社会に対応し得る広い教養」を身に付けた人材の育成のため、留学支援を積極的に行ってい

る。その中核となる「海外留学支援プログラム」は、以下のとおり画期的なものである。 

ア） 留学先が本学と留学協定締結の有無を問わず、学生の申請により短期留学の場合は２０万円、長期留学

の場合は４０万円の範囲内で奨励金を交付 

イ）  留学の期間は在学期間として算定され、期間中の留学先での修学内容は、本学の授業科目の単位として

認定 

資料5-1-①-1 （別添）履修要項（教育課程）／各学部及び各大学院研究科 

資料5-1-①-2 （大学ウェブ）履修要項（シラバス） http://www.gpwu.ac.jp/stu/life/syl/index.html 

資料5-1-①-3 （別添）時間割／各学部及び各大学院研究科 

資料5-1-①-4 （別添）群馬県立女子大学公開授業・公開講座・群馬学連続シンポジウムリーフレット 

資料5-1-①-5 （別添）ＴＯＥＩＣ演習について 
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ウ）  通常、交換留学協定校以外へ留学した場合には、本学の授業料と留学先の授業料が必要となるが、本プ

ログラムにおいて、本学の授業料を免除 

留学前の準備支援としては、特に長期留学を目指す学生に対する教育上の支援として、１年次から履修可能な、

「ＴＯＥＦＬ対策講座」を開設するとともに、留学希望者を対象とした留学説明会を留学出発前までに３回開催

し、学生の具体的な希望の集約、留学先、滞在中の注意事項、留学手続きに関する相談等、提携の旅行会社職員

も出席し、留学に関するさまざま相談に対応している。 

 この支援事業の開始により、本学の留学実施者は飛躍的に伸び、毎年１００名程度が海外留学を体験し、平成

１９年度には１２３名に及んだ（表5-1-②-2）。この数は、実に学部学生の総定員の１６．２％である。 

 なお、留学者のうち、毎年数名は、海外のボランティア活動を行っており、リトアニアでの青少年育成活動や

フィリピンにおけるＮＰＯ法人Ａction を通した学校での交流研修、タイにおけるＢＢＩ日本語教師派遣プログ

ラムによる日本語教師助手研修、インドのマザー・テレサの施設におけるボランティア参加等の実績がある。こ

の支援事業の参加者からは、英語運用能力の向上、国際政治への関心の高まり等の効果に加え、海外に出たこと

で逆に日本への関心が高まったという意見が多く、学生の学習意欲高揚に大きな効果が認められている（表5-1-

②-3）。 

文学部では、教養教育科目の中に「実社会とキャリア」という科目群を設け、インターンシップや海外実地研

修及びボランティア関係を単位認定するための授業科目を置いている。また、総合教養学科では、特に社会的ニー

ズを意識し、近年若者に不足していると言われるコミュニケーション能力、積極性、社会人基礎力等の「知を活

かす力」＝「総合教養力」の修得を目指し、学生自ら学外に出て特定のテーマにより様々な学習活動を行うフィー

ルドワークや、読書を活用した授業科目を設定する等の工夫を行っている。 

社会での実践的な能力を重視する国際コミュニケーション学部においては、学生の就職希望の多い業界の現役

企業関係者や企業幹部経験者を招へいした授業科目や、就職のための授業科目からなる「ビジネスキャリア・コー

ス」を設け、学生ニーズや社会からの要請に応えている。また、様々な学外活動等の学生の自律的な学習活動を

「自律学習」として単位認定しており、インターンシップ、国際交流活動・ボランティア活動・地域社会体験実

習・企業等体験学習等、その内容は多岐にわたっている（表 5-1-②-4）。この他、自律学習は各種資格試験や検

定試験の成績による単位認定や様々な学生の自発的な学習活動・補充教育等にも活用されている。資格試験等で

は、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、中国語といった外国語の分野だけでなく、秘書検定・日商簿記

検定・漢字検定・日本語文章能力検定等、様々な分野にわたっている（表5-1-②-5）。 

補充教育については、国際コミュニケーション学部では、ＴＯＥＩＣでおおむね３５０点以下の英語不得意者

を対象に専任教員による個別指導を行っている。 

資格試験等の成績による単位認定については、学生からの要望もあり、文学部でも拡大する方向で検討を進め

ている。 

 編入学に関しては、他大学からの転編入と他学部からの転部を受け入れており、その単位認定も積極的に行っ

ている。また、学生の学習意欲に応じて学科間・課程間の異動も認めている他、本学に入学する前に修得した単

位等も認定している。 

大学院修士課程との連携に関しては、大学院の授業科目を、文学部各学科専門教育科目の「専門共通特講」と

して開放している他、演習科目には、大学院との共通科目として開講している者が多数あり、大学院学生が各部

学生に対してＴＡの役割を果たすこと

によって、学部学生が大学院生から研

究姿勢を学んだり、様々な刺激を受け

たりするという効果が認められる。 

表5-1-②-1 県内大学との単位互換制度の活用実績 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

学生数 10 1 2 1 0
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表 5-1-②-3 本学留学支援プログラムにより向上した

項目 

調査内容 平均値
さらに英語を学習しようとする意欲 4.34
多文化への理解（しようとする意欲） 4.27
英語を積極的に使おうとする気持ち 4.22
自分の将来について考える意欲（気持ち） 4.02
自国文化への理解（しようとする意欲） 3.98
英語で説明や講義などを聞く力 3.29
英語で自分の意見や考えを話す力 3.28
英語であいさつや簡単な会話をする力 3.18
英語でメールや課題などを書く力 2.91
英語の新聞や本を読む力 2.39  
０＝全く変化なし、１＝わずかに向上、２＝まずまずの向
上、３＝期待通りの向上、４＝期待以上の向上、5＝飛躍
的な向上 
大学事務局調べ 

表5-1-②-4 国際コミュニケーション学部自律学習一覧 

 

表5-1-②-2 留学支援プログラム参加者実績の推移 

20年度 19年度 18年度 17年度 16年度 15年度 累計

24 29 14 9 8 10 94

85 94 108 106 101 91 585

109 123 122 115 109 101 679計

短期参加者数

長期参加者数

 

表5-1-②-5 国際コミュニケーション学部自律学習・検定の単位認定 
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資料5-1-②-1 （別添）県内大学、公立三大学の単位互換 

資料5-1-②-2 （別添）長期履修制度の概要（案内） 

資料5-1-②-3 （別添）文学部転入学及び編入学規程（規程集ｐ１６９） 

資料5-1-②-4 （別添）文学部転入学及び編入学の既修得単位認定に関する細則（規程集ｐ１７１） 

資料5-1-②-5 （別添）国際コミュニケーション学部転入学及び編入学規程（規程集ｐ２０２） 

資料5-1-②-6 （別添）国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部転入学及び編入学の既修得単位認定に関する細則（規程集ｐ２０４） 

資料5-1-②-7 （別添）文学部転部に関する規程（規程集ｐ１７２） 

資料5-1-②-8 （別添）文学部転部の単位認定に関する細則（規程集ｐ１７４） 

資料5-1-②-9  （別添）国際コミュニケーション学部転部規程（規程集ｐ２０６） 

資料5-1-②-10 （別添）国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部転部に係る単位認定に関する細則（規程集ｐ２０８） 

資料5-1-②-11 （別添）文学部転科に関する規程（規程集ｐ１７７） 

資料5-1-②-12 （別添）国際コミュニケーション学部転課程規程（規程集ｐ２１１） 

資料5-1-②-13 （別添）国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部転課程に係る単位認定に関する細則（規程集ｐ２１３） 

資料5-1-②-14 （別添）文学部入学前の既修得単位等の認定に関する規程（規程集ｐ１７９） 

資料5-1-②-15 （別添）国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部入学前の既修得単位等の認定に関する規程（規程集ｐ２１６）  

 

【分析結果とその根拠理由】 

 本学の教員の研究活動と授業内容との間には高い関連があり、各学部・学科の特性に応じて研究活動の成果が

授業内容に反映されていると言える。 

他学部の授業科目の履修による単位認定や、県内所在の大学との単位互換制度、留学支援制度による留学先で

取得した単位の認定や、インターンシップを始め様々な学外活動や各種資格試験・検定試験について一定の条件

のもとで単位認定していることは、多様な学生ニーズ配慮した対応であると言える。英語不得意者に対する個別

指導を行い、これにも単位を認定していることや学士課程と大学院修士課程教育との連携も同様である。 

中でも、本学の特色である留学支援プログラムは、本学の学生ニーズに応え、英語能力の向上や学生のモチベー

ション高揚に大きく貢献しているものと認識している。 

転部者、転編入学者に対する単位認定も積極的に行うとともに、事情がある場合には、長期にわたる教育課程

の履修も認めていることは、現代社会からの要請に応えるものと言えよう。 

 以上のことから、本学の授業内容は、学生の多様なニーズ、研究成果の反映、社会からの要請等に対応した教

育課程の編成に、十分な配慮ができていると言える。 

 

観点５－１－③： 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

両学部において、学内規程により、「単位算定の基準」を定めており（表 5-1-③-1）、『履修要項』に明記して

いる。講義科目については、１５時間の授業をもって１単位とし、演習については、３０時間の授業をもって１

単位とするのを基本としている。学年暦作成に当たっては、授業時間を１学期間で１５コマ（２２.５時間）確保

することに留意している他、休講に対応するために、学期末に補講期間を設け、授業時間の確保に努めている。

加えて、教員が積極的にレポート等の課題を課すことで単位の実質化に努めている。 

また、本学では各教員が授業に係る予習復習に対する指導を強く行っており、授業評価アンケートでは、予習・

復習をよく行ったと回答した学生が約５１％であったのに対し、あまり行わなかったと回答した学生は約１５％
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に過ぎないという結果が出ている（表5-1-③-2）。 

国際コミュニケーション学部では、学生の主体的な学習を推奨するため、通常の形式の授業に加えて様々な「自

律学習」を設けているが、これは、学習・活動時間３０時間をもって１単位とすることを基本としている。 

学生に対する履修指導は、毎年度当初のガイダンス（表5-1-③-3）や各教員のオフィスアワー（資料5-1-③-4）

において行っている他、学年担任を各学年２名ずつ置き、学生の履修指導にもあたらせている。履修単位数の上

限は、制度としては設定していないが、国際コミュニケーション学部及び文学部英文学科では、教職科目などを

履修している場合を除き、履修単位数は１学期間２４単位、年間４８単位以内に抑えることを強く推奨している

（資料5-1-③-3）。 

なお、学生の主体的な学習の支援のための施設開放については、別に述べたい（基準７）。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学年暦の作成における配慮や補講期間の確保などにより、適正な授業時間が確保されていると言える。 

年度当初のガイダンスによる指導に加えて、学年担任をはじめ各担当教員の随時の履修指導により、学生が履

修する単位数が適正になるような指導システムが構築できていると言える。 

授業評価アンケートの結果からは、学生への予習・復習の指導が行き届いていることが確認できる。 

以上から、単位の実質化への配慮は十分なされていると言えるが、一方で更なる工夫の余地もある。各授業で

は、課題やレポートを課したりすることにより、授業時間外の学習時間の確保に努めているが、シラバスで授業

資料5-1-③-1 （別添）文学部履修及び学修の評価に関する規程（規程集ｐ１６３） 

資料5-1-③-2 （別添）国際コミュニケーション学部履修及び学修の評価に関する規程（規程集ｐ１９７） 

資料5-1-③-3 （別添）オフィスアワー一覧 

表5-1-③-1 単位算定の基準 

 

表5-1-③-2 学生の予習復習状況 

予習・復習や関連する学習は大いにした 

回答割合
よく当てはまる 14.7%
当てはまる 36.4%
どちらとも言えない 34.2%
当てはまらない 9.8%
全く当てはまらない 4.8%

100.0%  

※平成20年度前期授業評価ｱﾝｹｰﾄ 

表5-1-③-3 ガイダンス資料抜粋（21 年度） 
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時間外の学習内容をより明確にするなどの工夫によって、単位のさらなる実質化が図られると考えられる。 

 

観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切

であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学は少人数教育を特徴の１つとして掲げており、それは多くの授業で実現している。全科目の受講者数の分

布（表5-2-①-1)をみると１００名を超える授業はわずかに０.５％に過ぎず、その一方で２０名以下の授業が７

０％以上を占めている。 

 文学部においては、基礎演習や専門科目の演習は、学生の発表やそれに関する対話・討論を中心とした授業で

あり、それが特に少人数授業であることで、その実を上げている。また、１年次生に必修の「論理的思考と表現」

は、論理的な思考法と文章表現力とを養うことを目的とした授業であるので、これも１クラス１５名程度で構成

され、きめ細かい指導が可能となっている。外国語科目の「英語」は習熟度別にクラス編成が行われている。 

 国際コミュニケーション学部においては、英語科目では、学生参加型の演習形式が取られ、英語科目以外の専

門科目では、演習形式のゼミナールを除き、主として講義形式が取られている。英語科目では、少人数制を徹底

しており、学年を３分割（英文法等、１クラス２２～２７名程度）、４分割（リスニング・リーディング等、同１

６～２０名程度）、６分割（スピーキング・ライティング等、同１０～１３名程度）して授業を行っている。なお、

これらの英語科目は、毎学期実施するＴＯＥＩＣのスコアを基にした習熟度別クラス編成となっている。また、

１年前期の授業として設定されている科目で大学での学修のための基礎技術を学ぶ必修科目「人文社会科学入門

（基礎ゼミ）」においても、１０名以下の少人数制が実施されている。演習形式のゼミナールも、１～１２名程度

の規模で、個々に目を向けながら指導がなされている（表5-2-①-2）。 

 学習指導法の観点から見ると、様々な授業でパソコン・ＡＶ機器・レジュメ等を用い、一方的な講義に終わら

ないような工夫がなされ、それが各授業のシラバスにも明記されている。特に国際コミュニケーション学部の英

語科目では、ＣＡＬＬ教室を頻繁に使用して、ＡＶ機器やコンピュータソフト、インターネットを利用した様々

な指導法を実施している。さらに、英語科目の７～８割で、英語のネイティブスピーカーが英語のみによる直接

法の授業を実施することによって、コミュニカティブな英語力の養成に努めている（表5-2-①-3）。その効果は、

ＴＯＥＩＣスコアの大幅な上昇からも見て取れる（表 5-2-①-4）。また、両学部における情報関係の授業でも、

情報機器を使用した実践的な指導が展開されている。加えて、授業の一部に、博物館等へのフィールドトリップ

を取り入れているものもある。 

 

表5-2-①-1 平成２０年度授業における履修者分布 

履修者数区分 科目数 割合 科目数 割合 科目数 割合
1人～20人 352 68.0% 363 73.2% 715 70.5%
21人～50人 129 24.9% 106 21.4% 235 23.2%
51人～100人 34 6.6% 25 5.0% 59 5.8%

101人～ 3 0.6% 2 0.4% 5 0.5%
計 518 100% 496 100% 1,014 100%

前後期後期前期
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【分析結果とその根拠理由】 

分野の特質や授業の目的に応じて、講義形式・演習形式をバランスよく配置していると言える。また、少人数

クラスも英語科目・ゼミナールを中心に多数あるために、学生一人一人に目が行き届くような指導が可能となっ

表5-2-①-4 国際コミュニケーション学部 ＴＯＥＩＣテスト結果の推移（平成17 年7 月～平成21 年1 月） 

 

表5-2-①-2 習熟度別クラス編成の例（数値は履修者数） 

グラマーⅠａｂ 26 リーディングⅠα 19 ＩＰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠａ 14
グラマーⅠｃｄ 24 リーディングⅠβ 18 ＩＰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠｂ 11
グラマーⅠｅｆ 23 リーディングⅠγ 18 ＩＰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠｃ 13

リーディングⅠδ 15 ＩＰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠｄ 11
グラマーⅡａｂ 26 ＩＰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠｅ 11
グラマーⅡｃｄ 22 リーディングⅡα 18 ＩＰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠｆ 10
グラマーⅡｅｆ 24 リーディングⅡβ 19

リーディングⅡγ 16 エッセイ･ライティングⅡａ 8
グラマーⅢａｂ 23 リーディングⅡδ 16 エッセイ･ライティングⅡｂ 11
グラマーⅢｃｄ 21 エッセイ･ライティングⅡｃ 13
グラマーⅢｅｆ 21 エッセイ･ライティングⅡｄ 12

エッセイ･ライティングⅡｅ 8
エッセイ･ライティングⅡｆ 11

３科目編成 ４科目編成 ６科目編成

表5-2-①-3 CALL 教室時間割（平成２１年度前期） 
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ている。パソコン・ＡＶ機器などの活用は、教育効果の向上に役立っていると言える。 

以上のことから、教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切で

あり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされていると言える。 

 

観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され，活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

全学で統一した形式でシラバスを作成し、毎年、全学生に『履修要項』に記載して配布しているほか、大学ウェ

ブサイト上でも公開している（表 5-2-②-1､2）。各授業のシラバスは、統一の記載事項として、授業目標・授業

概要・授業計画・テキスト・参考文献・成績評価の方法の他、使用する機器等・準備のための学習の指示の他、

学生への要望や注意事項等を記述することになっている。 

 平成２０年度に全学部の学生を対象に実施したアンケート調査によると、シラバスについて、ほぼ全員（92.6%）

が、役立てている（90％）と回答している。科目内容を把握したり、履修計画を立てたりするのに役立てており、

内容についての不満を持つと回答した学生は、僅か4.6%のみであった。内容的に不満な点として主に挙げられた

のが、情報量の統一や授業内容とシラバス内容の不一致という点であった。また冊については、大冊で重いこと

について、改善を求める意見が挙げられている。 

 

（基準３） 資料3-2-②-1 （別添）平成２０年度教育評価アンケート結果 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各授業科目のシラバスには、授業目標、授業概要・授業計画、成績評定の方法など、必要な情報が明記されて

表5-2-②-1 大学ウェブ シラバス 表5-2-②-2 大学ウェブ シラバス掲載例 
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おり、学生が各授業科目の準備学習を進めることができるように配慮されていると言える。学生アンケートの結

果からも、シラバスの活用がうかがえるが、シラバスは製本されて配布されているだけでなく、大学のウェブサ

イトでも閲覧できるようになっていることもその要因であると言えよう。全体として、教育課程の編成の趣旨に

沿って適切なシラバスが作成され、活用されていると判断できる。 

 

観点５－２－③： 自主学習への配慮，基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

文学部では、英語の授業において習熟度別クラス編成が行われている他、各学科とも高等学校教育と大学教育

との橋渡しの役目を果たす基礎科目が設定され、各々の授業においては、教員が予習復習への指導を行っている。 

また、国文学科と総合教養学科において自主学習への配慮をした授業科目の設定がある（表5-2-③-1）。 

 国際コミュニケーション学部では、カリキュラムの重要な部分を占める英語教育において、習熟度別クラス編

成と学力不足の学生への個別指導を制度化している。自主学習への配慮

については、「自律学習」により、リーディングやリスニングなどの英語

の諸分野の学習の他、各種資格試験・検定試験の成績に対して単位を認

めることにより、学生の自主的な学習を促進している（表5-1-②-4、5-1-

②-5）。 

 さらに、自主学習のために各種の施設を学生に開放している。 

基礎学力不足の学生への配慮としては、大学生活フォロー面談制度を

（観点７ 表7-1-②-2）確立し、支援担当の教員及び事務局職員が指導

に当たっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

習熟度別クラス編成や個別指導による教員の助言等により、学力不足の学生に対する配慮が組織的に行われて

おり、「自律学習」の導入や、大学施設の開放により、自主学習しやすい環境を整えていることから、自主学習へ

の配慮、基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われていると判断できる。 

 

観点５－２－④： 夜間において授業を実施している課程（夜間学部や昼夜開講制（夜間主コース））を置いて

いる場合には，その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な

指導が行われているか。 

【観点に係る状況】 

該当なし。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

該当なし。 

 

観点５－２－⑤： 通信教育を行う課程を置いている場合には，印刷教材等による授業（添削等による指導を

含む。），放送授業，面接授業（スクーリングを含む。）若しくはメディアを利用して行う授業

の実施方法が整備され，適切な指導が行われているか。 

 

表5-2-③-1 文学部自律系授業科目の例 
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【観点に係る状況】 

 該当なし。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 該当なし。 

 

観点５－３－①： 教育の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され，学生に周知され

ており、これらの基準に従って、成績評価・単位認定・卒業認定が適切に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

単位修得の認定および学修の評価に関しては、学部毎に規程を策定しており、ともに『学生便覧』（別添 P33､

P41）に記載されている他、学修の評価に関しては、『履修要項』（表 5-3-①-1）に明記されており、試験の種類

に関する詳細と学業成績の評価・単位修得の認定等についての説明がなされている。また、各授業科目の成績評

価の方法は、シラバス（『履修要項』 表5-3-①-2）に記載されている。 

卒業認定については、学則第 13 条第１項（表 5-3-①-3）に定められており、これは『学生便覧』（P27）に記

載されている他、学部ごとに在学期間・修得単位に関する卒業要件を詳しく記載（『履修要項』表 5-3-①-4）し

ている。 

 具体的な成績評価・卒業認定方法は以下のとおりである。 

成績評価は、試験及び平素の成績から総合的に行われている。具体的な成績評価方法が、科目ごとにシラバス

の「成績評価の方法」の項目に明示され、それに基づいて各教員が成績評価・単位認定を行っているため、成績

評定の透明性が確保できている。また、成績評価の厳密性や成績基準のある程度の統一性を担保する意味から、

当該授業時間数の３分の２以上に出席していない者には、期末試験を含む試験の受験を認めていない。 

卒業認定に関しては、卒業に必要な全修得単位数124単位を満たしているか、必修科目の単位取得状況や科目

区分ごとに設定された単位数の条件を満たしているか等に関する教授会での審議を経て行われており、認定の適

切性は確保されている。なお、文学部においては、総合教養学科を除き、卒業論文・卒業制作が卒業要件になっ

ているが、それぞれの学生について、主査・副査による口述試験を実施して成績の原案を作成し、それを各学科

構成教員の合議を経て評価を行っている。 

 成績評定については、一部の学生から、評定の厳しさに教員間のばらつきがある旨、改善を求める意見が出さ

れている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

成績評価基準や卒業認定基準は、学則の他、学部ごとに規程化されており、それぞれ全学生に配布される資料

に記されていることから、教育の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知

されていると判断できる。また、基準に基づいて、各々の授業において多様な成績評価がなされ、教授会の議を

経て卒業認定がなされていることから、全体として成績評価基準や卒業認定基準に従って、成績評価、単位認定、

卒業認定が適切に実施されていると判断できる。 
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表5-3-①-2 授業科目毎の成績評価例（シラバス） 

□ 成績評価の方法 

 出席は前提。中間レポート(30%)と期末試験(70%)

で評価する。 

表5-3-①-3 学則第13 条第1 項 

（卒業及び学位） 

第十三条 本学に四年以上在学して、所定の授業科

目を履修し、百二十四単位以上を修得した者に対

し、教授会の議を経て、学長が卒業証書及び学士

の学位を授与する。 

表5-3-①-4 卒業に関する説明（『履修要項』国際コミュニケーション学部） 
３  卒     業 
 (1) 卒業要件 
     本学の卒業要件は、学則第１３条の規定により、在学期間と修得単位とによって、次のとおり定められている。 
    ア 在学期間 
        ４年以上（休学期間を除く。）在学しなければならない。ただし、８年を超えて在学することはできない。 
    イ 修得単位 
       所定の授業科目を履修し、１２４単位以上を修得しなければならない。１２４単位の内訳は、入学年次に応じ、次のとおりである。 
      (ｱ)  ２１年度入学者 
           英語コミュニケーション課程が必修科目６３単位、選択必修科目３２単位、その他２９単位、国際ビジネス課程が必修科目５７単位、

選択必修科目３８単位、その他２９単位 
      (ｲ) １８年度以降２０年度以前入学者 
           英語コミュニケーション課程が必修科目６５単位、選択必修科目２８単位、その他３１単位、国際ビジネス課程が必修科目５９単位、

選択必修科目３４単位、その他３１単位 
        「その他」の単位を修得するための授業科目は、本学部の授業科目のほか、文学部の授業科目のうち履修が可能な科目及び他大学の単

位互換が可能な授業科目の中から自由に選択することができる。授業科目の詳細は、「８．教育課程」及び「９．文学部の授業科目及
び他大学の授業科目の履修」を参照すること。 

  (2)  卒業の時期 
      卒業の時期は、３月及び９月とする。 

表5-3-①-1 学修の評価（『履修要項』 文学部） 
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資料5-3-①-1 （別添）文学部履修及び学修の評価に関する規程（規程集ｐ１６３） 

資料5-3-①-2 （別添）国際コミュニケーション学部履修及び学修の評価に関する規程（規程集ｐ１９７） 

 

観点５－３－②： 成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

従来から学生の申し出により事実上行っていた成績評価に関する確認申請を平成２０年度から制度化し、明文

化した。この制度では、学生は成績評価に関して異議がある場合、原則として成績通知書の交付後２週間以内に

限り、当該成績評価の確認申請を行うことができる。確認申請が行われると事務局から当該授業担当教員に連絡

し、授業担当教員は、採点ミス等がないかを再確認する。ここまでの過程で成績修正に至らなかった場合、各学

部教務委員会が授業担当教員及び申請した学生から意見を聴取し、当該成績評価の妥当性について判断を下す。

教務委員会で議論された結果は、申請した学生に対して文書により回答される。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 成績評価に係る学生からの異議申立てについては、制度としてはなかったが、事実上各授業担当教員及び事務

局教務係が受け付けて速やかに対応してきた。さらに、平成20年度より新しく導入された成績評価確認申請制度

は、学生と教員が直接接触することを必要としないため、学生にとってより活用しやすい体制を整備するととも

に、教務委員会による調整を経ることにより、成績評価の透明性・正確性を高めることができたと言える。以上

のことにより、成績評価等の正確さを担保するための効果的な措置は講じられていると判断する。 

 

 

＜大学院課程＞ 

観点５－４－①： 教育の目的や授与される学位に照らして，教育課程が体系的に編成されており，授業科目

の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 

【観点に係る状況】 

本学大学院課程は、教育目的に沿って設置された各学部の教育をより深めるため、文学研究科及び国際コミュ

ニケーション研究科を置いており、その教育課程編成趣旨は、表5-4-①-1及び5-4-①-2のとおりである。 

文学研究科は、日本文学専攻・英文学専攻・芸術学専攻の三専攻からなり、各分野において研究（講義）・演

習・個別研究指導といった授業を用意している。各学生が自身の研究テーマに即して授業を選択することが可能

であり，またテーマに隣接する分野の授業を選択することも容易な授業編成である。 

「個別研究指導」により、個々の学生と教員とが向かい合って、各学生の研究テーマを具体化し、修士論文・

修了制作研究・課題研究として完成させるべく、１年次から指導が行われている他、多様な学生の入学への対応

を考慮して、導入的役割を果たす科目をも設置している。また、社会人としてバランスの取れた教養を体得した

人材を涵養するために特定の専攻に偏らない共通科目群が設置されており、それらの授業が「高度な教養教育科

目」としての役割を果たしている。 

国際コミュニケーション研究科は、平成１７年度に設置された国際コミュニケーション学部が完成年度を迎え

たことに伴い、平成２１年度に新設された。教育目標に沿い、複雑化・多様化する国際社会のリーダーとして、

また、海外進出企業や外資系企業の即戦力として活躍しうる人材の養成を目指し、社会人が働きながら、専門的

で高度な英語運用能力とそれを駆使して国際社会で活躍できるビジネス知識を学べる弾力的なカリキュラム編成

となっている（表5-4-①-3）。 
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【分析結果とその根拠理由】 

 大学院課程では、専門知識を涵養し，自主的な調査・研究とその成果発表の能力を培い、指導教員との緻密

な関係を形成できる授業内容となっており、学生個々の専門的知識や研究能力を深めると同時に、共通科目によっ

て広い視野や社会人としての基礎的能力の涵養に資しているものとなっており、教育課程編成趣旨に沿っている

と言える。また、大学院の目的に沿って広い視野から研究能力や高度の専門性が求められる職業を担いうる能力

を養うことができるよう体系的に教育課程を編成し、学問分野や職業分野における期待に応える授業構成になっ

ており、教育課程の編成の趣旨に沿い、多様な学生をその教育課程に導くための工夫がなされた授業内容になっ

ていると言える。 

国際コミュニケーション研究科についても、国際社会で活躍できる人材育成という教育課程編成の趣旨に沿っ

たものとなっていると判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－４－②： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ、研究成果の反映、学

術の発展動向、社会からの要請等に配慮しているか。 

 

【観点に係る状況】 

指導・授業担当の専任教員各々の研究分野については、表（基準3 表3-3-①-1）のとおりである。 

本学大学院では、学校、官公庁、企業等に現に在職している者が入学する場合に、第１年次のみ通常どおり授

表5-4-①-1 教育課程編成趣旨（文学研究科） 

 

それぞれの専攻は、基礎研究を中心とした学術研究
を推進するとともに、その高度化と国際貢献とを視
野に入れつつ、高度の研究能力や専門知識を培って
研究者の道に進もうとする方、高度の専門能力を身
に付けたり専修免許状を得たりして社会のさまざ
まな分野や職域で活躍しようとする方、生涯学習の
一環として自分が関心を持っている研究テーマを
論文・著書にまとめようとする方など、高い目的意
識を持つ多彩な方々の欲求に広く応えられるよう、
教授陣や教育研究環境の充実をはかっています。  

表5-4-①-2 教育課程編成趣旨（国際コミ研究科） 

 

知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養を持ち、国
際化社会に対応できる国際感覚と英語のコミュニケーショ
ン能力を備えた高度な教養人を養成します。また、高度な
コミュニケーション能力や多様な国際ビジネス関連知識を
備え、国際社会において即戦力として活躍できるリーダー
を育成します。地域貢献の視点から企業推薦入学試験を実
施し、県内海外進出企業の幹部候補者等も社会人学生とし
て受け入れ、高度な英語コミュニケーション能力と異文化
知識を身に付けた職業人を養成します。 

表5-4-①-3 国際コミュニケーション研究科 授業科目 
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業に出席し、第２年次には勤務先に復帰して、平常の勤務をしながら、夜間、週末、長期休業期間等の授業によ

る履修を認める特例を設けている（表5-4-②-1）。 

文学研究科では、導入的授業を設置することによって、幅広い学生層を受け入れられるよう努力しており、生

涯教育が強調される時代の要請に応える教育課程の編成となっている。また、各教員が無理に指導や授業で扱う

分野の範囲を広げているのではなく，研究活動を基礎として教育にその成果を反映させ，教員個々の研究分野に

近い授業が行われており、各々の専任教員が自己の研究分野に即し、学会の研究動向を反映した授業を行ってい

る。その他、芸術学専攻においては、県立美術館の協力を得て，学生を企画段階から参加させ、協同企画展を開

催。企画から作品選定、運搬、展示を行い、パンフレットに掲載する各作品の解説執筆までを学生に分担させる

という，ユニークな試みを行った（表5-4-②-3）。 

 国際コミュニケーション研究科では、社会人特別選抜、シニア特別選抜の他、地域貢献の視点から企業推薦入

学試験を実施（表5-4-②-2）し、県内海外進出企業の幹部候補者等も社会人学生として受け入れ、高度な英語コ

ミュニケーション能力と異文化知識を身に付けた職業人の養成を目指す等、社会人の学習ニーズに対応した教育

課程編成となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5-4-②-1 大学院教育方法の特例に関する細則(抄) 
 
 
（特例措置） 
第２条 学校、官公庁、企業等（以下「勤務先」という。）に現に在職している者が本学  大学院へ入学する場合に、第２年次に

は勤務先に復帰し、平常の勤務をしつつ、特例により履修することを認めるものとする。 
 
（特例措置の適用要件） 
第３条 前条の特例措置は、次の各号に掲げる条件を満たす場合に限り、適用するものとする。 
  (1) 専修分野の特性等を十分考慮し、その教育研究の効果が期待されること。 
  (2) 第１年次においては、勤務先には出勤しないで、本学大学院に登校して授業を受け、研究に専念し、修士課程の修了に必要

な専門科目30単位のうち24単位以上を修得できる見込みがあること。 
  (3) 第２年次においては、原則として毎週定期的に本学大学院に登校して、授業及び研究指導を受け、修士論文を提出できる見

込みがあること。 
 
（第２年次の授業） 
第４条 特例による第２年次の授業は、勤務先での勤務の態様を考慮し、夜間、週末、長期休業期間等も含めて行うこととする。

表5-4-②-2  

国際コミュニケーション研究科 募集人員 
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【分析結果とその根拠理由】 

文学研究科では、授業での学習成果を現場に生かした活動を導入するとともに、学会や学術雑誌での発表等を

積極的に勧めることによって学習成果を知らしめ、自主的な学習に対するモチベーションを高めるよう努力して

おり、国際コミュニケーション研究科は、社会人学生の受入れにも対応からの要請に配慮した内容となっている

ことから、授業内容が研究成果を反映し、学生の多様なニーズや社会からの要請に対応していると言える。 

 

観点５－４－③： 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

１単位あたりの授業時間については、学内規程（表5-4-③-1）により定め、教育課程の概要を年度当初のガイ

ダンスで説明していることに加え、社会人学生やシニア学生等で、勤務しながら通学する学生で２年間以上の長

期履修を希望する学生に対しては、個別の履修指導を行っている。 

個々の学生の将来の希望や学術興味の方向を確認し、主・副指導教員との協議によって、過密な履修状態に陥

ることを防ぎ、当該学生が自主的な学習をしやすい、無理のない系統的な履修計画を行えるよう履修指導をして

いる。 

表5-4-③-1 １単位当たりの授業時間  大学院文学研究科履修、試験及び成績の評価に関する規程（抜粋） 

（単位算定の基準） 
第２条 各授業科目の単位計算方法は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、

授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の各号により計算するものとする。
  (1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって１単位とする。 
  (2) 実習及び実技については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、授業科目によっては、別に定める時間の授業をもっ

て１単位とするものがある。 

表5-4-②-3 群馬県立近代美術館との協同企画展パンフレット 
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資料5-4-③-1 （別添）大学院文学研究科履修、試験及び成績の評価に関する規程（規程集ｐ２３９） 

資料5-4-③-2 （別添）大学院国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科履修、試験及び成績の評価に関する規程（規程集ｐ２５７） 

  

【分析結果とその根拠理由】 

主・副指導教員の適切かつ綿密な履修登録指導によって、過密な履修状態に陥ることを防ぎ、自主的な学習を

促し、効果的な学習環境を整えていることから、単位の実質化への配慮がなされていると判断する。 

  

観点５－５－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切

であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

両研究科とも、大部分の授業は少人数制で、担当教員の研究室で行っており、少人数制の利点を生かし、教員

と学生又は学生相互のコミュニケーションを軸にしながら、講義科目や演習科目，実技科目を配している。教員

と学生との綿密な対話や学生相互の討論により、教員からの細やかな指導が受けられる状況にある。情報機器や

視聴覚機器を活用する授業も行っている。 

 文学研究科では、ほとんどの分野で講義科目と演習とをセットで設置し、演習にも講読型と発表型と様々な態

様を揃えている。また、芸術学専攻の授業では，視聴覚機器やパソコン等を活用した授業を行っている等、多様

な形態の授業を用意している。 

 国際コミュニケーション研究科は、社会人が働きながら学べる弾力的なカリキュラム編成を特色としており、

講義の平日夜間開講、夏季休業期間中の集中講義、インターネットを活用した研究指導を行っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 全体として、授業形態の組合せがバランスを有しており、また小規模の大学院という実態に照らし合わせて、

適切な学習指導法がとられていると考える。 

 

観点５－５－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され，活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 大学院のシラバスは、学士課程と同様に作成し、学士課程と同一の冊子にまとめている。平成２０年度に全大

学院生を対象に行ったアンケート調査結果によると、91.3%の大学院生が、履修の際に役立ったと回答しており、

内容面での不満を持つと回答した学生は、皆無であった。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 シラバスの活用状況に関する学生をアンケートの結果から、適切なシラバスが作成され、活用されていること

と分析できる。 

 

観点５－５－③： 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例)を置いている場合に

は，その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ，適切な指導が行わ

れているか。 
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【観点に係る状況】 

 夜間大学院としての形態はとっていないが、通常の時間帯に授業を履修できない社会人学生のために，６時限

（18：00～19：30）や土曜日に授業を設定して，履修の便宜を図っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 生涯教育への関心の高まりに伴い、社会人等、時間的制限を有する学生に対する配慮がなされた時間割となっ

ていると判断する。 

 

観点５－５－④： 通信教育を行う課程を置いている場合には，印刷教材等による授業（添削等による指導を

含む。），放送授業，面接授業（スクーリングを含む。）若しくはメディアを利用して行う授業

の実施方法が整備され，適切な指導が行われているか。 

【観点に係る状況】 

該当なし。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

該当なし。 

 

観点５－６－①： 教育課程の趣旨に沿った研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。）に係る指導の

体制が整備され、適切な計画に基づいて行われているか。 

【観点に係る状況】 

 文学研究科では、「大学院文学研究科規程」第３条（表5-6-①-1）に基づき、各々の学生にその研究テーマに

即した、あるいは隣接する研究分野の教員２名を主指導教員・副指導教員として定め、主として「個別研究指導」

の時間に研究指導を行っている。国際コミュニケーション研究科では、「大学院国際コミュニケーション研究科

規程」第３条（表5-6-①-2）に基づき、各々の学生にその研究テーマに即した、あるいは隣接する研究分野の教

員を指導教員として定め研究指導を行っている。 

 

表5-6-①-1 大学院文学研究科規程（抜粋） 

第３条  研究科委員会は、学生の履修及び研究等を指導するため主指導教員・副指導教員を定める。 

 

表5-6-①-2 大学院国際コミュニケーション研究科規程（抜粋） 

第３条  研究科委員会は、学生の履修及び研究等を指導するため指導教員を定める。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各研究科ごとの状況によって指導体制を変え、適切な指導を行っていることから、教育課程の趣旨に適う研究

指導体制となっていると判断する。 

 

観点５－６－②： 研究指導、学位論文に係る指導に対する適切な取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

文学研究科では、研究指導の取組として、主指導教員・副指導教員による複数指導体制を置いている他、一部
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の演習科目を学部との共通科目に設置している。これは，授業内における学部学生に対するＴＡ的活動を通じて、

大学院生の能力の育成を期したものである。 

 学位論文指導としては、個別研究指導を行っている。個別研究指導は、１年次からカリキュラム化して時間割

に掲載しており、修了年次には、実質上、修士論文指導・修了制作研究指導・課題研究指導として機能する。個

別研究指導の運用は各学生の学習や生活様態に従って、時間割枠に限定されることなく指導教員との協議によっ

て弾力的になされている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

研究指導では、複数教員による指導体制、共通科目の設置によるＴＡ的活動を通じた能力の育成を図っており、

学位論文指導としては、入学時からの個別研究指導により行っていることから、研究指導、学位論文に係る指導

に対する適切な取組が行われていると言える。 

  

観点５－７－①： 教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され，学生に周知され

ており，これらの基準に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適切に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

 成績評価、単位認定、修了認定の基準については、学士課程同様、学内規程（表5-7-①-1）に定めており、そ

の要点を学生に周知している（表5-7-①-2）。また個々の授業における成績評価は、シラバスの【成績評価の方

法】の欄において評価の観点を周知している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

成績評価基準・修了認定基準ともに『学生便覧』や『履修要項』によって学生に十分周知しており、成績評価

及び修了認定は各教員が基準に従って行っていることから、成績評価、単位認定及び修了認定は適切な手続きを

経て行われていると判断する。 

表5-7-①-1 大学院履修、試験及び成績の評価に関する規程(抜粋) 
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観点５－７－②： 学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審査体制

が整備されているか。 

【観点に係る状況】 

修士論文等に関しては、修士論文要項（表 5-7-②-1）を研究科毎に策定し、オリエンテーションにおいて学生

に配布・周知している。論文審査は、主指導教員・副指導教員及びその研究を審査するに相応しい者からなる３

名で行っている。審査担当者は、論文を精読し、30分程度の口頭試問の後、論文内容や口頭試問内容及び成績を

報告書としてまとめ、その審査結果については、専攻ごとの専攻会議に諮った上で審査結果の要旨を研究科委員

会に報告し、最終的に研究科委員会で学位授与の可否を審議している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

評価基準を策定、周知しており、審査体制は、審査に携わる３名のうちの２名（主・副指導教員）をその分野

の研究動向を熟知し、研究分野におけるその論文の意義についての判断ができる者としている。残り１人はそれ

までの指導に直接は関わっていない者であって、客観的な立場から審査の公正さを保証する役割も果たしている。

その審査と最終試験の結果は、研究科委員会でさらに審議を重ねて学位授与の可否を決定していることから、適

切な審査体制がとられ、機能していると判断する。 

資料5-7-①-1 （別添）大学院文学研究科履修、試験及び成績の評価に関する規程（規程集ｐ２３９） 

資料5-7-①-2 （別添）大学院国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科履修、試験及び成績の評価に関する規程（規程集ｐ２５７） 

表5-7-①-2 『履修要項』成績評価の記述 
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観点５－７－③： 成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

学士課程同様、従来から学生の申し出により事実上行っていた成績評価に関する確認申請制度を平成２０年度

から制度化した。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 以上により、成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられていると判断する。 

 

 

＜専門職大学院課程＞ 

該当なし。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

① 学士課程、大学院課程とも、教育目標である「国際化された社会にあって、社会的に自立した光り輝く女性

の育成」の趣旨に沿い、各々工夫された教育課程が編成されている。 

多くの授業は、徹底した少人数教育で行われており、習熟度別クラス編成と段階的カリキュラムによって、

個々の学生の到達度に応じた弾力的な教育がなされている。 

表5-7-②-1 修士論文要項（英文学専攻） 
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② 国際コミュニケーション学部で「自律学習」を設け、学生の主体的な自主学習を促している他、同学部及び

文学部総合教養学科においては、近年の若者に不足していると言われる社会人基礎力等の能力を身に付けるこ

とを打ち出す等、社会的ニーズへの対応も十分に行っている。 

③ これらの授業科目については、大学院を含めて統一されたシラバスにより詳細に記載され、十分に学生に活

用されている。 

 

【改善を要する点】 

① 本学のシラバスは学生から大変活用されている実態が把握されているが、学生からのアンケートにより、情

報量の統一や、授業内容とシラバスとの一致の観点から改善の余地があると認識している。さらに学生に使い

やすいシラバスの作成を検討したい。 

② 成績評定・単位認定基準が定められているが、成績評定の厳しさにおいていくらか教員間のばらつきがある

ことが指摘されている。授業の態様、目的により評価方法が科目により様々であることから当然のことではあ

るが、より統一性のある成績基準の確立について検討の余地がある。 

 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

 

 ＜学士課程＞ 

両学部とも、各々の教育方針に基づき、教養教育、専門教育に区分して授業科目を配置し、幅広い教養を身に

付け、段階的に専門性を深く追求できるようなカリキュラムとなっている。 

文学部は、国文・英文・美学美術史の３学科で各々の分野毎に概論、講義、演習等の科目を配置している。新

設の総合教養学科では、幅広い教養の修得を目指し、分野横断的で多様な授業科目を開設している。 

２つの課程からなる国際コミュニケーション学部は、１年次は両課程共通で学び、学生の興味に応じて、英語

学・言語学、国際文化、経営・金融論等、幅広く学修できる教育課程としている。全体として授業形態のバラン

スが適切なものとなっている。 

 外部知的資源を活用したオムニバス形式の授業やインターンシップ、ボランティア活動等の学外の活動の卒業

単位としての認定、成績不振者に対する補充教育、群馬県内の大学との単位互換、社会人学生等のための長期履

修制度、大学院との共通科目、留学支援プログラム等、学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請

に配慮した教育課程を編成している。中でも多くの学生が参加している海外留学支援プログラムは、手厚い支援

制度により、多くの学生が参加し、その学習意欲向上大きく貢献しており、本学の一つの特色ともなっている。 

 学生が自主学習しやすい環境を整えるため、学期毎の望ましい履修科目数を指導し、自習用の施設開放等によ

り、自主学習への配慮をするとともに単位の実質化に配慮している。この他単位の実質化への配慮としては、日々

の課題やレポート、予習・復習指導の徹底等により行われており、それは、本学学生のアンケート結果にも表れ

ている。 

 成績評価基準や卒業認定基準は学内規程に定め、冊子に記載して全学生に配布している。これら基準に基づき

成績評価・卒業認定が適切に実施されている。平成２０年度から成績評価等の正確さを担保するための措置とし

て、学生による成績確認申請を制度化し、履修要項に明文化した。 

  

<大学院課程> 

 大学院は、既設の文学研究科と平成２１年度設置の国際コミュニケーション研究科からなる。 
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文学研究科では、日本文学専攻・英文学専攻・芸術学専攻を擁し、「個別研究指導」、「共通科目」等の科目によ

り広い視野、高度な専門性を修得できる教育課程を編成している。 

国際コミュニケーション研究科は、社会の要請に応えるべく、社会人が働きながら学べる弾力的な教育課程と

なっており、体系的かつ学生ニーズや社会からの要請に配慮した内容となっている。 
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基準６ 教育の成果 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点６－１－①： 学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして、その達成状

況を検証・評価するための適切な取組が行われているか。 

【観点に係る状況】 

本学の教育目的、カリキュラム内容、教育活動の取り組み等、本学の教育活動全般についての学生全体の達成

状況を調査するため、平成１７年度及び平成２０年度に全学生を対象に「教育評価アンケート」を実施した。平

成１７年度実施の結果については、自己点検・評価運営委員会において学部毎に評価を行い、平成２０年度実施

分について、学士課程では学部ごとに、大学院課程では、大学院分として評価作業を実施しているところである。 

  また、各学部又は学科の取組として、国際コミュニケーション学部では、ＴＯＥＩＣを学力指標として活用し

ており、半期に１回、原則として全ての学生がＴＯＥＩＣを受験し、当該テストの結果によって習熟度別クラス

を編成している。さらに、同学部では、入学から卒業までに、ＴＯＥＩＣ７３０点（多くの企業において海外赴

任の目安として使用される点数）を学部学生全員が達成することを目指し、ＴＯＥＩＣ対策の授業科目を開設し

ている。文学部美学美術史学科では、実技指導及びその検証評価活動の一環として各種のコンテスト等への応募

を奨励している。 

これらの取組を踏まえ、大学では、各学部の教育の達成状況、その他学生として優れた業績を成し遂げたと認

められた個人や団体を対象とした学長表彰制度（表6-1-①-1）を設けており、各学部長が年度末にその達成状況

を検証・評価して、学長へ推薦した者を表彰している。 

表6-1-①-1 学長表彰 

▼ 学長表彰実施要領 
１ 目的 

      学業に積極的に取り組み優秀な成績を修めた学生を表彰し、学生の勤勉意欲の向上に資することを目的とする。 
２ 表彰の手続き等 

      各学部長及び研究科長は、表彰の候補となる学生がある場合は、推薦書類等を添えて学長に推薦し、学長はその中から被
表彰者を決定する。 

３ 表彰の対象者 
    群馬県立女子大学学生 

４ 表彰を行う者 
       学長 

５ 表彰の方法 
     表彰状及び記念品の授与 

６ 表彰を行う時期等 
       任意の時期に学長、事務局長、各学部長、各学科長、各課程長その他関係教職員の立ち会いのもと実施する。 

 

▼ 表彰者等の状況 

番号 区分 受　賞　者　等 内　　　　　　容

1 団体 群馬県立女子大学『ゆうき』作成ｸﾞﾙｰﾌﾟ
群馬県伊勢崎市教育委員会の委託を受け、外国人小学生のための日本語教育の教科書『ゆう
き』を作成。

2 団体 Ｅ.Ｓ.Ｓ 「芝崎杯英語弁論大会」の実施、その他団体活動の実績から

3 個人 文学部美学美術史学科学生
「あかりメッセージ2007学生展」での審査員特別賞、第71回新制作展、新作家賞受賞の原動力と
なった。

4 個人 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部学生 ＴＯＥＩＣスコアで高得点をマーク

5 個人 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部学生 ＴＯＥＩＣスコアで高得点をマーク

6 個人 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部学生 ＴＯＥＩＣスコアで高得点かつ初回受験時からの上昇幅が顕著

7 個人 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部学生 ＴＯＥＩＣ得点の初回受験時からの得点の上昇幅が顕著

8 個人 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部学生 ＴＯＥＩＣ得点の初回受験時からの得点の上昇幅が顕著
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【分析結果とその根拠理由】 

 全学生を対象として「教育評価アンケート」を平成１７年度及び平成２０年度に実施し、自己点検・評価運営

委員会において評価を行い、教育改善に活用していることは、学生全体の教育の達成状況を検証・評価するため

の適切な取組の一つと言える。また、各学部等において、その教育方針に基づきＴＯＥＩＣ試験やコンテスト等

への応募により取組の達成状況を評価していることも同様な取組と言える。以上から、学生が身に付ける学力、

資質・能力や養成しようとする人材像に照らして、その達成状況を検証・評価するための適切な取組が行われて

いると判断する。 

 

観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付ける学力や資質・能力について、単位修

得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文等の内

容・水準から判断して、教育の成果や効果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 平成１７年度から１９年度において、学士課程を４年間で卒業、大学院修士課程を２年間で修了した者の数の

状況は、資料のとおりである（表 6-1-②-1）。学士課程においては、標準修業年限内での卒業者が大学全体で毎

年度８０％を超えている。また、平成１９年度卒業者の単位修得率は、文学部国文学科８４．９％、英文学科９

３．２％、美学美術史学科８５．２％となっている。 

 その他、特記すべき教育の成果の例として、ＴＯＥＩＣ得点の伸び（国際コミュニケーション学部）をあげる

と（表 6-1-②-2）、平成１８年度入学者の入学時の平均点は５００点であったが、３年次の平成２１年１月時点

の平均点は７４５点と２５０点近く上昇しており、この３年弱の間の得点の伸びは劇的である。これについては、

地元新聞のほか、ＴＯＥＩＣ運営委員会会報においてＴＯＥＩＣを活用した効果的な教育の例として取り上げら

れている。また、文学部では、美学美術史学科の学生のコンテスト等受賞件数（表6-1-②-3）が、年度経過に伴

い増加してきており、こちらも、たびたび地元新聞等に取り上げられている。 

 また、就職支援を重視している結果として、卒業生の就職状況は全国の大学と比較しても良好なものとなって

いる（表6-1-②-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6-1-②-1 既定年数による卒業率、修了率 

 
※19年度の大学院日本文学専攻修了者の0%については、在籍者5名のうち、4名が長期履修制度を活用しており、対象者は1名。
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表6-1-②-2 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部TOEIC 得点の伸び（自己ベスト平均点） 

 

表6-1-②-3 美学美術史学科コンテスト等受賞件数の推移及び実績の内容 

年度 14 15 16 17 18 19 20

受賞件数 1 0 1 3 3 3 5

受賞者数 6 0 1 5 5 10 29
 

 

年度 内　　　　　　　容
NPO法人被害者支援ネットステップぐんまシンボルマークコンテスト大賞・準大賞
シャッターアートコンテスト　最優秀賞
たまむら歌留多デザイン
あかりメッセージ１０周年記念展審査員特別賞
群馬県立女子大学学長賞
第７１回　新制作展　新作家賞
ほんやら堂商品化（おやすみクマひんやり肩まくら）
防犯マークデザイン伊勢崎警察表彰
あかりメッセージ２００６　伊藤隆道賞
ピイテン４グランプリ
ほんやら堂商品化（おやすみ羊アンクルウォーマー、リラびと手ツボクリップ）
群馬県立女子大学同窓会賞
ほんやら堂商品化（青竹踏みサポーター）
環境芸術学会　第６回札幌大会企画展「どこでもアート展」　札幌テレビ放送賞

16年度 ほんやら堂商品化（ゆびぐっぱ）
14年度 第１３回紙わざ大賞　入選

20年度

19年度

18年度

17年度
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【分析結果とその根拠理由】 

 卒業に必要な単位に対する卒業時の単位取得率及びその取得単位の内容からみて、教育の成果や効果が認めら

れる。さらに、国際コミュニケーション学部におけるＴＯＥＩＣへの取組、文学部美学美術史学科における各種

コンテスト等の受賞状況等、個別にみてもめざましい成果が確認されている。 

「小さくても個性のある大学」を目標として大学の活性化を進めている本学の教育は、学生の学習へのモチベ

ーションを高めることを目指している。個々の学生の学習意欲を高めた結果が、これら顕著な教育成果に現れて

いるものと理解している。 

 

観点６－１－③： 授業評価等、学生からの意見聴取の結果から判断して、教育の成果や効果が上がっている

か。 

【観点に係る状況】 

 本学学生全員を対象に行った教育評価アンケートの結果、本学の教養教育に満足又は特に不満がないと回答し

た学生は、９２．１％、専門教育について同様に回答した学生は、８８．３％。本学の教育内容全般についての

満足又は特に不満でないと回答した学生は、９１．５％であった（大学院の学生では１００％）。本学に在籍した

ことによって、将来に生かせる知識、能力が身に付いたかとの問いに対しては、８０．２％の学生が身に付いた

（大学院では９５．７％）と回答している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 教育評価アンケート及び卒業者・大学院修了者のアンケート結果から、教育の成果や効果が上がっていると判

断できる。その一方で、本学の教育内容について不満を持っている学生もおり、より教育の成果や効果を高める

ためには、さらに検討の余地がある。 

 

観点６－１－④： 教育の目的で意図している養成しようとする人材像等について、就職や進学といった卒業

（修了）後の進路の状況等の実績や成果について定量的な面も含めて判断して、教育の成果

や効果が上がっているか。 

【観点に係る状況】 

 学士課程における就職希望者に対する就職率は、毎年９０％を上回り、全国大学平均を上回っている（表6-1-

④-1）。また、大学院等進学希望者に対する進学率は、平成１６年度以降１００％と高率で定着している（表6-1-

④-2）。 

就職の質についての状況としては、一部上場企業への内定率が年々上昇している（表 6-1-④-3）。本学の教育

表6-1-②-4 平成２０年度就職状況 
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目的の実現のための大学改革により、平成１７年度に新たに設置された国際コミュニケーション学部の第１期生

の内定企業に占める「東証一部上場企業」数の割合は、５０％に迫る勢いである。 

教員採用者は、従来の非常勤教員中心から、正規採用中心へと内容が変化している（表 6-1-④-4）。公務員採

用者数は、平成１９年度に激増をみている（表 6-1-④-5）。また、これらの内定先について、卒業生に対して行

ったアンケートによると、平成１９年度卒業生では、７割以上の者が第一志望であったと回答している（表6-1-

④-6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6-1-④-1 過去３年間の就職状況等 

表6-1-④-2 進学希望者に対する進学率の状況 

 

表6-1-④-3 内定企業に占める一部上場企業の割合 
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表6-1-④-5 公務員採用者数の推移 

表6-1-④-6 平成20 年度 内定先の志望度 

 

表6-1-④-4 教員採用者の採用形態の推移 
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【分析結果とその根拠理由】 

 就職率、進学率とも高水準となっており、また、一部上場企業への就職内定率や教員採用者に対する正規採用

者数、公務員採用者数は年々増加していること等、定量的数値に加え、これら進路状況についての卒業生の満足

度が高いことから、教育の成果や効果が上がっていると判断する。 

 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して教育の成果や効果

が上がっているか。 

【観点に係る状況】 

平成２０年３月に本学又は大学院を卒業又は修了した者に対して、本学の教育内容についての満足度を尋ねた

ところ、学部卒業生については、９５．３％が満足又はやや満足、大学院修了生については、回答者全員が満足

していると回答した（表 6-1-⑤-1）。また、平成２０年度から、本学卒業生から大学運営に関する意見を直接聴

取する機会として、学長、各学部長の出席の下、「卒業生の意見を聴く会」を実施している（資料6-1-⑤-2）。出

席した卒業生と学長、各学部長との間で、活発な意見交換がなされ、卒業生からは、今後の本学のあり方につい

ての要望等が出された他、近年の本学の取組に対する評価や、本学の教育が社会に出てから有益であったとの意

見が出された。 

その他、本学の卒業生については、求人依頼のために本学を訪れる就職先企業関係者から「大変よい」との評

価をいただくことが多く、企業側からの評価も高いことが伺える。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 卒業生及び就職先等の関係者からの意見聴取の結果から、本学の教育の成果や効果が上がっていると判断でき

る。 

表6-1-⑤-2 卒業生の意見を聞く会実施状況 
○平成２０年度  開催日時 平成２０年５月３１日（土） １１：３０～１２：３０ 

出 席 者  ＜卒業生＞２３名  
                     ＜学 内＞ ４名 （学長、文学部長、国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部長、自己点検・評価運営委員） 
○平成２１年度  開催日時 平成２１年５月３０日（土） １１：３０～１３：１５ 

出 席 者  ＜卒業生＞１６名  
                     ＜学 内＞ ４名 （学長、事務局長、文学部長、国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部長） 

表6-1-⑤-1 卒業者・修了者に対する本学教育内容の満足度調査結果 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

① 全学生を対象とした「教育評価アンケート」により、本学の教育活動全般についての学生全体の達成状況

を調査している他、ＴＯＥＩＣをプレースメントテストとして活用し、各学生の学習の達成状況を確認して

いる。 

② 本学の卒業生に対して実施したアンケートによると、その９割以上は、本学の教育内容に満足しており、

教育の成果・効果が上がっていることが確認できる。 

③ 単位修得率、ＴＯＥＩＣ得点の状況、コンテスト入賞等の状況、就職率・進学率等の実績から、教育の成

果や効果が上がっていることが確認できる。 

④ 卒業生・修了生のアンケート結果や「卒業生の意見を聞く会」の状況から判断して教育の成果や効果が上

がっていることが確認できる。 

 

【改善を要する点】 

 教育効果測定の取組を行い、学生の意欲向上を促す教育により、教育の効果は年を追うごとに高まっているこ

とが見て取れるが、本学は歴史の浅い地方の小規模大学であり、一般論として全国の大規模大学や伝統校等との

比較では、まだまだ及ばない部分が多いことは否めない。今後さらに教育の成果や効果の向上に努めていきたい。 

 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

本学学生に対して、「教育評価アンケート」を行い、自己点検・評価運営委員会において評価することによって、

学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像に照らして、その達成状況を検証・評価する取組

を行っている。卒業生に対しては、大学での教育や自身の就職活動の結果についてのアンケートを行っている他、

卒業生との懇談会を開催し、本学教育の有効性や教育への満足度の状況を把握している。 

教育の成果や効果が上がっている点については、ここ数年における標準修業年限内での卒業率、卒業者の単位

修得率、一部上場企業への内定率等の定量的数値において毎年度高水準を維持している点、教育評価アンケート

結果や授業評価アンケートの結果、「卒業生の意見を聴く会」、卒業生を対象にしたアンケート等の結果から示す

ことができる。他に、国際コミュニケーション学部においては、学生ＴＯＥＩＣの得点が急上昇している点、文

学部美学美術史学科では各種コンテストにおける入賞者数が増加している点等が挙げられ、教育の成果が上がっ

ていることが明らかである。 
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基準７ 学生支援等 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点７－１－①： 授業科目や専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

  授業科目の履修手続きに関するガイダンスについては、入学式の翌日に、全学生を対象として、内容によって

合同あるいは学部・学科毎に分けて実施している（表 7-1-①-1）。特に、新入学者に対しては、入学式当日の学

生生活に関するオリエンテーションに引き続き、授業科目の種類毎に詳細なガイダンスを行っている他、学部学

科毎に一泊の研修行事（表7-1-①-2）を実施している。また、２年次から課程別に分かれる国際コミュニケーシ

ョン学部では、課程選択のためのガイダンスやゼミナール選択のためのガイダンスを実施している。 

ガイダンスについては、全学生を対象とした教育評価アンケートにより、その有効性を確認しており、９１．

４％の学生が、ガイダンスやオリエンテーションについて、満足又は特に不満がないと回答している。有益でな

かったと回答した者からは、改善すべき点を記載させ、次年度のガイダンスの改善に役立てている。一泊研修で

は、教員や上級生によって、各種オリエンテーションや履修上のアドバイス等が行われており、きめ細やかな対

応がなされている。さらに上記のガイダンスの他、教務委員や学年担任の教員、事務局の教務係等が、丁寧に履

修相談に応じている。 

表7-1-①-1 年度当初オリエンテーションのスケジュール 

第１日目（全体オリエンテーション） 第２日目（全体オリエンテーションから学部学科毎ガイダンスへ） 
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【分析結果とその根拠理由】 

 ガイダンスは、全学的に「全体オリエンテーション」、「学部・学科別ガイダンス」、「新入生一泊研修」等によ

って計画的に実施していると言える。また、教育評価アンケートの結果から、学生に対するガイダンスは適切に

行われていると判断できる。 

 

観点７－１－②： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切に

行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学は、学生数に比して教員数が比較的多い大学であるため、教員と学生の距離が近く、常に個々の教員が学

生から学習支援に関する学生のニーズを把握しやすい環境となっている。また、学長自ら機会がある毎に学生と

懇談を行っており、学生ニーズの把握に努めている。 

組織的な学生ニーズの把握としては、メールによる学生相談窓口を設置している他、目安箱（「なんでもオピニ

オンＢＯＸ」）を平成２０年度に設置し、学習支援から学生生活にいたるまで、さまざまな内容について学生の意

見を集約している（表 7-1-②-1）。さらに、毎学期末に実施される授業評価アンケートにより、個別の授業にお

ける学生ニーズを把握しており、各科目の分析結果や自由記述の意見を集約して、各教員にフィードバックし、

授業改善に努めている。 

この他の学生ニーズの把握に基づいた本学の教員による学習相談、助言、支援の状況は、次のとおりである。 

・ 平成１９年度に、退学等を出さないように最善を尽くすための強化プロジェクトとして、大学生活フォロ

ー面談制度を確立（表7-1-②-2）し、各学部・学科・課程別に学年毎に「学生支援スタッフ」を設け、学

生支援担当をまとめる「学生支援チーフ」を学部・学科・課程毎に置き、学習支援を含めた総合的な学生

支援のための手厚い組織編成を整備。単位取得率が芳しくない学生（学期間で単位取得数が１５単位以下）

に対しては、学部長が対応策検討会を招集し、適切な対応について検討し、各学科・課程の学生支援チー

フ等が当該学生と面談して適宜助言を実施。学生が抱える問題の早期発見、早期対応に役立っている。学

習面に問題のある学生は、それ以外の問題を抱えていることが多く、大学全体として問題を共有すること

により、必要に応じて専門家の協力を仰ぐ等、学生ニーズを把握した適切な対応に貢献している。 

・ 全ての専任教員のオフィスアワーを設定し、随時、学生の学習相談に対応できる体制を整備。 

表7-1-①-2 １年次研修行事スケジュールの例 

 



群馬県立女子大学 基準７ 

-73- 

・ 各学部・学科・課程毎に学年担任教員を配置。 

・ 演習・卒論ゼミ担当の教員が、適宜助言を実施。 

 

 

 

表7-1-②-1 目安箱・学生相談（学生便覧から） 

  

表7-1-②-2 大学生活フォロー面談制度 
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【分析結果とその根拠理由】 

 少人数制を活かして、個々の教員や学長が学生のニーズを把握していることに加え、各種アンケート、メール

相談、目安箱、学生生活フォロー面談により学生のニーズを把握しており、さらに、そのニーズ調査結果に基づ

いて、教職員が一体となって支援体制を敷き、学習支援活動を行っていることから、学習相談、助言、支援が適

切に行われていると判断する。 

 

観点７－１－③： 通信教育を行う課程を置いている場合には、そのための学習支援、教育相談が適切に行わ

れているか。 

 

【観点に係る状況】 

 該当なし。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 該当なし。 

 

観点７－１－④： 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことのできる状

況にあるか。また、必要に応じて学習支援が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学において、特別な学習支援を要する学生は、交換留学生（４名）、社会人学生（１７名）、心身障害のある

学生（５名）が該当する（平成２１年５月末現在）。本学は、既述のとおり、教員数に比して学生数が少なく、教

員の目が学生に届きやすいという状況である上に、学生の態様に応じた支援策が設けられている。まず、留学生

については、教育課程上の支援制度として、日本語を母国語としない学生のための日本語科目を設定している。

人的な支援制度として、国際交流委員会に所属する教員を学習支援の担当者として配置し、事務局にも留学生担

当を設けて対応しているほか、「外国人留学生特別相談員制度」を置き、学習・生活面の身近な良きサポーターと

して日本人学生のチューターを配置している（表7-1-④-1）。 

社会人学生については、学年担任・学生支援担当・演習担当・ゼミ担当の教員等が適宜学習相談に応じるとと

もに、長期にわたる教育課程の履修制度（長期履修学生制度）を設ける等、個々の学生の状況に応じてきめ細や

かに対応している。 

心身障害のある学生については、障害の程度と当該学生の希望を考慮して適切に対応している。 

 

 

表7-1-④-1 群馬県立女子大学外国人留学生特別相談員制度実施要項（抜粋） 
 
（目的） 
１ 群馬県立女子大学の外国人留学生に対して、大学が委嘱した外国人留学生特別相談員(以下､「チューター」という｡)により、
個別に正課外指導を行い、外国人留学生の学習・研究効果の向上を図ることを目的とする。 

（対象） 
２ チューターを付すことができるのは、原則として、これを希望する入学後１か年以内の留学生とする。 
（資格） 
３  チューターは原則として本学の大学院生及び３年次以上の学部学生とする。 
（指導期間） 
４ 指導期間は、原則として当該年度４月から翌年２月までとし、指導回数は原則として週２回、１回２時間とする。 
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【分析結果とその根拠理由】 

 本学は、学生と教員のコミュニケーションが密に取られている他、留学生に対する日本人学生のチューター、

支援担当教員等の制度を設けることにより、適切に学習支援を行う状況にあると言える。また、留学生、社会人

学生、心身障害の学生等、状況に応じて、個別にきめ細やかな学習支援を行っていることから、必要に応じて適

切な学習支援が行われていると判断する。 

 

観点７－２－①： 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 社会で自立した人間を育成するために、本学では学内外における自主学習を重視している。自主的学習環境と

しては、附属図書館（１階談話室２４席、２階閲覧室６０席）、自習専用室（１１号室 ３０席）の施設の他、Ｃ

ＡＬＬ教室及び自由パソコンルームの情報端末授業時間以外での開放（開放パソコン数１９２台）、自主学習のた

めの食堂開放等がある。その他の教室についても授業時間を除き自由に自主学習することができる（表7-2-①-1）。

この他、各学科の研究室及び実技棟、大学会館１階及び新館１階のオープンスペース、進路相談室、新館６階の

コミュニティーラウンジ等を備え、自主的学習・制作活動に活用されて

いる。 

 ＣＡＬＬ教室及び自由パソコンルームには、自主学習中におけるパソ

コントラブル等への対応のため、パソコンルーム相談員を配置し（表

7-2-①-2）、学生の自主学習への配慮を行っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 施設面において、さまざまな自主学習施設を設置するとともに、パソコンを使用できる自主学習教室では、パ

ソコン相談員を設けて学生が自主学習しやすい環境整備をしていることから、自主的学習環境が十分に整備され、

その活用実績から効果的に利用されていると判断する。 

 

観点７－２－②： 学生のサークル活動や自治活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 

 前観点同様、本学では教育目的に基づき、サークル活動（学内団体活動）やボランティア活動等の学生のさま

ざまな学外活動についても、自律的な学生の育成のために重要な場として位置づけ、積極的に支援している。 

サークル活動について、必要に応じた大学施設の提供は当然として、事務局に学生支援担当を置き、日常的に

課題活動実施運営上の相談に応じつつ、大学行事や地域の行事における発表の場の提供や情報の提供を行ってい

表7-2-①-1 ＣＡＬＬ教室・自由パソコンルームでの自習者数の状況（19 年度後期） 

 

表7-2-①-2 パソコン相談員勤務時間 
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るとともに、新たに学内団体を設置する際の相談も受け付けている。また、教員組織においても学生支援担当教

員を置き、学生がさまざまな相談に応じられる体制を整備している。 

サークル活動のほか、学生による学園祭活動についても積極的に支援しており、平成１９年度には、学生と学

長の合同企画による「関東大学生ストリートダンスコンテスト」を初めて行い、他大学との調整等の開催準備に

おいて学長及び事務局が様々なアドバイスをしながら開催し、多くの他大学の団体の参加も得て、盛況となった。

平成２０年度には同コンテストの第２回を開催し、他大学からの参加団体も更に増え、本学学園祭の目玉行事の

一つとなっている。 

また、課外活動として、ボランティア活動については、学内にボランティア活動コーナーを設置し、学生とボ

ランティア団体の接点となる機会を設けるとともに、ボランティアに関する基礎知識の修得を目的とする授業科

目を開設して、ボランティアの活動家や研究家等の専門家から指導や情報提供を受けられる体制を取っている。

学生が実際に行った活動については、卒業単位として認定し、大学生活における活動の幅を拡げ、多彩な経験を

積めるよう配慮している。 

これらの自主的な活動に対する意欲向上を目的として、活動の実績が顕著な場合には、学長（表6-1-①-1）や

本学同窓会（紫桜賞／資料7-2-②-1）による表彰制度により、卒業式等の式典において表彰を行っている。また、

報道機関への情報提供を積極的に行うことにより、それら学生の活躍を社会に広く公表することに努めている。 

 

表7-2-②-1 学内サークル一覧 



群馬県立女子大学 基準７ 

-77- 

 

【分析結果とその根拠理由】 

事務局スタッフ、担当教員を常置し、ボランティアについては、ボランティアコーナーや授業において実際の

活動家・研究家に指導を仰げる体制が整えられていると言え、また、学生の活動に対して、単位認定による評価、

各種学内表彰や、新聞等のメディアによる報道等による学生の意欲向上を図っていることから、支援を積極的か

つ適切に行っていると判断する。 

 

 観点７－３－①： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、健康、生活、進路、各種ハ

ラスメント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

観点7-1-②に記載した目安箱は、学生から生活支援に係る意見が数多く出され、学生のニーズの把握に大いに

貢献している。 

また、本学では学生一人一人の現状と進路希望の把握を目的として、２年次・３年次に学生全員との個人面談

を実施している。これは、進路希望の把握のみならず、学生生活全般に関する相談の場ともなっている。 

この他、学生自治会と大学職員が密に連絡を取っており、例えば、学生自治会が独自に集約したアンケート結

果を基に大学に提出した要望書について、各々の項目を大学側担当者と必要性や実現性について協議する等、学

生側からの要求をきめ細かく集約する体制が整っている。 

これらにより把握されたニーズに的確に対応するための体制としては、まず、学生の健康相談・助言の体制と

して、保健室とカウンセリングルームを設置している。保健室には、保健師が常駐し、学生の負傷・疾病等の応

急処置、健康相談、生活相談をはじめ各種の相談に応じるほか、校医（内科・精神神経科）による相談も実施し

ている。カウンセリングルームでは、定期的に臨床心理士への相談が可能となっている（表 7-3-①-1）。また、

学生の健康管理のため、毎年４月に全学生を対象とした定期健康診断を実施しており、診断の結果によって、速

やかに個別相談・生活指導を行える体制を整えている。 

本学は、女子大学であるため、特にセクシュアル・ハラスメントについては、「セクハラ相談」窓口を設け、メ

ールで相談を受け付ける仕組みをつくり、プライバシーに配慮した相談体制を確立している。 

就職支援については、１年次から、キャリア科目やガイダンスにより、卒業後の進路や「働くこと」について

考えさせ、２年次、３年次には学生全員との個人面談を実施し、３年次以降に実際の就職活動に役立つように自

己理解やビジネスマナー、筆記試験対策科目や履歴書添削講座、集団面接・グループディスカッション体験講座

や企業人事担当者による説明会、教員・公務員対策講座等、一人ひとりの個性や意向を重視した各種の取組を「キ

ャリアサポートプログラム」として、３名の就職専門員が中心となって担当教員と連携しながら実施している。 

また、円滑な就職活動のための充実した情報提供を行っており、就職進路情報室を設置し、学生の進路設計に

役立つ各種資料や情報を自由に閲覧・検索できる環境を整えている他、進路情報室内に設置された就職情報支援

デスクでは、エントリーシート・履歴書の添削・面接対策及び就職活動におけるマナー等についてもきめ細やか

に指導している。さらに、３年次生には個別に、就職活動の準備から就職活動上の注意、マナー、採用試験、内

定後の対応、書類の書き方等さまざまな情報を記載した「就職手帳」の配布を行っている。 

進路支援は、平成１５年度から行っている本学の大学改革の重点事業の一つであり、毎年度、学生及び社会的

ニーズを把握しながら充実させてきている（表7-3-①-2）。 

資料7-2-②-1 （別添）紫桜賞受賞者及び公募実施要領 

（基準２）資料2-1-⑤-3 （別冊）新聞掲載記事に見る群馬県立女子大学 
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表7-3-①-1 群馬県立女子大学保健管理体制 

 

 

 

 

 

 

本学の学生に対してアンケート調査したところ、本学の学生支援、進路支援について、不満があると回答した

学生は、それぞれ全体の７．８％、６．６％に過ぎず、多くの学生が満足を感じているという結果が出ている。 

 

 

 

１ 保健室の設置 
      学校保健安全法第７条に基づき、保健室を設置する。 
（１）開室時間 
        月曜日－金曜日 ９：３０～１６：００  
      （祝日、年末年始（１２／２９～１／３）を除く） 
（２）業務内容 
    ①健康診断、身体計測に関すること 
    ②保健指導、健康相談に関すること 
  ③学校医による健康相談等の設定に関すること 
  ④救急措置に関すること 
  ⑤伝染病の予防措置に関すること 
  ⑥健康診断証明書の発行 
  ⑦統計資料の作成 
  ⑧その他健康の保持増進に関すること 
（３）構成員 
        学校医      ２名（非常勤嘱託 内科医１名、精神神経科医１名） 
        保健師       １名（非常勤嘱託） 
    事務担当      １名（学生係長兼務） 
２ 学校医の設置 
      学校保健法第１６条第１項に基づき、学校医を置き、保健管理に関する専門的事項  に関しての指導を行う。 
３ 心理カウンセラーの設置 
 （１）臨床心理士   １名（非常勤嘱託） 
 （２）カウンセリング実施日（年間５８日） 
    授業期間中：原則毎週火曜日＋月１～２日 １１：００～１８：００（６H） 
      休業期間中：原則毎週火曜日              １１：００～１８：００（６H) 
 （３）業務内容 
     ①希望する学生（保護者含む）へのカウンセリング 
     ②教職員へのコンサルテーション 
     ③大学における学生相談・学生生活支援体制の充実に資するための助言等 
   ④その他学生の心身ともに有意義な学生生活に資すること 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

目安箱、学生個別の面談、学生自治会との密な連絡体制により、生活支援に関する学生のニーズは適切に把握

されており、相談・助言体制については、健康、生活、進路、セクシュアル・ハラスメントそれぞれに関する相

資料7-3-①-1 （別添）保健室、カウンセリングルーム利用状況 

資料7-3-①-2 （別添）セクシャル・ハラスメントに関する学内指針 

資料7-3-①-3 （別添）平成２０年度進路支援事業実施結果及び平成２１年度進路支援事業実施計画 

資料7-3-①-4 （別添）平成２０年度就職手帳 

表 7-3-①-2 年度別進路支援授業の推移 

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度
就職関連授業 1 3 9 16 19 19
支援事業（個人面談・試験特訓ゼミ 4 9 11 15 17 17
ガイダンス・セミナー 11 11 11 12 11 11  
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談体制が整備されており、保健師、臨床心理士、校医、教職員が連携し組織的に対応していることから、適切に

行われていると判断できる。また、学生のアンケート結果もそれを裏付けていると言えよう。 

 

 観点７－３－②： 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのでき

る状況にあるか。また、必要に応じて生活支援等が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学において特別な支援を行うことが必要と考えられる学生は主に国外からの留学生が該当する。留学生に対

しては、前述（観点7-1-④）の学習面の支援活動に加えて、事務局学生係職員及びチューター学生が中心となっ

て、交流パーティや県内での研修旅行（年２回）を実施する（表7-3-②-1）等、必要に応じて国際交流協会等関

係機関と連携し、交流機会の確保（表7-3-②-2）やニーズの把握に努めている他、住居・家財等の提供による経

済的支援を行っている。 

その他、入学手続時に全ての学生から各々の心身の健康状態確認する「健康調査票」を提出させ、支援を必要

とする学生や必要となる可能性のある学生を早期に把握するとともに、保健師を中心に、個別に対応プログラム

を作成することになっており、支援実施体制が整えられている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

交換留学生については整備充実しているが、障害を持つ学生への対応については、担当教職員による個別対応

に依っているのが実情である。対象者の少なさも相まって、現在のところ、充分な対応はできているが、制度と

しては充実しているとは言えない状況にある。 

 

 観点７－３－③： 学生の経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 国際社会で活躍できる人材育成のため、本学では、徹底した留学支援制度を整えている。経済面での留学支援

として、渡航費及び研修先授業料等の半額（長期40万円、短期20万円を上限）を助成している他、長期留学に

おける本学の授業料を免除している。本制度は、全国的にも例のない充実した支援制度となっており、この制度

の活用により、海外留学する学生が飛躍的に増え（基準５ 表 5-1-②-2）、ここ数年は毎年度１２０名程度の学

生が海外留学を経験しており、本学の主要な学生支援事業の一つとなっている。 

表7-3-②-2 留学生交流パーティ（歓迎会）の概要 

 

日時：平成20年5月28日（水）18:00～19:30 

場所：新館１階 Ｐｅａｃｅ Ｃａｆｅ 

参加者  

・留学生  ４名 

 ・学生    ２７名（ﾁｭｰﾀｰ 4名、一般学生23名）

 ・教職員  １６名 

表7-3-②-1 留学生研修旅行 

 

交換留学生及び私費外国人留学生が日本に関す

る知識や理解を深めると共に、本学学生と更に交流

を深めることを目的として、年２回実施している。

研修内容としては、留学生を県内観光名所に案内

することにより、日本の歴史や文化に触れる機会を

提供している。 



群馬県立女子大学 基準７ 

-80- 

その他の経済援助としては、日本学生支援機構の奨学金の貸与及び授業料減免措置を行っている（表7-3-③-1、

2）。授業料減免措置は、学業の優秀な者で、入学後、天災その他特別な事情により家庭収入が著しく減少し、学

費の負担が困難と認められる場合に、授業料の全額または半額の減免を受けられるもので、学生の学業継続支援

に役立っている。なお、地震等激甚な災害において、災害救助法による指定区域に学費負担者が居住している学

生に対しては、授業料免除の措置を講じる等、状況に応じて柔軟な配慮を行っている。 

 

 

資料7-3-③-1 （別添）留学支援プログラムの概要 

資料7-3-③-2 （別添）留学期間中の授業料の取り扱いに関する基準 

表7-3-③-1 日本学生支援機構の奨学生奨学金の貸与状況    21.3.31 現在 

 

表7-3-③-2 授業料減免実績 
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【分析結果とその根拠理由】 

 大学の教育目的の観点から、充実した留学支援制度を設け、また学生の状況に応じた授業料減免を行っており、

学生への経済面の援助は、適切に行われていると判断する。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

①  少人数制により、教職員と学生とのコミュニケーションが緊密である上に、充実した、あるいは工夫した

取り組みを行っている。履修指導に関しては、全体オリエンテーション、学部・学科・専攻別オリエンテー

ション、新入生一泊研修等、様々な取組が行われ、学生は円滑に授業科目を選択し、安心して受講を開始す

ることができる。 

②  単位取得が芳しくなく、学生生活への不適応が懸念される者については、学生支援担当及び学生支援チー

フ等が大学生活フォロー面談を実施、適宜助言を行っている。 

③  大学の教育目的に基づき、自主学習や学外活動を重視し、活動しやすい環境作りに努め、学生のモチベー

ションを高めるべく各種の取り組みを行っている。 

④  就職支援では、キャリアサポートプログラムのもと、就職専門員を中心に教員と連携して、各種のガイダ

ンス・研究会・講座・面談等を実施している。進路情報室内に設置された就職情報支援デスクでは、各種の

就職関連の書類の添削や面接対策等をきめ細やかに行っている。 

⑤  充実した留学支援制度により、長期・短期それぞれの留学に対して奨励金を交付している。本制度の活用

により海外留学をする学生が飛躍的に増え、本学の主要な学生支援事業の一つとなっている。 

 

【改善を要する点】 

障害を持つ学生に対する支援は、基準８に述べる施設面での対応が見られるものの、制度面では特段目立

ったものがなく、教職員の個別対応に依っているのが実情である。対象者が少ないため、現状において支障

はないと考えられるが、より適切な対応のためには、制度面のバリアフリー化が求められよう。 

 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

授業科目の履修手続きに関するガイダンスは、全学的に周到な計画のもと実施されている。さらに、教務委員

やクラス担任の教員、事務局の教務係等が、丁寧に履修相談に応じており、適切に行われている。学習支援・助

言は、各学科の学年担任制、オフィスアワー等による個別的な対応に加えて、大学生活フォロー面談によっても

フォローを行う等、適切に行われている。 

学習支援に関する学生ニーズの把握は、メールによる相談窓口、目安箱、授業評価アンケート等、多様な形で

実施され、学習環境の整備、授業改善等に十分に機能しており、留学生・社会人学生等、特別な支援を行うこと

が必要と考えられる学生に対しても、教員や事務職員が個別に対応し、適切な学習支援を行っている。ただし、

特別な支援を行うことが必要と考えられる者への生活支援では、留学生については充実しているが、障害を持つ

学生に対する対応に関しては、課題が残る。 

本学では、教育目的に添って自主的な学習の支援や課外活動の支援を重視しており、ボランティア活動への支

援等、人的支援・ハード面の支援ともに充実しており、活動が円滑に行われるように適切に支援していると判断

される。 
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学生の健康、生活、進路、各種ハラスメント等の相談・助言の組織的整備も充実しており、適切に機能してい

ると判断される。 

生活支援等に関する学生ニーズについては、目安箱、支援担当教員・事務局職員と学生との意見交換、進路に

関する学生全員の個別面談等を通して、適切に把握されている。 

学生への経済面の援助については、本学の特色ともなっている充実した海外留学支援制度をはじめ奨学金の貸

与、授業料減免措置を行っている。海外留学支援制度の活用により、海外留学に参加する学生数の飛躍的な増加

が見られるとともに、授業料減免に関して、対象者の拡大を図っている等、独自の取組を行っており、学生への

経済面の援助は、適切に行われていると判断できる。 
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基準８ 施設・設備 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点８－１－①： 大学において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設・設備

が整備され，有効に活用されているか。また，施設・設備のバリアフリー化への配慮がなさ

れているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学は、昭和５５年の開学後、昭和５７年の群馬県玉村町への移転時に建設された、教室研究棟、管理棟、講

堂、体育館及び平成１９年度に竣工した新館等からなる 25,504 ㎡の校舎並びにグランド、テニスコートを含む

16,007 ㎡の運動場を保有している（表 8-1-①-1）。これらに駐輪場等を加えた総敷地面積は、63,793 ㎡である。

総敷地面積から駐車場等の面積を、校舎面積から体育館及び講堂等の面積を差し引いた設置基準上の校地及び校

舎面積と基準面積との比較は（表8-1-①-2）のとおりである。 

 校舎には、収容人員３０名程度の小規模教室を中心に講義室が４１室、実験実習教室が８室、最新のコンピュ

ータシステムを導入し、語学学習教室としての機能にあわせて情報処理学習教室としての機能も果たすＣＡＬＬ

（Computer Assisted Language Learning）教室が４室（コンピュータ合計１４８台）整備されている。ＣＡＬＬ

教室は、実践的な語学教育とビジネス知識の修得を目指す国際コミュニケーション学部の授業において教育上必

要不可欠であるとともに文学部においても重要な施設となっており、英語や情報科目の授業において活用されて

いる（表 8-1-①-3）。さらに、学生の自主学習に貢献するとともに情報処理学習教室としての機能も果たす自由

パソコンルームが１室（コンピュータ４８台）整備されている。これらの施設設備は、学生の授業又は自主学習

に大いに活用されている。 

 校舎各所にスロープが設けられており、管理棟、教室研究棟、講堂、体育館、図書館、大学会館及び新館に、

車いすでも自由に往来することができ、２階以上の建

物にはエレベーターが設置されているほか、身体障害

者用トイレも各所に設置され、駐車場には身体障害者

用駐車場も設けられている。新館にはさらに、館内に

点字ブロック及び点字案内表示が設けられている。 

表8-1-①-1 施設平面図 

表8-1-①-2 設置基準上の校地及び校舎面積と基準面積との比較 

表8-1-①-3 授業によるCALL教室使用率(H21) 
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【分析結果とその根拠理由】 

 校舎面積及び敷地面積は、大学設置基準の必要面積を大幅に上回っており、十分な設備と言え、教室は、収容

人数３０名程度の小規模教室が多く、英語を中心とした語学教育、少人数教育に力を入れている本学の施設とし

てふさわしい設備となっていると言える。 

 バリアフリー化への配慮については、様々な配慮がなされており、体の不自由な学生が十分に学内施設を活用

するに足りる状況であるが、教室研究棟においては、新館と比してバリアフリー環境の整備充実が遅れており、

スロープ、自動ドアの設置、教室の改修等が望まれるところである。 

 新館を除き、全体として施設の老朽化が認められ、空調設備や出入口の不具合等が頻発することから、早急な

改修・整備の必要があると認識している。 

 

観点８－１－②： 大学において編成された教育課程の遂行に必要なＩＣＴ環境が整備され，有効に活用され

ているか。 

 

【観点に係る状況】 

 ＩＣＴ整備の筆頭は、ＣＡＬＬ教室である。４教室に最新のコンピュータ１４８台が整備され、英語を五感で

体感しながら習得するソフトや学習遍歴の記録が可能なソフトがインストールされている（表 8-1-②-1）。各々

の学生はアカウントを与えられており、学内のみならず、学外のコンピュータからのアクセスも可能となってい

るとともに、個人情報のセキュリティ管理上にも有効に機能している。ＣＡＬＬ教室においては、数多くの授業

が行われているほか、授業時間外において、自主学習のために開放されている。平日は９：００～２０：００、

週休日は９：００～１７：００となっており、学生は、自主学習の場合にもＣＡＬＬシステムを自由に使用する

ことができる。 

 さらに自主学習を推進するために、自由パソコンルームが設置されている。４８台のコンピュータに表計算ソ

フト及びワープロソフト等自主学習として通常使用するに十分なソフト（表8-1-②-1）がインストールされてお

り、学生は十分に容量を確保したコンピュータを活用して効率的な学習を行うことができる。 

加えて、学生の進路設計に資するために進路情報室を設け、インターネット対応コンピュータ８台を設置して

いる他、美学美術史学科のデザイン実技用として、デザイン教室にデザイン用ソフトをインストール（表8-1-②

-1）したコンピュータを９台設置している。 

自由パソコンルームには、パソコンルーム相談員が、進路相談室には進路支援デスクとして職員が配置されて

おり、不慣れな学生にも施設を有効に活用できるよう配慮がなされているとともに、パソコン相談員は、コンピ

ュータの不具合等の緊急対応も行い、業者によるメンテナンスを受けるまでの間にも学生に不便を与えないよう

配慮がなされている（基準７：表7-2-①-2）。 

 ＬＡＮ環境としては、学内ＬＡＮを全教員、事務局、図書館、外国語教育研究所、群馬学センター、各学部学

科研究室に整備（接続コンピュータ数２２０台）し、さらに無線ＬＡＮのアクセスポイントを新館の１、３、６

階及び実技棟に設置している。なお、事務局においては、学内ＬＡＮに接続されているコンピュータが２台設置

されている他、全事務職員に配置されたコンピュータが群馬県庁ネットワークに接続している。 

これらの施設の活用状況を示すと、４つのＣＡＬＬ教室における授業での使用率は９０％以上に達しており、

また、ＣＡＬＬ教室と自由パソコンルームの自由時間（当該教室で授業が行われていない時間帯）において、平

均すると各教室の席数の５０％以上が自主学習のために活用されている（基準７：7-2-①-1）。 
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【分析結果とその根拠理由】 

 授業時間、自習時間のいずれにおいても、学生が情報ネットワークを十分に活用できるだけのＩＣＴ環境が整

備されていると言える。 

 

 

観点８－１－③： 施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され，大学の構成員（教職員及び学生）に周

知されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 施設運用については、「群馬県立女子大学施設等使用規程」、「施設使用許可方針」、「講堂使用細則」を定めてお

り、学生に対しては、『学生便覧』に施設使用上の運用方針の詳細を掲載し周知を図っているとともに、新入学者

に対して行うオリエンテーションにおいて事務担当者が施設・設備の使用についての留意事項を説明している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

以上から、施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され、構成員に周知されていると判断する。 

 

資料8-1-③-1 （別冊）群馬県立女子大学施設等使用規程（規程集ｐ２９７） 

資料8-1-③-2 （別冊）群馬県立女子大学施設使用許可方針（規程集ｐ３００） 

資料8-1-③-3 （別冊）群馬県立女子大学講堂使用細則（規程集ｐ３０１） 

表8-1-②-1 ＣＡＬＬ教室等のインストールソフト一覧 
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観点８－２－①： 図書館が整備され，図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的

に収集，整理されており，有効に活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

附属図書館は、学生用スペースとして談話室２６席79㎡、視聴覚室５席29㎡を擁した鉄筋コンクリート造２

階建1,195㎡となっている。 

 平成２１年３月末現在、計145,115冊の蔵書を有しており（表8-2-①-1）、これらは系統的に収集・整理され、

学内の学生はもとより、広く一般県民に対しても図書館を開放して、閲覧・貸出等を行っている（表8-2-①-2､3）。 

 資料の選定にあたっては、各学部の各学科・課程からの推薦図書と、学生を含めた図書館利用者から要望のあ

った図書について、附属図書館運営委員会の審議を経て購入し整備している。またシラバスに掲載されている参

考図書については網羅的な収集に努め、学生等の利用に供している。 

 資料の検索については、学内ＬＡＮに繋がった施設のみに限られていた検索システムを平成２０年度に改善し、

ウェブサイト上に蔵書を公開することによって、２４時間どこからでも検索可能な情報環境を整備し、利用者の

利便性を高めている。（図書館検索システムウェブサイト http://www.gpwu.ac.jp/org/lib/new_system.html） 

 また、利用状況については、平成２０年度実績で、利用者（入館者）数27,139人、貸出冊数19,180冊となっ

ており、一般県民にも利用されている（表8-2-①-3）。 

資料の整備状況についての学生の満足度（教育評価アンケート結果）を示すと表のとおりであり（表8-2-①-2）、

満足又は普通との回答が７２％である一方、不満２２％、非常に不満５％と不満を持つ学生も多い。資料の増加

を望む声が多い一方で、書架収容能力については、書庫、閲覧室ともに満杯の状態である。照明、空調等基本的

な学習環境についても改善を求める声が利用者から上がっている（表8-2-①-3）。 

 

 

表8-2-①-1 図書館蔵書数                                     H21.3.31 現在 

 

表8-2-①-2 平成２０年度図書館利用状況 
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【分析結果とその根拠理由】 

図書館が整備され、資料を系統的に整理するよう努めている状況であると言える。資料の活用状況については、

昨年度の状況からは減少しているが、概ね有効に活用されていると言える。ただし、資料の整備状況についての

学生アンケート結果からは、本学図書館に対する資料の整備や施設に不満を持っている学生も多数存在すること

が明らかになっている。施設は老朽化が目立ち、書架や書庫も不足しており、保管場所の不足が資料の充実の妨

げになるという悪循環が生じている。 

平成１７年度に国際コミュニケーション学部が設置され、平成２１年度には同研究科及び文学部総合教養学科

が新設されており、益々附属図書館の重要性が増す中、今後の安定的な蔵書数の維持のためには、図書資料費の

確保とともに、図書館の改修・増築が今後の大きな課題であると認識している。 

 

 

 

 

表8-2-①-5 図書館施設の改善を求める声（教育評価アンケート）から 

 

・学習をする上で土日祝ともに開館していないのは大変困ります。支援してほしいです。 
・倉庫にほとんどの本があるため使いにくい。 
・図書館の規模がせまい。 
・図書館の談話室暗いです。 
・空調・蔵書検索システム・開館時間・延長貸出の仕方など多くの面において他大学の図書館より劣っている。
・新しい文献が入らないので、もっとスペースを拡大して欲しい。 
・規模が小さすぎる。本の場所が分かりにくい。 
・大学附属にしては設備が悪いと思う。 
・暗い。（下の自習室） 
・図書館の温度、照明不適切。自習室がほしい。 
・図書館をもっと充実させてほしい。夜もう少しおそくまでやってほしい。 
・図書館でクーラーがきいていない 

表8-2-①-3 図書館開館時間等 表8-2-①-4 図書館資料の整備状況にかかる 

学生満足度 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

小規模大学ながら、十分な施設及び人的体制を整え、学生の利便性向上に努力している。 

 

【改善を要する点】 

 新館を除く施設・設備には、老朽化が認められ、適正な維持管理を行っているものの、教室研究棟におけるバ

リアフリー環境の不足が認められ、中でも附属図書館については、蔵書スペースの不足、照明・空調等について、

学生から不満の声も上がっている。早急な改修・整備が必要である。 

 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

学生数1,000人程度の小規模大学でありながら、設置基準を大きく上回る広大な校地及び校舎面積を確保して

いる。校舎内には、ＣＡＬＬ教室、自由パソコンルーム、デザイン室に学生が自由に使用できるパソコンを配置

するとともに、施設内に無線ＬＡＮのアクセスポイントを整備していることにより、授業時間中、授業時間外の

いずれにおいても、学生が十分に情報ネットワークを活用でき得る設備を整備している他、授業時間外にパソコ

ン相談員を配置することにより、機器に不慣れな学生の自主学習に対しての支援も十分に行っている。さらに、

全てのコンピュータがインターネット対応機能を備えているため、様々な情報検索に利用することが可能である。

教職員間においては、学内ＬＡＮ及び群馬県庁ネットワークの完備により、迅速で効率的な業務遂行が可能とな

っている。 

また、施設の運用方針については、各規程により明確に定められ、その内容は、『学生便覧』に明示し、全学生

及び全教職員に配布しているほか、ホームページに掲載しており、周知は十分になされている。 

図書館が整備され、資料の系統的な整理に努めている状況であるが、施設の老朽化や書架・書庫の不足が目立

っており、図書館の重要性が高まる中、資料のさらなる充実とともに改修・増築が今後の大きな課題である。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点９－１－①： 教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し、蓄積しているか。 

【観点に係る状況】 

 教育活動の実態を示す資料は、大学概要（別添資料）、大学ウェブサイト（表 9-1-①-1）にデータが蓄積され

ている。シラバス、講義の時間割、休講情報、定期試験日程、講義・演習の成績、学生の単位取得状況等、教育

に関する詳細なデータについては、事務局教務係に蓄積されている。また、教育活動の実態把握のために行って

いる授業評価アンケート、教育評価アンケート等のアンケート結果については、自己点検・評価を行う自己点検・

評価運営委員会を担当する事務局総務係に蓄積されている。各学期の定期試験の結果、卒業論文、修士論文等は、

各学部・学科又は課程において保存されている。 

 県立大学である本学では、群馬県の文書管理規程に基づき、公文書として、それぞれ書類の重要度等に応じて

定められた保存年限の間保存している。 

表9-1-①-1 大学ウェブページ掲載情報一覧 
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【分析結果とその根拠理由】 

 教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し蓄積していると言える。 

 

観点９－１－②： 大学の構成員（教職員及び学生）の意見の聴取が行われており、教育の質の向上・改善に

向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 

【観点に係る状況】 

各々の授業については、「授業評価アンケート」によって、学生及び教職員の意見の聴取が行われている（別添

資料）。アンケート結果に対する担当教員のコメントを付して、学内に閲覧公開することによって、個々の授業に

ついての学生の意見、教員の意見を聴取し、これらを他の学生や教職員に公開することによって、担当教員の授

業に対する意識を高め、教育の質の向上・改善に結びつけている。具体的な例としては、授業で視聴覚資料を使

用していなかった教員がアンケート結果により翌年度から視聴覚資料を活用した授業を行い、学生から好評を得

た事例等が挙げられる。 

大学教育全般に対する要望や満足度に関しては、平成１７年度末に在学生を対象に「教育評価アンケート」を

実施しており、この結果について、自己点検・評価運営委員会において分析し、評価結果に基づいて、事務局が

改善を行っている。 

また、学生からの意見聴取は、目安箱によっても行っており、学生からの意見については、学長、事務局及び

必要に応じて関係教員が協議して対応している（表9-1-②-1）。 

アンケート結果とその分析結果及び目安箱への対応状況は、自己点検・評価運営委員を通じて、各学部の学科・

課程にも伝えられる。具体的に教育課程の編成を担当する各学部の学科・課程において、これらの意見を踏まえ、

教育課程の見直しの際の参考データとして活用している。 

 

 

資料9-1-②-1 （別添）教育評価アンケート結果に対する事務局対応状況 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

個々の授業についての質的向上及び改善への取組は授業評価アンケートにより、大学教育全般に係る質的向上

表9-1-②-1 目安箱に対する意見と対応状況 
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及び改善のための取組は教育評価アンケートにより、適正になされていると言える。よって、教育の質の向上・

改善に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされていると判断する。 

 

観点９－１－③： 学外関係者の意見が、教育の質の向上、改善に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活か

されているか。 

【観点に係る状況】 

当該年度の卒業生に対して、事務局の進路指導担当者が、大学の教育への満足度、要望等に関するアンケート

を行い、事務局における大学運営企画のための参考資料として活用している。 

また、平成20年5月に学長、各学部長の出席の下、卒業生から大学の教育に関する意見聴取ための懇談会とし

て「卒業生の意見を聴く会」（表 6-1-⑤-2）を実施し、卒業生からは、既存学部の教育内容を大学のブランド力

の強化のために、より一層活用して欲しいといった意見がだされた。この会の結果については、自己点検・評価

運営委員会に報告されるとともに、学長の大学運営に関する参考意見として、また各学部長の各々の学部におけ

る教育課程編成の際の参考意見として活用している。 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

 学会関係者の意見は、卒業生の教育満足度及び要望に関するアンケートの実施、卒業生から大学幹部が直接意

見を聴く懇談会の開催により聴取されているが、これらの意見は、学長、学部長及び事務局長等の大学幹部や自

己点検・評価運営委員等に伝えられ、大学運営に関する参考意見として活かされていることから、学外関係者に

意見が、教育の質の向上、改善に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされていると言える。 

 

 

観点９－１－④： 個々の教員は、評価結果に基づいて、それぞれの質の向上を図るとともに、授業内容、教

材、教授技術等の継続的改善を行っているか。 

【観点に係る状況】 

授業評価アンケート結果は担当教員に示され、当該担当教員は、当該アンケート結果により自らの講義の問題

点を把握・分析し、改善策を検討して、コメントを大学側に提出することとなっている。 

平成２０年度前期授業評価アンケートにおける各教員の対応状況においては、板書が分かりにくいという意見

に対し丁寧な板書を心がけるというもの、低学年次学生用の授業科目において説明が専門的で難解といった意見

に対しより分かりやすい説明を心がけるというもの、質問しづらいという意見に対し授業中に質問の時間を設け

るといったコメントが提出された。 

 

基準３ 資料3-2-②-2 平成２０年度前期学生による授業評価アンケート結果 

  

【分析結果とその根拠理由】 

 授業評価アンケート結果に基づき、個々の教員は、それぞれの授業の質の向上を図り、必要に応じて授業内容、

教材、教授技術等の改善を継続的に行っていると言える。 

 

観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが、適切な方法で実施され、組織として教育の質の向

上や授業の改善に結びついているか。 
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【観点に係る状況】 

 本学におけるファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」）は、現在、自己点検・評価運営委員会を中心

に研修会の開催、外部団体で開催される研修会への教員の派遣、先進団体に対する視察、教員間の授業公開・参

観により行われている（表 9-2-①-1）。教員間の授業公開は、平成２０年度から６年間で、本学の全ての教員が

１度は自らの授業を他の教員に公開する計画としており、年度ごとに、数回の授業公開につき１回の意見交換会

を行い、授業について、他の教員から客観的意見を受けることによって、授業改善に資することを目指している。

具体的な実施方法については、自己点検・評価運営委員会の決定に基づき、当該委員会委員長が各学部長に指示

している。平成２０年度は、初めての実施であったが、意見交換会において、授業の進め方、説明の仕方、資料

の使用法等、授業運営全般について、各教員から活発な意見交換がなされ、参加した教員からは、他の教員が同

じ教育上の悩みを持っていることが分かったり、別の視点からの意見を得ることができ、大変有意義であった旨

の感想が得られている。（基準３ 表3-2-②-1）。 

また、自己点検・評価運営委員会を中心とした大学としての取り組みの他、文学部の教養教育科目のなかの必

修科目「論理的思考と表現」のＦＤ報告集会やＦＤの意義等についての教員間の意見交換会も行われ、こちらに

ついても参加した教員から、教員全員にとって教授法の研鑽のみならず、学生の全体的傾向を把握するためにも

有意義であったとの感想が得られた。 

 

 

資料9-2-①-1 （別添）教員間の授業公開予定表、意見交換会の概要 

資料9-2-①-2 （別添）「論理的思考と表現」のＦＤ報告集会の概要 

表9-2-①-1 ＦＤ及び自己点検等活動状況 

実施項目 対応者等 内容
4月1日 火 新規採用職員に対する研修会 新規採用教員3名（藤沢・佐藤･武藤） 服務、給与、庶務等基本的事項についての研修

４月 － 学生意見目安箱の設置 大学構内３カ所に設置
5月27日～ － 教員間授業公開の実施
5月27日 火 国際コミュニケーション学部教員間授業公開意見交換会 国際コミ教員７名
5月31日 土 卒業生の意見を聴く会 卒業生名、教員４名、事務局１名
6月30日 水 第１回自己点検・評価運営委員会 委員１９名、事務局３名 認証評価に係る自己評価について、教育評価アンケートの実施について
7月2日 水 文学部教員間授業公開意見交換会 文学部教員１７名

７月 － 平成20年度前期授業評価ｱﾝｹｰﾄ 対象科目482科目・教員意見コメント徴取
学生（出席、予習・復習、積極さ）、教員（目標、シラバス、説明、テキスト、板
書、機材等の使用、興味関心、工夫、熱意、質問、満足度）

7月14日 水 文学部教員間授業公開意見交換会 文学部教員１４名
10月8日 水 第２回自己点検・評価運営委員会 委員１９名、事務局３名 認証評価に係る自己評価について、教育評価アンケートの実施について

11月26日 水 国際コミュニケーション学部教員間授業公開意見交換会 国際コミ教員９名

11月26日 水 平成20年度ＦＤ講演会
講師　神戸大学大学教育推進機構
　　　　教授　川嶋太津夫
大学側参加者48名

「学士課程の教育内容・方法の改善にについて」

１月 － 平成20年度後期授業評価ｱﾝｹｰﾄ 対象科目370科目・教員意見コメント徴取
学生（出席、予習・復習）、教員（目標、シラバス、理解度、テキスト、説明の
明確さ、機材等の使用、情報機器、質問、満足度）

１月 － 平成20年度教員の教育研究業績調査 全専任教員を対象 教育活動、学術研究、地域貢献、管理・運営に関する貢献
１月 － 群馬県立女子大学教育評価ｱﾝｹｰﾄ 全学生を対象 大学全体の満足度等

日時
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 【分析結果とその根拠理由】 

ＦＤ活動は、大学の自己点検・評価運営委員会が中心となって組織的に行われており、適切な方法で実施され、

組織として教育の質の向上や授業の改善に結びついていると言える。 

 

観点９－２－②： 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質の向

上を図るための取組が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 教育支援者としては、群馬県職員が事務職員として配置されており、群馬県地方自治研修所が行う各種職員研

修を受けている。 

教育補助者としては、教務補助を７名を置いている。教務補助は、専任教員、非常勤講師の授業の準備や専任

教員の研究上の補助を任としている嘱託職員である。業務の基本的な研修は、事務局職員が行っており、必要に

応じて学科・課程でも教員からの指導を行っている。 

  

【分析結果とその根拠理由】 

事務局による日常の事務処理に係る説明、学科・課程による教員からの指導により行っており、教務補助から

も不足はないとの意見がでていることから、日常業務遂行には十分な体制となっているものの、資質向上を目指

した研修は特段実施しておらず、十分とは言えない状況である。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

①  アンケート、懇談会等により、教職員、学生及び卒業生等の学外関係者からの意見聴取の機会が設けられ

ており、これらの意見は、自己点検・評価運営委員会が中心となって集約し、教育の質の向上・改善に向け

て適切な形で活かされているとともに個々の教員も各々授業内容等の改善を行っている。 

②  ＦＤについては、教員間の授業公開等を組織的に行っており、教育の質の向上や授業改善に結びついてい

る。 

 

【改善を要する点】 

教育補助者に対しては、実務研修を事務局職員が行い、各学部・学科の教員の指導も随時受けられる体制とな

っているが、資質向上の観点からは十分な対応とは言えない。 

 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

教育活動の実態を示す資料は、事務局に集約され、群馬県文書管理規程に基づき保存している。 

大学関係者（教員及び学生）からの意見聴取は、個々の授業に対する教員・学生双方の意見を、「授業評価アン

ケート」により、大学教育全般に関する学生の意見を「教育評価アンケート」により、日常的な問題に関する学

生の意見を目安箱により集約している。これらの意見は、自己点検・評価運営委員会が取り扱い、必要に応じて
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対応を協議するとともに、具体的に教育課程の編成を担当する各学部の学科・課程に伝えられ、教育課程の見直

しの際の参考データとして活用されている。 

 学外関係者からの意見は、卒業者アンケートにより集約するとともに、その意見を直接教育改善に活かすため

に、学長・学部長出席の下、卒業生の意見を聴く会を開催した。 

 ＦＤについては、ＦＤ研修会の実施、外部研修への教員の派遣等の他、平成２０年度から教員間の授業公開を

行っている。授業公開後に行われた意見交換会では、各教員から活発な意見交換がなされた。 

 教育補助者に対する研修は、事務局が実施している他、各学部・学科等において教員からの指導も随時受けら

れる体制となっている。 
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基準10 財務 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点10－１－①： 大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。また，債務

が過大ではないか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学は、群馬県が設置・運営している公立大学で、本学の財務は、地方自治法等の規定に基づく公会計で処理

されており、予算、決算等については、県議会の議決、承認を得ることとなっている。 

 資産としては、公有財産として大学運営に必要な土地及び建物（資料：公有財産の状況）、また、物品としては、

教育・研究用備品、図書を保有している。 

 債務の状況については、公会計では、法人会計と同様の「債務」というとらえ方はしない。 

歳出予算は、入学料、入学試験料、授業料等の自主財源（特定財源）と群馬県一般会計予算（一般財源）によ

り財源措置されており、大学全体の収支は常に均衡している（表10-1-①-1）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 本学は、群馬県が設置・運営する公立大学であり、大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資

産を有していると言える。 

 

観点10－１－②： 大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継続的に確保

されているか。 

【観点に係る状況】 

 本学の経常的収入は、群馬県からの一般会計予算（一般財源）を除いた、授業料、入学試験料、入学料が主と

表10-1-①-1 決算の状況 

資料10-1-①-1　決算の状況 （単位：円）
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

授業料 484,129,800 504,960,100 511,122,450 516,731,870
その他使用料 586,720 653,208 3,000 3,000
入学試験料 31,309,000 24,785,000 17,210,000 28,321,000

入学料 57,528,000 54,567,000 52,029,000 52,170,000
その他手数料 184,000 193,200 195,600 182,000

200,000 200,000 300,000 200,000
9,234,372 6,906,871 7,137,868 7,548,961

583,171,892 592,265,379 587,997,918 605,156,831
571,730,757 758,001,143 1,504,050,376 515,993,398

1,154,902,649 1,350,266,522 2,092,048,294 1,121,150,229
846,803,869 897,935,745 939,795,833 951,573,242
96,299,564 111,254,072 91,169,404 98,038,453

教員研究費 30,409,842 28,678,716 20,409,618 20,866,222
外国語教育研究所 6,206,974 5,137,807 2,119,710 2,044,614
新学部運営推進 91,700,031 21,855,705 159,237,800 9,848,625

学生経費 43,949,869 45,154,477 37,215,429 38,779,073
1,115,370,149 1,110,016,522 1,249,947,794 1,121,150,229

新館建設 39,532,500 240,250,000 842,100,500 0
1,154,902,649 1,350,266,522 2,092,048,294 1,121,150,229合計

教育費

経
常
的
経
費

臨時的経費
小計

研究費

教職員給与
運営管理

歳
入

歳
出

一　般　財　源
計

特
定
財
源

使用料

手数料

寄　　付　　金
雑　　　　　　入

小計
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なる自主財源（特定財源）である。これらは、当該年度の入学試験の結果に左右されるが、本学では近年大学改

革を進めており、その影響から、入学者選抜試験においては、毎年度概ね志願倍率で５～９倍の出願がある。毎

年度入学定員を欠けることなく入学者を得ているため、本学の決算額に対する自主財源（特定財源）の割合は、

平成１６年度以降、毎年度概ね５０％を超えている（表10-1-②-1）。学生の収容定員と在学生数の関係を見ても、

在学生数は、収容定員を上回っており（表 4-3-①-1）、学生納付金収入の継続的確保の面からは問題がない。こ

のような状況に加えて、科学研究費補助金等の競争的補助金への申請を行い、例年数件の採択を受けている。ま

た、公開授業に係る企業からの寄附金受入れを積極的に行っている（表10-1-②-2）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学改革が功を奏し、学生募集が順調に推移しており、安定的に学生の確保が維持されているから経常的収入

は、継続的に確保されている。さらに、外部資金を恒常的に受け入れていることから、大学の目的に沿った教育

研究活動を安定して遂行するための収入の確保に努めていると判断する。 

 

観点10－２－①： 大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計画等が策定

され，関係者に明示されているか。 

【観点に係る状況】 

 地方公共団体における毎年度の活動の基本計画と言える予算については、学長と事務局による協議によって予

算要求の原案を審議・作成し、県財政部局との協議・査定を経て県当初予算案にまとめられ、県議会での審議、

議決を得ている。県当初予算案は、群馬県のウェブページに掲載されるとともに報道発表も行い、県民への周知

が図られている。また、本学の予算については、予算成立後、各学部の教授会に報告することによって、各教員

への周知を行っている（http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=61362）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の予算は、多くの関係者により十分に検討された上で成立しており、その内容は、報道発表、ホームペー

ジへの掲載等により、大学関係者だけでなく、広く県民にも明示されていると言える。 

 

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

 

【観点に係る状況】 

 経常的収入及び群馬県一般会計予算（一般財源）により、支出超過はない。 

表10-1-②-1 決算額に対する特定財源割合 

 

表10-1-②-2 外部資金獲得状況 
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【分析結果とその根拠理由】 

本学は、公会計のため、収入と支出は各年度とも均衡しており、支出超過はないと判断する。 

 

観点 10－２－③： 大学の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む。）に対し，

適切な資源配分がなされているか。 

【観点に係る状況】 

県が非常に厳しい財政状況であることを受けて、本学においても、歳出額の削減及び歳入の確保を推進してい

るが、毎年度、教育研究活動に支障が生じないよう、一定の額を確保している。各支出項目毎の経常的経費に対

する割合で見ると、人件費が特に高い（表 10-2-③-1）が、これは、本学が徹底した少人数教育を特色として、

大学設置基準を大幅に上回る教員数を確保しているためである。人件費は教育研究活動に対する資源配分を含ん

でいると言え、本学の教育内容に即した必要な資源配分を行っているものである。 

 また、本学の教育研究の充実を図るため、多額の費用を要する施設設備整備についても、計画的に整備してい

る。平成１７年度には、国際コミュニケーション学部の設置に合わせ、研究棟にＣＡＬＬ教室３教室を整備し、

国際コミュニケーション学部学生が学年進行に伴い増加する平成１８年度には、６階建ての新館を建設、ＣＡＬ

Ｌ教室を１室増加した。新館は平成１９年度に供用開始し、教育研究施設は大幅な充実をみている。 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学全体の予算が、群馬県の予算編成方針により減少する状況にあって、予算の範囲内で適切な資源配分を行

い、教育研究活動の充実に努めているが、大胆な事業を展開する為には、絶対的な予算不足の感は否めない。 

 

観点10－３－①： 大学を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

 

【観点に係る状況】 

県を設置者とする公立大学であるため、財務諸表は作成していない。なお、本学の収支予算・決算を含む群馬

県の予算及び決算については、県議会で審議、承認を受け公表されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

公会計のため財務諸表は作成していないが、収支の状況は県民一般に広く公表されていると言える。 

表10-2-③-1 歳出予算の配分実績 

金額 割合（対経常経費） 金額 割合（対経常経費） 金額 割合（対経常経費） 金額 割合（対経常経費）

786,808,000 74.7% 828,188,000 75.5% 841,776,079 76.5% 845,622,000 76.3%
149,882,000 14.2% 157,562,000 14.4% 162,082,921 14.7% 167,767,000 15.1%

教員研究費 30,948,000 2.9% 31,521,000 2.9% 31,521,000 2.9% 32,301,000 2.9%
外国語教育研究所 3,380,000 0.3% 3,221,000 0.3% 2,290,000 0.2% 2,257,000 0.2%

小計 34,328,000 3.3% 34,742,000 3.2% 33,811,000 3.1% 34,558,000 3.1%
新学部運営推進 36,000,000 3.4% 26,634,000 2.4% 17,861,000 1.6% 15,664,000 1.4%
学生経費 46,703,000 4.4% 49,154,000 4.5% 44,494,000 4.0% 44,401,000 4.0%

小計 82,703,000 7.8% 75,788,000 6.9% 62,355,000 5.7% 60,065,000 5.4%
1,053,721,000 100.0% 1,096,280,000 100.0% 1,100,025,000 100.0% 1,108,012,000 100.0%

臨時的経費 103,900,000 9.0% 256,982,000 19.0% 995,428,000 47.5% 15,000,000 1.3%
1,157,621,000 109.0% 1,353,262,000 119.0% 2,095,453,000 147.5% 1,123,012,000 101.3%

平成19年度

教育費

研究費

平成16年度 平成17年度 平成18年度

計

経常的経費

運営管理

（金額単位：円）

施設整備

教職員給与

合計  
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観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

地方自治法第２３３条第２項の規定により、毎年度、県監査委員による本監査と、県職員による行政監査（事

務監査）が実施され、その結果が県議会で審議、承認され、公表されている。また、地方自治法第２５２条の２

７第１項の規定に基づく公認会計士や弁護士等による包括外部監査が平成１５年度に行われており、その結果が

県議会に報告された他、県民にも公開されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

地方自治法に基づき適正な手続きがとられていると言える。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

①  群馬県設置の公立大学であることから、収入と支出は均衡しており、地方自治法に基づいた監査により適

正な経理が確認され、公表されている。 

②  本学は、大学改革に積極的に取り組んでいることから、毎年多数の受験者及び入学者を確保しており、経

常経費に占める自主財源の割合は高い。 

③  支出については、全ての歳出予算について、県の財政当局の審査・査定を経ている。近年の財政難から、

無駄な支出は一切行っておらず、教職員が一丸となって効率的な予算執行に砕身している一方、教育研究に

対しては、本学の教育の特色に即した予算配分を行っており、厳しい予算ながらも教育研究活動を重点に運

営している。 

④  科学研究費補助金等の競争的補助金への申請を行い、例年数件の採択を受けている。また、公開授業に係

る企業からの寄附金受入れを積極的に行っている。 

 

【改善を要する点】 

本学では大学改革を進めながら、事務の無駄を省き、不必要な支出の見直しなどを徹底することにより、活力

ある大学づくりに邁進しているところであるが、県財政が厳しいなか、大胆な事業展開が難しい場面も多い。今

後本学がさらに活力ある大学として飛躍するためには、充実した予算の確保が望ましいと考える。 

 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

 本学は、公立大学であり、収入と収支が均衡しているため、教育研究活動を安定して行える状況にあると言え

るが、設置団体の財政状況は厳しく、充実した予算の確保が課題となっている。 

法律に基づいた監査による適正執行、県予算査定による歳出の見直しを行い、本学は群馬県設置の公立大学と

してのメリットを最大限に生かしながら、特色ある教育研究活動を行うことにより、毎年度、多くの受験者及び

入学者を確保し、外部資金の導入についても積極的に行いながら安定的な教育を遂行している。 
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基準11 管理運営 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点11－１－①： 管理運営のための組織及び事務組織が，大学の目的の達成に向けて支援するという任務を

果たす上で，適切な規模と機能を持っているか。また，危機管理等に係る体制が整備されて

いるか。 

【観点に係る状況】 

 大学の管理運営機関としては、部局長として、学長、文学部・国際コミュニケーション学部の両学部長、文学

研究科・国際コミュニケーション研究科の両研究科長、外国語教育研究所長、群馬学センター長、附属図書館長

を置き、事務局には事務局長と管理部長を置いている。また、各学部には学科長（文学部）、課程長（国際ｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ学部）を置いている。加えて、これら部局長と学長が、コミュニケーションを密に協議しており、大学を運

営している（基準２ 表2-1-②-1）。 

 さらに、合議機関としては、管理運営上の重要事項の審議機関として、群馬県立女子大学条例第８条（基準２

表2-2-①-3）の規定により評議会（表11-1-①-1）を置き、一方、学部及び大学院研究科の管理運営を行う機関

として、教授会及び研究科委員会を各々置いている。評議会は、年２回の開催であり、通常の大学運営事項は、

学長を中心とした部局長との協議により方針を決定し、評議会や教授会の承認を求めていく方式が本学において

は通例である。教員数５０名程度の小規模大学において大学の目的の達成のために適切な運営規模となっている。 

 事務局組織には、事務局長・管理部長・管理部次長以下、総務係（４名）、会計図書係（５名）、教務係（８名）、

学生係（５名）、研究所係（２名）の５係体制となっており、総勢２７名の事務職員が置かれている（基準３ 表

3-4-①-1）。 

危機管理体制としては、群馬県立女子大学防火管理規程に基づき、学長を委員長とする防火管理委員会が置か

れており、防火管理計画（表 11-1-①-2）を策定している。火災等の緊急時には、同規程第９条の規定により、

事務局長を隊長とする自衛消防隊（表 11-1-①-3）が組織され、緊急時に自衛消防隊組織が迅速かつ適切に行動

できるよう習熟することを目的として消防訓練を実施している。消防訓練は、自衛消防隊となる職員に係る各種

の訓練のみならず、全学生の避難訓練も併せて行い、地元消防署長からの評価を受けている。また、火災以外の

様々な緊急時への対応に備え、緊急連絡網が整備され、教職員へ周知している。これらにより、各種の緊急事態

に対して迅速かつ適切な対応が可能となっている。 

基準７で述べたセクシュアル・ハラスメントへの対応も、危機管理体制の一環である。 

 

 

表11-1-①-1 評議会構成員 
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【分析結果とその根拠理由】 

管理運営のための組織及び事務組織は、教員数５０名程度の小規模校として適切な規模と機能を持っていると

判断する。 

また、危機管理等に係る体制は、学内規程に基づき、火災をはじめ各種緊急事態に対して適切な行動が取れる

よう整備されていると判断する。 

 

観点 11－１－②： 大学の目的を達成するために，学長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える

組織形態となっているか。 

【観点に係る状況】 

 一定の大学運営上の重要事項は評議会において、また学部運営上の重要事項は各学部の教授会において審議さ

れ、各々の重要度等に応じ、各々の委員会において審議されているが、本学の大学運営上重要な案件はもとより、

日々起きる数々の出来事について、学長と部局長により、必要に応じて他の教員や事務局員も参加して頻繁な打

表11-1-①-2 防火管理計画 

 

表11-1-①-3 県立女子大学自衛消防隊組織及び任務分担表 

 



群馬県立女子大学 基準11 

-101- 

ち合わせが行われる他、評議会の各委員との意見交換も頻繁に行い、学長のリーダーシップの下、柔軟かつ迅速

な意思決定がなされている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

柔軟な組織により、教員数が５０名程度の本学のような小規模大学が大学の目的を達成するために、学長のリ

ーダーシップの下で効果的な意思決定を行っていると言える。 

 

観点 11－１－③： 大学の構成員（教職員及び学生），その他学外関係者のニーズを把握し，適切な形で管理

運営に反映されているか。 

 

【観点に係る状況】 

３年毎に１度、大学教育全般についての教育評価アンケートを行っている。平成１７年度に行われたアンケー

トにおいては、学生から出された各種の意見に対して、学長の指示により事務局において緻密な対応を行い、学

内の学習環境の改善を行った。具体例としては、ＣＡＬＬ教室の不足による自由パソコンルームの設置、教室研

究棟の施設改善（照明設備・トイレ・空調）の改善等が挙げられる（基準９ 資料9-1-②-1）。 

また、毎学期、個々の授業について、履修者全員を対象とした学生による授業評価アンケートを行っており、

授業及び授業環境についての学生ニーズを把握している他、授業評価アンケートにおいては、各教員から、各々

の担当授業についてのアンケート結果に対するコメントの他、担当する授業全体を通して、授業の改善に対する

対応策を提出させている（基準３ 資料 3-2-②-2）。これは、アンケートの結果による教員の反省を促す機会で

あるとともに、授業における教員からの要望把握の場ともなっている。この他、学生ニーズの把握のために、学

生意見目安箱を平成２０年度から設置し、日常の学生生活における学生ニーズの把握に努め、そのニーズを管理

運営に反映させている（基準９ 表9-1-②-1）。 

これらのアンケート結果や学生からの意見については、学長が事務局や教員に対して改善指示する他、必要に

応じて学長自ら委員長を努める自己点検・評価運営委員会における審議や評価に付すことにより、大学運営に直

ちに反映させている。 

この他、学外関係者からニーズを把握する手段として、本学では、県議会議員及び県民代表等の学外者を含む

評議会を設置しており（表11-1-①-1）、大学運営の重要事項について審議が行われている。また、就職専門員に

よる企業関係者との面談時において随時行われている他、卒業生（同窓会）を対象として学長及び教員との意見

交換会を行っている。意見交換会では、和やかな雰囲気の中、本学に対する要望、意見などが卒業生から出され、

活発な議論が展開された（基準６ 表6-1-⑤-2）。 

さらに、本学においては、多くの公開授業及び公開講座を開設し、一般県民に広く大学を公開していることか

ら、これら参加者からの意見が随時事務局や担当教員に伝えられることもあり、これらの意見も積極的に管理運

営へ反映するよう努めている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 授業評価アンケートのみならず、教育評価アンケートの実施、卒業生懇談会の実施など、多種多様な方法でニ

ーズの把握を行い、それらの結果に基づいて、学長が積極的に大学運営に反映させていることから、本学は、学

外関係者のニーズを積極的に把握し、その結果を適切に大学運営に反映させていると言える。 
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観点11－１－④： 監事が置かれている場合には，監事が適切な役割を果たしているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学は、地方公共団体が設置する公立大学であり、群馬県の一機関である。監事は置かれていないが、県立大

学として、地方自治法に基づく監査委員の監査や群馬県財務規則に基づく会計局職員による会計検査が行われる

とともに、県議会における予算、決算の審査を受け、必要な部分は県民に公表される等、適切な事業及び会計の

執行についての公正、公明なシステムが構築されている。 

また、各収入支出関係書類は、群馬県財務会計システムに基づきデータ管理されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学は、群馬県の事業予算を基に運営されていることから、県の監査制度等の対象とされており、これらの制

度が本学のチェック機関として適切な役割を果たしていると言える。 

 

観点11－１－⑤： 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう，研修等，管

理運営に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学職員は、群馬県職員であるため、群馬県で実施する各種研修を受けている。特に新任係長及び新任管理職

研修は、職員の必修研修となっていて、マネジメント能力の強化が図られている。また「組織経営能力等向上研

修」などが任意で受講でき、コミュニケーション能力、ファシリテーション能力、コーチング能力等、組織運営

に必要な能力の強化が図られている（表11-1-⑤-1）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 群馬県で実施する各種研修が充実しており、管理運営の為の組織及び事務組織が十分に任務を果たすことがで

き、職員の資質向上のための取組が組織的に行われていると判断する。 

 

表11-1-⑤-1 「組織経営能力等向上研修」の例 

 

※研修ガイド ２００８（群馬県自治研修センター） 
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観点11－２－①： 管理運営に関する方針が明確に定められ，その方針に基づき，学内の諸規程が整備される

とともに，管理運営に関わる委員や役員の選考，採用に関する規程や方針，及び各構成員の

責務と権限が文書として明確に示されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学の管理運営組織については、群馬県の一機関として、群馬県行政組織規則に定められているほか、群馬県

立女子大学条例第８条に基づき評議会が設置され、学則第４条の規定に基づき職員組織が置かれている。 

 大学の管理運営に関する事項の協議を行う部局長の選考、大学における特定の事項を審議する各種委員会委員

については、各々学内規程により明文化されている（表11-2-①-1）。 

 教授選考、教員の採用・昇任については、教授選考に関する規程、教員選考基準に基づき教授会での投票に基

づく議により学長が候補者を決定し、県への内申を経て知事に任用される。 

 なお、事務職員等は、群馬県の職員採用試験を経て採用され、女子大学に配置されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 県立の大学として、県の条例・規則、並びに評議会若しくは各教授会において審議・承認された規程等に基づ

き管理運営が行われていると言える。 
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表11-2-①-1 管理運営、採用に関する規程等一覧 
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観点11－２－②： 大学の活動状況に関するデータや情報が適切に収集，蓄積されているとともに，教職員が

必要に応じて活用できる状況にあるか。 

【観点に係る状況】 

 大学の規程等は、大学規程集としてまとめられ、教職員の閲覧に供している他、大学の目的や活動状況につい

ては、大学案内に掲載するとともに大学ウェブサイトにより随時公開している。大学ウェブサイトに掲載する情

報の量は膨大であるが、必要に応じていつでも容易に閲覧することが可能である（資料11-2-②-1）。これらの情

報は、学内の関係各部署において蓄積されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学のデータや情報は、学内の各部署において蓄積され、毎年、大学案内、広報誌及び大学ウェブサイトに掲

載されることによって学内及び学外で活用可能な体制となっていると言える。 

 

観点11－３－①： 大学の活動の総合的な状況について，根拠となる資料やデータ等に基づいて，自己点検・

評価が行われており、その結果が大学内及び社会に対して広く公開されているか。 

【観点に係る状況】 

本学における自己点検・評価事業は、学長自ら委員長を務める自己点検・評価運営委員会が中心となって、大

学全体の自己点検・評価を実施している（資料11-3-①-1）。 

授業評価アンケート、教育評価アンケート結果の評価の他、大学の現状を客観的に評価し、自己点検を実施し

ており、様々な大学改善を実現している。自己点検・評価運営委員会の活動として実施した授業評価アンケート

結果とアンケート結果に対する教員のコメントは、学内において閲覧に供されており、公開授業等により来学す

る一般県民も自由に閲覧することができる。 

 平成２１年に独立行政法人大学評価・学位授与機構による認証評価を受けるに当たり、併せて行っている自己

点検・評価の結果については、大学ウェブサイトにより公開する予定である。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 各種データに基づいて、学長自ら委員長として自己点検・評価を行っており、組織的・機能的に取り組んでい

ると言える。大学としての自己点検・評価に関する報告書は作成していないが、授業評価アンケート結果等の個

別の内容は、学内において学外者も対象として閲覧に供していることから、自己点検・評価の結果を学内及び社

会に対して公開されていると言える。 

 

観点11－３－②： 自己点検・評価の結果について，外部者（当該大学の教職員以外の者）による検証が実施

されているか。 

【観点に係る状況】 

 県民代表を含む評議会による審議を経ることで、重要事項の実施に際しての外部者の検証は行われているが、

自己点検・評価の結果という点に限って言えば、平成２１年に実施する独立行政法人大学評価・学位授与機構に

よる認証評価が初めてである。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 認証評価により、外部者による自己点検・評価に対する検証が行われれる予定である。 
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観点11－３－③： 評価結果がフィードバックされ，管理運営の改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 自己点検・評価運営委員会の委員長に学長自ら就任していることから、評価結果に対する問題意識が非常に高

く、アンケート等の現状把握の結果により明らかになった問題点について、学長が部局長等と協議し、改善策を

指示しているほか、目安箱に投函された意見については、全て学長自ら確認し、必要に応じて事務局及び教員と

協議し、きめ細かな対応をしている（基準９ 資料9-1-②-1）。 

【分析結果とその根拠理由】 

 評価結果が直接管理運営の改善に繋がっており、多くの大学改善がなされていることから、評価結果がフィー

ドバックされ、管理運営の改善のための取組が行われていると判断する。 

 

観点11－３－④： 大学における教育研究活動の状況や、その活動の成果に関する情報をわかりやすく社会に

発信しているか。 

【観点に係る状況】 

 大学における教育研究活動の状況や、その活動の成果に関する情報の社会への提供は、主に大学ウェブサイト

及び新聞等のメディアの報道により行っている。大学ウェブサイトは、専門業者へ委託せずに、本学職員が作成・

更新しているが、学内情報や教育研究活動について詳細な情報提供がなされている（表11-3-④-1）。 

また、本学は、各種の大学改革を推進しており、取組状況については地元紙をはじめとする各種新聞報道によ

り一般県民に広く周知されている。また、学長自らコメンテーターを務める地元テレビ番組やパーソナリティを

務めるＦＭラジオ番組、そして新聞の連載コラムなど、学長の各種県内メディアへの露出も多く、学長自ら率先

して大学の教育研究活動の状況やその活動の成果に関する情報をわかりやすく社会に発信している。 

その他、本学の学長が提唱し、その推進に取り組んでいる「群馬学」の中心となる群馬学シンポジウムの概要

をまとめた記録集『群馬学の確立に向けて』を現在までに３巻まで出版し、一般書店にて販売している（表11-3-

④-2）。 

表11-3-④-1 大学ウェブサイト トップページ 
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【分析結果とその根拠理由】 

大学ウェブサイト及び各種メディアにより、大学における教育研究活動の状況や、その活動の成果に関する情

報をわかりやすく社会に発信していると言える。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

①  管理運営体制は、群馬県の一機関として、適切な規程類に基づき整備されており、その運営は、小規模な

大学にとって適切な形で極めて効率的に行われている。 

②  大学の設置目的や諸活動状況は、大学ウェブサイトに詳細に掲載され、教職員が自由に閲覧できるととも

に社会に対しても広く情報を公開しているほか、本学が積極的に取り組んでいる「群馬学」については、そ

の概要を書籍にまとめ、出版している。 

③  自己点検・評価については、学長自ら自己点検・評価運営委員会の委員長を務め、評価結果を大学運営に

直接反映させ、効率的な大学改善事業を実施している。全体として、大学の規模に応じた、柔軟で機動的な

運営がなされている。 

 

【改善を要する点】 

 現在までにおいて、大学全体に関して第三者による自己点検・評価を受けておらず、２１年度に受ける独立行

政法人大学評価・学位授与機構が実施する機関別認証評価が初めての第三者評価となる。今後さらに群馬県立女

子大学が改革を進め、これに併せて行っている自己点検・評価の結果を広く社会に公表する予定である。 

 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

本学の管理運営組織については、群馬県の一機関として、群馬県行政組織規則に定められている他、群馬県立

女子大学条例、学則及び各種学内規程に基づき設置運営されている。 

表11-3-④-2 群馬学シンポジウム記録集 
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 教授選考、教員の採用・昇任については、学内規程に基づき行われ、教授選考に関する規程、教員選考基準に

基づき教授会での投票に基づく議により学長が候補者を決定し、県への内申を経て知事に任用される。 

 大学運営においては、学長のリーダーシップが発揮されており、評議会の助言を十分参考にしながら、極めて

柔軟かつ迅速な意志決定がなされている。 

授業評価アンケート及び学生意見目安箱により学生ニーズを把握している他、卒業年次の学生も対象に含む教

育評価アンケート及び卒業生懇談会により学外者の意見を運営に反映させている。また、学外に広く門戸を開い

ている県立大学であることから、一般県民からの意見も常に受け入れている。 

地方公共団体が設置する公立大学であり、監事は置かれていないが、法律に基づき適正に会計面の監督を受け

ている。 

職員研修は、群馬県の専門部署が企画する各種マネジメント能力向上の為の研修を受けることが可能である。 

 管理運営組織は、各種学内規程により適正に定められており、学内情報は、担当部署が蓄積し、ウェブサイト

に詳細に掲載され、学内のみならず社会一般に広く公開している。 

 これらの情報に基づき、学長が委員長を務める自己点検・評価運営委員会が中心となって自己点検・評価を行

い、効率的に大学改善にフィードバックしている。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


